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一

考
察
の
対
象

本
稿
の
表
題
に
い
う
旧
「
外
地
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
ま
で
日
本
が
統
治
し
て
い
た
①
台
湾
・
②
南
樺
太
・

③
関
東
州
・
④
朝
鮮
・
⑤
南
洋
群
島
の
五
つ
の
地
域
を
指
す１

）。

筆
者
の
最
終
目
標
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
裁
判
所
の
下
し
た
判
決
の
中
か
ら
、
今
日
の
判
例
の
立
場
の
先
例
的
意
義
を
有
す
る
判
例
、
あ

る
い
は
今
日
の
議
論
の
基
礎
・
発
端
と
な
っ
て
い
る
判
例
を
割
り
出
す
点
に
あ
る
。

試
み
に
、
筆
者
の
研
究
室
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
三
種
類
の
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
｜
｜
①T

K
C

法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
スL

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
②
判
例
秘
書
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
版L
L
I

判
例
検
索
・
③W

E
S
T
L
A
W
 
JA
P
A
N

｜
｜
を
用
い
て
、
上
記
五
つ
の
外
地
の

裁
判
所
（
高
等
法
院
・
覆
審
法
院
・
地
方
法
院
な
ど
）
な
い
し
そ
の
略
称
（
台
高
院
・
朝
高
院
な
ど
）
に
つ
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
か
け

て
み
る
と
、〔
図
表
１
〕
の
〔
Ｆ
〕
欄
に
掲
記
し
た
合
計
七
四
件
の
判
例
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。

こ
の
う
ち
の
三
例
は
、
旧
・
外
地
裁
判
所
の
判
例
そ
の
も
の
が
ヒ
ッ
ト
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
（〔
図
表
１
〕【
12
】【
20
】【
44
】）、
残
り

七
一
件
は
、
他
の
判
例
の
当
事
者
・
検
察
官
の
主
張
（
控
訴
・
上
告
理
由
・
趣
意
な
ど
）
や
判
旨
中
に
旧
・
外
地
裁
判
所
の
判
例
が
引
用
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
複
数
の
判
例
が
引
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
引
用
判
例
の
総
数
は
六
七
件
と
な
る
（〔
図
表
１
〕

の
〔
Ａ
〕
欄
に
は
、
他
の
判
例
に
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
な
い
【
20
】【
44
】
も
含
め
た
六
九
例
を
掲
記
し
た
）。

筆
者
の
考
察
の
本
体
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
よ
り
引
用
さ
れ
た
旧
・
外
地
裁
判
所
判
例
の
先
例
性
の
有
無
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
今

と
な
っ
て
は
馴
染
み
の
薄
い
外
地
の
裁
判
所
や
そ
の
判
例
を
掲
載
し
て
い
る
文
献
に
関
す
る
前
提
的
な
説
明
部
分
だ
け
で
、
与
え
ら
れ
た
紙

数
を
大
幅
に
超
過
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
こ
の
考
察
の
際
に
必
要
な
前
提
事
項
の
み
を
「
序
論
」
と
し
て
掲
載
し
、

本
論
」

に
関
し
て
は
、
次
回
（
来
年
の
退
職
記
念
号
）
に
送
る
こ
と
と
し
た
い
。
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〔
図
表
１
〕

旧
・
外
地
裁
判
所
判
例
の
引
用

〔
Ａ
〕
裁
判
所
・
事
件
番
号
・
年
月
日

〔
Ｂ
〕
事
件
名
（
判
示
事
項
）

〔
Ｃ
〕
公
式
判
例
集

〔
Ｄ
〕
外
地
の
法
律
雑
誌

〔
Ｅ
〕
内
地
の
法
律
雑
誌

〔
Ｆ
〕
上
記
判
例
を
引
用
す
る
判
例

活
滅

【
１
】

釜
山
地
方
法
院
（
民
事
部
）

大
正
三
年
（
民
）
第
六
一
八
号

大
正
三
年
一
二
月
三
日
判
決

＊
【
３
】
原
審

土
地
所
有
権
確
認
並
侵
害
排
除
請

求
事
件
（
土
地
の
崩
壊
と
所
有
権

並
に
土
地
と
海
面
の
境
界
）

｜

｜

法
律
新
聞
九
八
八
号
二
四
頁

法
律
評
論
三
巻
民
法
六
六
三
頁

東
京
地
判
昭
和
三
八
年
三
月
三
〇
日
下
民
集
一

四
巻
三
号
五
二
一
頁
〔
被
告
主
張
〕
‖
【
３
】

△

【
２
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
五
年
（
民
上
）
第
二
八
四
号

大
正
五
年
二
月
二
九
日
判
決

約
束
手
形
金
請
求
ニ
関
ス
ル
件

（
代
理
人
カ
権
限
ニ
基
キ
本
人
名

義
ヲ
以
テ
手
形
ノ
振
出
行
為
ヲ
為

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
人
振
出
ノ
手
形

ト
シ
テ
…
…
）

高
等
法
院
判
決
録
三
巻
四

〇
二
頁

｜

大
判
大
正
九
年
九
月
一
八
日
民
録
二
六
輯
一
三

三
四
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
３
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
四
年
（
民
上
）
第
一
七
六
号

大
正
五
年
五
月
九
日
判
決

＊
【
１
】
上
告
審

土
地
所
有
権
確
認
並
侵
害
排
除
請

求
ニ
関
ス
ル
件
（
海
面
ハ
私
人
ノ

所
有
権
ノ
目
的
ト
ナ
ラ
ス
）

高
等
法
院
判
決
録
三
巻
五

五
五
頁

｜

東
京
地
判
昭
和
三
八
年
三
月
三
〇
日
下
民
集
一

四
巻
三
号
五
二
一
頁
〔
被
告
主
張
〕
‖
【
１
】

△

最
（
三
小
）
判
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
六
日
民

集
四
〇
巻
七
号
一
二
三
六
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
４
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
五
年
（
民
上
）
第
二
九
三
号

大
正
五
年
一
二
月
二
八
日
判
決

山
地
所
有
権
確
認
及
伐
採
松
椽
木

引
渡
請
求
ニ
関
ス
ル
件
（
錯
誤
ニ

基
ク
理
由
ヲ
以
テ
自
白
ヲ
取
消
ス

ニ
ハ
錯
誤
ニ
出
テ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証

明
…
…
）

高
等
法
院
判
決
録
三
巻
一

〇
七
七
頁

｜

最
（
三
小
）
判
昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
〇
日
裁

判
集
民
事
一
〇
号
二
二
一
頁
〔
上
告
理
由
〕

○

【
５
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
連
合
部
）

大
正
五
年
（
刑
上
）
第
一
五
四
・
一
五
五
号

大
正
六
年
五
月
一
〇
日
判
決

詐
欺
被
告
事
件
（
随
意
契
約
に
依

る
談
合
入
札
と
詐
欺
）

高
等
法
院
判
決
録
四
巻
一

〇
一
頁

｜

法
律
新
聞
一
二
八
六
号
二
三
頁

法
律
評
論
六
巻
刑
法
一
五
五
頁

福
岡
高
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
集

七
巻
一
〇
号
一
六
一
〇
頁
〔
検
察
官
の
控
訴
趣

意
〕
‖
【
７
】【
８
】【
９
】【
36
】【
47
】

△

【
６
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

大
正
六
年
（
刑
上
）
第
六
五
号

大
正
六
年
七
月
五
日
判
決

強
盗
殺
人
及
文
書
偽
造
行
使
詐
欺

等
被
告
事
件
（
拷
問
に
因
る
自
白

の
供
述
の
証
拠
力
）

高
等
法
院
判
決
録
四
巻
三

四
五
頁

｜

法
律
新
聞
一
二
八
八
号
二
八
頁

法
律
評
論
六
巻
刑
法
一
四
九
頁

大
判
大
正
一
〇
年
五
月
七
日
刑
録
二
七
輯
二
六

七
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
７
】

台
湾
覆
審
法
院
（
第
一
部
）

事
件
番
号
不
明

大
正
六
年
九
月
三
日
判
決

詐
欺
被
告
事
件
（
指
名
随
意
契
約

と
見
積
書
・
談
合
と
最
低
価
格
）

｜

｜

法
律
新
聞
一
三
三
五
号
一
七
頁

福
岡
高
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
集

七
巻
一
〇
号
一
六
一
〇
頁
〔
弁
護
人
の
答
弁
〕

‖
【
５
】【
８
】【
９
】【
36
】【
47
】

×

【
８
】

台
湾
覆
審
法
院
（
第
一
部
）

大
正
六
年
（
控
刑
）
第
一
三
二
号

大
正
六
年
九
月
三
日
判
決

詐
欺
被
告
事
件
（
指
名
競
争
入
札

と
最
低
価
格
・
談
合
入
札
と
詐
欺

罪
の
要
件
）

｜

台
法
月
報
一
一
巻
九
号
一

九
頁
〔
九
巻
三
三
七
頁
〕

法
律
新
聞
一
三
三
七
号
二
六
頁

福
岡
高
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
集

七
巻
一
〇
号
一
六
一
〇
頁
〔
弁
護
人
の
答
弁
〕

‖
【
５
】【
７
】【
９
】【
36
】【
47
】

×

【
９
】

台
湾
覆
審
法
院
（
部
不
明
）

事
件
番
号
不
明

大
正
六
年
一
一
月
三
〇
日
判
決

事
件
名
不
明
（
詐
欺
被
告
事

件

）

福
岡
高
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
集

七
巻
一
〇
号
一
六
一
〇
頁
〔
弁
護
人
の
答
弁
〕

‖
【
５
】【
７
】【
９
】【
36
】【
47
】

×
）

【
10
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

大
正
七
年
（
刑
上
）
第
二
九
号

大
正
七
年
三
月
一
四
日
判
決

涜
職
ノ
件
（
公
務
員
カ
賄
賂
ヲ
収

受
シ
タ
リ
ト
シ
テ
収
賄
罪
ニ
問
擬

ス
ル
ニ
ハ
其
職
務
ニ
関
シ
テ
収
賄

シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
…
…
）

高
等
法
院
判
決
録
五
巻
五

三
頁

｜

最
（
一
小
）
判
昭
和
三
二
年
一
一
月
二
一
日
刑

集
一
一
巻
一
二
号
三
一
〇
一
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
11
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

大
正
八
年
（
刑
上
）
第
一
〇
〇
七
号

大
正
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決

強
盗
殺
人
及
屠
獣
規
則
違
反
被
告

事
件
（
事
実
承
審
官
と
事
実
認
定

の
範
囲
）

高
等
法
院
判
決
録
六
巻
三

八
六
頁

｜

法
律
新
聞
一
六
四
一
号
一
三
頁

法
律
評
論
九
巻
刑
訴
二
八
頁

大
判
大
正
九
年
三
月
一
〇
日
民
録
二
六
輯
二
八

〇
頁
〔
上
告
理
由
〕

△
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【
12
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
特
別
刑
事
部
）

大
正
八
年
（
特
予
）
第
二
号

大
正
九
年
三
月
二
二
日
決
定

内
乱
被
告
事
件
〔
朝
鮮
独
立
の
示

威
運
動
に
つ
き
、
騒
擾
罪
を
構
成

す
る
も
内
乱
罪
を
構
成
す
る
こ
と

な
し
と
し
た
事
案
〕

｜

｜

法
律
新
聞
一
六
八
七
号
一
三
頁

法
律
評
論
九
巻
刑
法
七
五
頁

L
E
X
/D
B

文
献
番
号25400310

｜

大
阪
高
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
一
日
高
刑
集
一

九
巻
三
号
三
〇
八
頁
〔
判
旨
〕

○

最
（
二
小
）
決
昭
和
五
三
年
九
月
四
日
刑
集
三

二
巻
六
号
一
〇
七
七
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
13
】

関
東
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

大
正
九
年
（
控
）
第
二
八
号

大
正
九
年
七
月
二
四
日
判
決

阿
片
犯
・
家
宅
侵
入
・
恐
喝
取
財

被
告
事
件
（
阿
片
煙
の
騙
取
罪
）

｜

｜

法
律
新
聞
一
七
三
八
号
一
六
頁

法
律
評
論
九
巻
刑
法
一
九
二
頁

判
例
体
系
刑
法
各
論
下
一
七
四
三

頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
二
五
年
四
月
一
一
日
刑
集

四
巻
四
号
五
二
八
頁
〔
上
告
趣
意
〕

×

最
（
三
小
）
判
昭
和
二
六
年
八
月
九
日
裁
判
集

刑
事
五
一
号
三
六
三
頁
〔
上
告
趣
意
〕

×

【
14
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

大
正
九
年
（
上
刑
）
第
五
〇
号

大
正
九
年
一
二
月
一
六
日
判
決

関
税
法
違
反
被
告
事
件
〔
関
税
法

ハ
…
…
刑
事
訴
訟
法
ニ
準
拠
シ
之

ヲ
決
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
〕

高
等
法
院
判
例
全
集
（
大

正
九
）
一
九
頁
〔
一
巻
七

〇
九
頁
〕

台
法
月
報
一
五
巻
八
号
六

一
頁
〔
九
巻
五
七
一
頁
〕

大
判
昭
和
一
三
年
三
月
一
一
日
刑
集
一
七
巻
一

八
六
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
15
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
一
〇
年
（
民
上
）
第
三
八
九
号

大
正
一
一
年
一
月
一
一
日
判
決

事
件
名
（
請
求
内
容
）
不
明
（
仮

処
分
命
令
ノ
登
記
後
ニ
為
シ
タ
ル

仮
登
記
ノ
効
力
）

｜

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
一
巻

二
号
五
一
頁

法
律
評
論
一
一
巻
民
訴
九
〇
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
三
八
年
一
二
月
三
日
民
集

一
七
巻
一
二
号
一
五
七
七
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖

【
33
】

△

【
16
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
一
一
年
（
民
上
）
第
三
七
六
号

大
正
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
判
決

土
地
所
有
権
及
登
記
抹
消
引
渡
竝

所
有
権
移
転
登
記
請
求
ノ
件
（
本

人
ノ
氏
名
ヲ
冒
称
シ
テ
為
シ
タ
ル

代
理
人
ノ
法
律
行
為
ノ
効
果

〔
他
〕）

高
等
法
院
判
決
録
九
巻
四

六
二
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
一
巻

一
一
号
六
二
頁

法
律
評
論
一
一
巻
民
法
一
〇
九
一

頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
三
四
年
七
月
一
四
日
民
集

一
三
巻
七
号
一
〇
〇
五
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
17
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
一
二
年
（
民
上
）
第
一
四
八
号

大
正
一
二
年
五
月
二
五
日
判
決

株
金
請
求
ノ
件
（
商
法
第
一
四
九

条
但
書
ニ
反
ス
ル
譲
渡
行
為
ト
裁

判
所
ノ
判
定
権
）

高
等
法
院
判
決
録
一
〇
巻

一
四
二
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
二
巻

六
号
四
五
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
二
六
年
一
二
月
二
五
日
民

集
五
巻
一
三
号
八
二
九
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
18
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
一
三
年
（
民
上
）
第
二
六
八
号

大
正
一
四
年
三
月
三
日
判
決

土
地
抵
当
権
抹
消
登
記
手
続
履
行

請
求
事
件
（
弁
済
目
的
物
ノ
供

託
）

高
等
法
院
判
決
録
一
二
巻

三
二
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
四
巻

四
号
四
七
頁

法
律
評
論
一
四
巻
民
法
四
九
八
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
一
日
判

時
九
八
六
号
三
九
頁
・
判
タ
四
二
九
号
八
六
頁

〔
上
告
理
由
〕

△

【
19
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
一
四
年
（
民
上
）
第
一
二
九
号

大
正
一
四
年
七
月
二
四
日
判
決

建
物
撤
廃
請
求
事
件
（
共
有
者
ノ

共
有
物
ニ
付
有
ス
ル
保
存
行
為
ノ

権
能
竝
損
害
賠
償
請
求
権
ノ
割

合
）

高
等
法
院
判
決
録
一
二
巻

二
六
九
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
四
巻

八
号
五
〇
頁

法
律
評
論
一
四
巻
民
法
七
二
三
頁

判
例
体
系
債
権
総
論
下
六
七
五
頁

大
判
昭
和
一
三
年
二
月
八
日
民
集
一
七
巻
一
〇

〇
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
20
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

大
正
一
四
年
（
民
上
）
第
二
四
六
号

大
正
一
四
年
一
〇
月
九
日
判
決

不
当
利
得
返
還
請
求
事
件
（
国
税

徴
収
法
ニ
基
キ
テ
為
ス
競
売
ノ
性

質
）

高
等
法
院
判
決
録
一
二
巻

三
四
九
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
四
巻

一
〇
号
八
四
頁

法
律
評
論
一
四
巻
諸
法
四
一
七
頁

L
E
X
/D
B

文
献
番
号20000542

｜

【
21
】

関
東
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
二
年
（
上
）
第
一
号

昭
和
二
年
六
月
二
日
判
決

売
掛
代
金
請
求
事
件
〔
外
国
通
貨

に
よ
る
債
権
額
の
指
定
〕

｜

｜

法
律
評
論
一
七
巻
民
法
八
二
九
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
〇
年
一
一
月
三
〇
日
裁

判
集
民
事
八
一
号
一
八
七
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
22
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
二
年
（
民
上
）
第
五
〇
七
号

昭
和
三
年
二
月
二
八
日
判
決

土
地
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求

事
件
（
代
位
訴
権
ヲ
行
使
ス
ル
債

権
者
ニ
対
ス
ル
契
約
解
除
）

高
等
法
院
判
決
録
一
五
巻

五
三
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
七
巻

三
号
五
三
頁

法
律
評
論
一
七
巻
民
法
五
六
二
頁

東
京
地
判
昭
和
三
四
年
一
月
二
六
日
下
民
集
一

〇
巻
一
号
一
四
三
頁
〔
被
告
主
張
〕

×

【
23
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
三
年
（
民
上
）
第
四
四
六
号

昭
和
三
年
一
二
月
二
一
日
判
決

準
消
費
貸
借
請
求
事
件
（
民
法
第

七
〇
八
条
ニ
反
ス
ル
事
項
ヲ
目
的

ト
ス
ル
法
律
行
為
）

高
等
法
院
判
決
録
一
五
巻

三
五
九
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
八
巻

二
号
三
三
頁

法
律
評
論
一
八
巻
民
法
七
四
九
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
二
九
年
九
月
一
〇
日
民
集

八
巻
九
号
一
五
八
九
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

論 説
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【
24
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
連
合
部
）

昭
和
四
年
（
民
上
）
第
一
一
二
号

昭
和
四
年
六
月
四
日
判
決

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
身
元
保
証

契
約
ノ
効
力
・
限
度
ノ
定
メ
ナ
キ

身
元
保
証
契
約
ノ
解
釈
〔
他
〕）

高
等
法
院
判
決
録
一
六
巻

一
二
〇
頁

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
八
巻

六
号
四
〇
頁

法
律
評
論
一
九
巻
民
法
二
〇
六
頁

大
判
昭
和
七
年
二
月
一
六
日
民
集
一
一
巻
一
二

五
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
25
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
四
年
（
民
上
）
第
一
六
四
号

昭
和
四
年
七
月
九
日
判
決

〔
保
証
債
務
の
履
行
請
求
〕

一
定

ノ
取
引
ヨ
リ
将
来
発
生
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ヘ
キ
保
証
債
務
）

｜

朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
八
巻

七
号
五
一
頁

法
律
評
論
一
八
巻
民
法
一
一
二
八

頁

大
判
昭
和
六
年
一
一
月
二
四
日
法
律
新
聞
三
三

七
六
号
一
二
頁
・
法
律
評
論
二
一
巻
民
法
一
二

九
頁
〔
上
告
理
由
〕

○

【
26
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
四
年
（
上
民
）
第
七
〇
・
七
一
号

昭
和
四
年
九
月
六
日
判
決

賃
金
請
求
事
件
（
親
族
ノ
同
意
ヲ

得
サ
ル
立
証
責
任
）

高
等
法
院
判
例
集
（
昭
和

三
｜
四
）
三
〇
六
頁
〔
四

巻
七
一
八
頁
〕

台
法
月
報
二
三
巻
一
一
号

九
七
頁
〔
一
〇
巻
四
五
五

頁
〕

法
律
評
論
一
九
巻
民
法
二
三
一
頁

大
判
昭
和
一
二
年
五
月
二
八
日
民
集
一
六
巻
九

〇
三
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖
【
27
】

△

【
27
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
四
年
（
上
民
）
第
九
一
号

昭
和
四
年
一
一
月
一
六
日
判
決

土
地
所
有
権
移
転
登
記
請
求
事
件

（
共
有
者
ノ
共
有
物
売
買
ト
共
有

者
ノ
一
人
ノ
取
消
ノ
効
果
）

高
等
法
院
判
例
集
（
昭
和

三
｜
四
）
三
五
五
頁
〔
四

巻
七
六
七
頁
〕

台
法
月
報
二
四
巻
一
号
一

五
四
頁
〔
一
〇
巻
四
八
六

頁
〕

法
律
評
論
一
九
巻
民
法
二
三
五
頁

大
判
昭
和
一
二
年
五
月
二
八
日
民
集
一
六
巻
九

〇
三
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖
【
26
】

△

【
28
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
五
年
（
民
抗
）
第
二
号

昭
和
五
年
二
月
一
三
日
決
定

上
告
状
却
下
決
定
ニ
対
ス
ル
抗
告

事
件
（
一
般
ノ
休
日
）

高
等
法
院
判
決
録
一
七
巻

四
二
頁

司
法
協
会
雑
誌
九
巻
三
号

三
二
頁

最
（
一
小
）
判
昭
和
四
三
年
九
月
二
六
日
民
集

二
二
巻
九
号
二
〇
一
三
頁
〔
上
告
理
由
〕

×

【
29
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
四
年
（
民
上
）
第
五
七
二
号

昭
和
五
年
二
月
二
一
日
判
決

土
地
所
有
権
移
転
登
記
手
続
履
行

請
求
事
件
（
釈
明
ト
自
白
）

高
等
法
院
判
決
録
一
七
巻

六
〇
頁

司
法
協
会
雑
誌
九
巻
五
号

六
〇
頁

大
判
昭
和
一
〇
年
六
月
一
二
日
民
集
一
四
巻
一

〇
八
七
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
30
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
四
年
（
上
抗
）
第
四
号

昭
和
五
年
二
月
二
八
日
決
定

執
行
文
付
与
ニ
対
ス
ル
異
議
申
立

請
求
事
件
〔
強
制
執
行
ノ
債
務
名

義
ト
ナ
リ
得
ル
公
正
証
書
面
ノ
請

求
権
〕

高
等
法
院
判
例
集
（
昭
和

五
｜
六
）
八
七
頁
〔
五
巻

一
一
五
頁
〕
…
…
欠

台
法
月
報
二
四
巻
四
号
一

六
一
頁
〔
一
〇
巻
五
四
三

頁
〕

大
阪
高
決
昭
和
四
七
年
五
月
二
四
日
下
民
集
二

三
巻
五
〜
八
号
二
七
五
頁
〔
抗
告
理
由
〕

×

【
31
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

事
件
番
号
不
明

昭
和
五
年
七
月
二
八
日
判
決

横
領
被
告
事
件
〔
賭
博
資
金
の
不

法
両
得
と
横
領
罪
〕

｜

｜

法
律
評
論
一
九
巻
刑
法
二
五
〇
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
二
三
年
六
月
五
日
刑
集
二

巻
七
号
六
四
一
頁
〔
上
告
理
由
〕

×

【
32
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
五
年
（
民
上
）
第
三
一
二
号

昭
和
五
年
八
月
二
日
判
決

養
子
縁
組
無
効
確
認
請
求
事
件

（
縁
組
無
効
ノ
訴
ニ
於
ケ
ル
未
成

年
者
ノ
法
定
代
理
人
）

高
等
法
院
判
決
録
一
七
巻

一
七
一
頁

司
法
協
会
雑
誌
九
巻
一
〇

号
一
七
一
頁

法
律
評
論
一
九
巻
民
法
一
〇
四
五

頁

大
阪
高
判
昭
和
三
四
年
七
月
三
一
日
下
民
集
一

〇
巻
七
号
一
六
二
四
頁
〔
判
旨
〕

×

【
33
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
五
年
（
民
上
）
第
八
七
一
・
八
七
二
号

昭
和
六
年
二
月
六
日
判
決

土
地
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求

事
件
（
仮
処
分
ノ
効
力
）

高
等
法
院
判
決
録
一
八
巻

三
〇
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
〇
巻
三

号
三
〇
頁

法
律
評
論
二
〇
巻
民
訴
九
五
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
三
八
年
一
二
月
三
日
民
集

一
七
巻
一
二
号
一
五
七
七
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖

【
15
】

△

【
34
】

関
東
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
五
年
（
上
）
第
一
八
号

昭
和
六
年
二
月
七
日
判
決

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
不
法
行
為

上
ノ
債
権
ノ
消
滅
時
効
ノ
起
算

点
）

｜

｜

法
律
新
聞
三
二
三
五
号
九
頁

法
律
評
論
二
〇
巻
民
法
二
三
二
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
三
七
年
九
月
七
日
裁
判
集

民
事
六
二
号
三
九
三
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
35
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

昭
和
六
年
（
刑
上
）
第
一
〇
・
一
一
号

昭
和
六
年
四
月
一
三
日
判
決

関
税
法
違
反
被
告
事
件
（
清
算
人

ノ
結
了
セ
シ
ム
ヘ
キ
現
務
ト
会
社

ノ
犯
罪
）

高
等
法
院
判
決
録
一
八
巻

二
八
九
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
〇
巻
五

号
一
三
頁

法
律
評
論
二
〇
巻
諸
法
三
七
一
頁

最
（
一
小
）
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
一
八
日
刑

集
八
巻
一
一
号
一
八
五
〇
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
36
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
連
合
部
・
刑
事
部
）

昭
和
五
年
（
刑
上
）
第
一
七
五
・
七
・
八
号

昭
和
六
年
七
月
三
〇
日
決
定
・
判
決

涜
職
詐
欺
被
告
事
件
（
談
合
入
札

ト
詐
欺
罪
ノ
構
成
要
件
及
違
法
阻

却
事
由
）

高
等
法
院
判
決
録
一
八
巻

三
二
五
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
〇
巻
九

号
四
九
頁

法
律
評
論
二
〇
巻
刑
法
二
三
六
頁

福
岡
高
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
集

七
巻
一
〇
号
一
六
一
〇
頁
〔
弁
護
人
の
答
弁
〕

‖
【
５
】【
７
】【
８
】【
９
】【
47
】

×

【
37
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
六
年
（
上
民
）
第
二
九
四
号

昭
和
六
年
一
二
月
九
日
判
決

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
心
神
喪
失

者
ノ
監
督
義
務
者
）

高
等
法
院
判
例
集
（
昭
和

五
｜
六
）
六
三
〇
頁
〔
五

巻
六
六
四
頁
〕

台
法
月
報
二
六
巻
六
号
三

八
頁
〔
一
一
巻
八
四
頁
〕

法
律
評
論
二
一
巻
民
法
五
四
七
頁

最
（
一
小
）
判
昭
和
五
八
年
二
月
二
四
日
判
時

一
〇
七
六
号
五
八
頁
・
判
タ
四
九
五
号
七
九
頁

〔
上
告
理
由
〕

△

【
38
】

関
東
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
七
年
（
上
）
第
二
一
号
・
第
二
六
号

昭
和
七
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（
二
件
）

恐
喝
被
告
事
件
・
強
盗
被
告
事
件

〔
帝
国
の
威
信
を
失
墜
さ
せ
る
行

為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
減
軽
を

認
め
ず
〕

｜

｜

法
律
新
聞
三
四
九
九
号
五
頁

法
律
評
論
二
二
巻
刑
法
三
〇
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
二
八
年
五
月
二
九
日
刑
集

七
巻
五
号
一
一
七
一
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
39
】

関
東
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
七
年
（
上
）
第
一
五
号

昭
和
八
年
一
月
二
五
日
判
決

約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
事
件
〔
弁

論
主
義
〕

｜

｜

法
律
評
論
二
二
巻
民
訴
一
七
〇
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
三
八
年
三
月
二
九
日
裁
判

集
民
事
六
五
号
三
四
九
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

（79-３- ）407 199
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【
40
】

朝
鮮
高
等
法
院’

（
民
事
部
）

昭
和
八
年
（
民
上
）
第
二
四
七
・
二
四
八
号

昭
和
八
年
七
月
一
八
日
判
決

婚
姻
無
効
請
求
事
件
（
詐
害
訴
訟

ト
参
加
人
ノ
適
格
）

高
等
法
院
判
決
録
二
〇
巻

三
〇
八
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
二
巻
一

一
号
三
〇
九
頁

法
律
評
論
二
二
巻
民
訴
五
一
二
頁

大
判
昭
和
九
年
八
月
七
日
民
集
一
三
巻
一
五
五

九
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
41
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
九
年
（
民
抗
）
第
二
号

昭
和
九
年
六
月
一
日
決
定

訴
訟
参
加
申
出
却
下
決
定
ニ
対
ス

ル
再
抗
告
事
件
（
夫
ヲ
補
助
ス
ル

為
メ
ノ
妻
ノ
参
加
）

高
等
法
院
判
決
録
二
一
巻

一
九
七
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
三
巻
八

号
一
三
九
頁

法
律
評
論
二
三
巻
民
訴
五
二
四
頁

名
古
屋
高
決
昭
和
四
三
年
九
月
三
〇
日
高
民
集

二
一
巻
四
号
四
六
〇
頁
〔
抗
告
理
由
〕

○

【
42
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
九
年
（
民
抗
）
第
一
三
号

昭
和
九
年
一
二
月
七
日
決
定

競
売
開
始
決
定
ニ
対
ス
ル
再
抗
告

事
件
（
競
売
代
金
ノ
不
交
付
ト
抵

当
権
ノ
消
滅
）

高
等
法
院
判
決
録
二
一
巻

四
五
九
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
四
巻
二

号
四
六
一
頁

法
律
新
聞
三
八
〇
六
号
五
頁

法
律
評
論
二
四
巻
諸
法
二
三
二
頁

大
判
昭
和
一
四
年
一
一
月
二
八
日
民
集
一
八
巻

一
三
四
七
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
43
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
九
年
（
民
上
）
第
五
七
三
・
六
三
九
号

昭
和
一
〇
年
二
月
八
日
判
決

財
産
管
理
権
喪
失
事
件
（
破
産
ノ

宣
告
ト
管
理
権
ノ
喪
失
）

高
等
法
院
判
決
録
二
二
巻

五
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
四
巻
三

号
一
二
五
頁

法
律
評
論
二
四
巻
民
法
二
七
四
頁

東
京
高
決
平
成
二
年
九
月
一
七
日
家
裁
月
報
四

三
巻
二
号
一
四
〇
頁
〔
抗
告
理
由
〕

○

【
44
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
〇
年
（
民
上
）
第
二
四
号

昭
和
一
〇
年
四
月
一
九
日
判
決

土
地
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
手
続

請
求
事
件
（
所
有
権
移
転
ノ
仮
登

記
ア
ル
不
動
産
ニ
対
ス
ル
滞
納
処

分
ノ
効
果
）

高
等
法
院
判
決
録
二
二
巻

一
一
〇
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
四
巻
六

号
一
一
〇
頁

法
律
評
論
二
四
巻
諸
法
七
〇
四
頁

法
律
新
報
四
〇
四
号
二
四
頁

L
E
X
/D
B

文
献
番
号20000308

｜

【
45
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
〇
年
（
民
上
）
第
二
三
号

昭
和
一
〇
年
五
月
三
日
判
決

約
束
手
形
金
請
求
事
件
（
妻
ノ
法

律
行
為
ト
立
証
責
任
）

高
等
法
院
判
決
録
二
二
巻

一
二
九
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
四
巻
六

号
一
二
九
頁

法
律
評
論
二
四
巻
民
法
六
一
九
頁

大
判
昭
和
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
民
集
一
六
巻

一
六
三
五
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖
【
48
】

○

【
46
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
〇
年
（
民
抗
）
第
一
一
号

昭
和
一
〇
年
九
月
三
〇
日
決
定

抗
告
却
下
決
定
ニ
対
ス
ル
抗
告
事

件
（
朝
鮮
民
事
令
第
四
四
条
ニ
所

謂
控
訴
ニ
因
リ
テ
受
ク
ヘ
キ
利
益

ノ
価
格
）

高
等
法
院
判
決
録
二
二
巻

四
一
四
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
四
巻
一

二
号
四
一
六
頁

法
律
評
論
二
五
巻
諸
法
三
八
〇
頁

大
阪
高
決
平
成
五
年
八
月
九
日
判
タ
八
三
四
号

二
一
八
頁
〔
抗
告
理
由
〕

○

【
47
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

昭
和
一
〇
年
（
刑
上
）
第
四
八
｜
五
二
号

昭
和
一
一
年
二
月
一
七
日
判
決

詐
欺
被
告
事
件
（
競
争
入
札
ニ
於

ケ
ル
談
合
協
定
ノ
違
法
）

高
等
法
院
判
決
録
二
三
巻

四
四
九
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
五
巻
六

号
一
五
頁

法
律
評
論
二
五
巻
刑
法
三
三
六
頁

福
岡
高
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
集

七
巻
一
〇
号
一
六
一
〇
頁
〔
弁
護
人
の
答
弁
〕

‖
【
５
】【
７
】【
８
】【
９
】【
36
】

×

【
48
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
〇
年
（
上
民
）
第
三
一
六
号

昭
和
一
一
年
四
月
四
日
判
決

貸
金
請
求
事
件
（
親
権
者
実
母
ノ

法
定
代
理
権
ニ
関
ス
ル
制
限
ト
其

ノ
違
反
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

一
一
四
頁
〔
七
巻
一
三
二

頁
〕

台
法
月
報
三
〇
巻
六
号
五

九
頁
〔
一
一
巻
五
二
七

頁
〕

法
律
新
聞
四
〇
三
〇
号
七
頁

法
律
評
論
二
五
巻
民
法
五
八
六
頁

大
判
昭
和
一
二
年
月
二
〇
日
民
集
一
六
巻
一
六

三
五
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖
【
45
】

○

【
49
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
一
年
（
上
民
）
第
二
八
号

昭
和
一
一
年
六
月
六
日
判
決

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
判
官
ノ
更

迭
ト
判
決
資
料
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

一
七
四
頁
〔
七
巻
一
九
二

頁
〕

台
法
月
報
三
〇
巻
一
一
号

六
六
頁
〔
一
一
巻
五
八
八

頁
〕

法
律
新
聞
四
〇
三
〇
号
一
八
頁

法
律
評
論
二
五
巻
民
訴
四
〇
七
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
三
一
年
四
月
一
三
日
民
集

一
〇
巻
四
号
三
八
八
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

最
（
三
小
）
判
昭
和
三
三
年
一
一
月
四
日
民
集

一
二
巻
一
五
号
三
四
七
頁
〔
上
告
理
由
〕

○

【
50
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
一
年
（
上
民
）
第
五
三
号

昭
和
一
一
年
六
月
六
日
判
決

土
地
所
有
権
確
認
竝
損
害
銀
請
求

事
件
（
追
完
ヲ
許
ス
訴
訟
代
理
権

欠
缺
ノ
一
例
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

一
七
七
頁
〔
七
巻
一
九
五

頁
〕

台
法
月
報
三
〇
巻
一
一
号

六
八
頁
〔
一
一
巻
五
九
〇

頁
〕

法
律
新
聞
四
〇
三
四
号
九
頁

法
律
評
論
二
五
巻
民
訴
三
七
四
頁

東
京
地
判
昭
和
二
九
年
一
月
三
〇
日
下
民
集
五

巻
一
号
一
〇
二
頁
〔
被
告
主
張
〕

△

【
51
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
一
年
（
上
民
）
第
七
三
号

昭
和
一
一
年
六
月
一
三
日
判
決

賃
貸
料
請
求
事
件
（
民
法
第
二
五

二
条
ニ
所
謂
管
理
ノ
意
義
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

一
八
〇
頁
〔
七
巻
一
九
八

頁
〕

台
法
月
報
三
〇
巻
一
一
号

七
〇
頁
〔
一
一
巻
五
九
二

頁
〕

法
律
新
聞
四
〇
三
四
号
九
頁

法
律
評
論
二
五
巻
民
法
五
九
一
頁

判
例
体
系
八
巻
・
四
・
一
四
五
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
二
日
家

裁
月
報
一
九
巻
四
号
五
三
頁
〔
上
告
理
由
〕

×

最
（
一
小
）
判
昭
和
四
二
年
四
月
二
七
日
民
集

二
一
巻
三
号
七
四
一
頁
〔
上
告
理
由
〕

×

最
（
二
小
）
判
昭
和
六
三
年
五
月
二
〇
日
家
裁

月
報
四
〇
巻
九
号
五
七
頁
〔
上
告
理
由
〕

×
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【
52
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
一
年
（
民
上
）
第
四
八
七
号

昭
和
一
一
年
一
一
月
二
七
日
判
決

土
地
引
渡
請
求
事
件
（
取
得
時
効

ノ
要
件
タ
ル
占
有
ノ
起
算
点
）

高
等
法
院
判
決
録
二
三
巻

三
七
五
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
六
巻
二

号
九
九
頁

法
律
評
論
二
六
巻
民
法
二
八
一
頁

大
判
昭
和
一
四
年
七
月
一
九
日
民
集
一
八
巻
八

五
六
頁
〔
上
告
理
由
〕

○

【
53
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
一
年
（
上
民
）
第
二
三
五
号

昭
和
一
二
年
二
月
一
三
日
判
決

債
権
不
存
在
確
認
及
抵
当
権
設
定

登
記
抹
消
登
記
手
続
請
求
事
件

（
自
己
ノ
不
法
行
為
ヲ
主
張
ス
ル

登
記
抹
消
請
求
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

二
九
五
頁
〔
七
巻
三
一
三

頁
〕

台
法
月
報
三
一
巻
五
号
五

七
頁
〔
一
一
巻
六
九
五

頁
〕

法
律
新
聞
四
一
〇
三
号
一
六
頁

判
例
体
系
民
法
総
則
下
一
〇
九
四

ノ
一
頁

大
判
昭
和
一
七
年
三
月
二
六
日
民
集
二
一
巻
二

八
四
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

長
野
地
伊
那
支
判
昭
和
三
二
年
二
月
一
五
日
下

民
集
八
巻
二
号
二
七
五
頁
〔
被
申
立
人
の
抗

弁
〕

△

【
54
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
一
年
（
上
民
）
第
二
九
一
・
二
九
二

号昭
和
一
二
年
二
月
一
三
日
判
決

建
物
所
有
権
保
存
登
記
ノ
抹
消
其

他
及
建
物
売
買
相
続
登
記
抹
消
請

求
事
件
（
同
一
建
物
ニ
関
ス
ル
前

後
二
個
ノ
保
存
登
記
ノ
効
力
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

三
〇
一
頁
〔
七
巻
三
一
九

頁
〕

台
法
月
報
三
一
巻
六
号
二

八
頁
〔
一
一
巻
七
〇
〇

頁
〕

法
律
新
聞
四
一
〇
六
号
五
頁

東
京
高
決
昭
和
三
六
年
七
月
一
八
日
下
民
集
一

二
巻
七
号
一
七
四
〇
頁
〔
抗
告
理
由
〕

×

【
55
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
一
年
（
上
民
再
審
）
第
一
号

昭
和
一
二
年
二
月
一
三
日
判
決

売
掛
金
請
求
事
件
（
民
事
訴
訟
法

第
四
二
〇
条
ニ
所
謂
証
拠
ト
為
リ

タ
ル
ノ
意
義
）

高
等
法
院
上
告
部
判
例
集

（
昭
和
一
〇
・
一
一
・
一
二
）

三
一
一
頁
〔
七
巻
三
二
九

頁
〕

台
法
月
報
三
一
巻
六
号
三

六
頁
〔
一
一
巻
七
〇
八

頁
〕

法
律
新
聞
四
一
〇
二
号
一
六
頁

法
律
評
論
二
六
巻
民
訴
一
四
〇
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
〇
年
一
月
一
九
日
裁
判

集
民
事
七
七
号
三
九
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖

【
61
】

△

【
56
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
二
年
（
民
上
）
第
二
六
六
号

昭
和
一
二
年
一
一
月
一
二
日
判
決

債
権
確
認
請
求
事
件
（
無
償
通
行

権
ト
被
通
行
地
ノ
特
定
承
継
人
）

高
等
法
院
判
決
録
二
四
巻

三
七
二
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
六
巻
一

二
号
一
四
五
頁

法
律
評
論
二
七
巻
民
法
一
一
二
頁

東
京
高
判
昭
和
三
七
年
一
月
三
〇
日
下
民
集
一

三
巻
一
号
一
〇
四
頁
（
上
告
審
）〔
上
告
理
由
〕

×

最
（
三
小
）
判
昭
和
三
七
年
一
〇
月
三
〇
日
民

集
一
六
巻
一
〇
号
二
一
八
二
頁
〔
上
告
理
由
〕

×

名
古
屋
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
六
日
訟
務

月
報
一
一
巻
一
二
号
一
七
三
〇
頁
〔
判
旨
〕

×

【
57
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
二
年
（
民
上
）
第
四
七
六
号

昭
和
一
三
年
二
月
一
八
日
判
決

離
婚
無
効
確
認
等
請
求
事
件
（
人

事
訴
訟
法
第
七
条
ノ
解
釈
）

高
等
法
院
判
決
録
二
五
巻

六
六
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
七
巻
四

号
一
三
八
頁

法
律
評
論
二
七
巻
諸
法
六
五
六
頁

判
例
体
系
人
事
訴
訟
法
三
四
四
頁

広
島
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
〇
日
下
民
集

一
六
巻
一
二
号
一
七
六
九
頁
・
家
裁
月
報
一
九

巻
三
号
四
七
頁
〔
判
旨
〕

×

【
58
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
三
年
（
上
民
）
第
二
七
号

昭
和
一
三
年
四
月
三
〇
日
判
決

螟
蛉
子
離
縁
請
求
事
件
（
養
子
ノ

養
父
ニ
対
ス
ル
悪
意
ノ
遺
棄
）

｜

台
法
月
報
三
二
巻
一
〇
号

四
八
頁
〔
一
二
巻
一
九
四

頁
〕

法
律
新
聞
四
二
九
三
号
一
一
頁

法
律
評
論
二
七
巻
民
法
四
〇
七
頁

最
（
二
小
）
判
昭
和
二
五
年
六
月
三
〇
日
民
集

四
巻
六
号
二
四
三
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
59
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
三
年
（
上
民
）
第
四
一
号

昭
和
一
三
年
五
月
二
五
日
判
決

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
不
法
行
為

ニ
因
ル
損
害
賠
償
請
求
権
消
滅
ニ

関
ス
ル
三
年
ノ
時
効
起
算
点
）

｜

台
法
月
報
三
二
巻
一
〇
号

五
七
頁
〔
一
二
巻
二
〇
三

頁
〕

法
律
新
聞
四
二
九
三
号
一
六
頁

法
律
評
論
二
七
巻
民
法
五
一
五
頁

判
例
体
系
一
四
巻
・
四
・
一
三
三

〇
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
裁

判
集
民
事
一
〇
四
号
二
四
一
頁
〔
上
告
理
由
〕

△

【
60
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
三
年
（
民
上
）
第
三
〇
九
号

昭
和
一
三
年
八
月
一
九
日
判
決

貸
金
請
求
事
件
（
所
謂
擬
制
自
白

ノ
効
力
）

｜

司
法
協
会
雑
誌
一
七
巻
九

号
五
六
頁

民
事
訴
訟
法
判
例
総
覧
四
二
五
一

頁
以
下

最
（
一
小
）
判
昭
和
四
〇
年
七
月
八
日
裁
判
集

民
事
七
九
号
七
三
一
頁
〔
上
告
理
由
〕

○

【
61
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
四
年
（
民
上
）
第
一
二
四
号

昭
和
一
四
年
九
月
五
日
判
決

強
制
執
行
異
議
再
審
事
件
（
総
合

証
拠
又
ハ
間
接
証
拠
タ
ル
虚
偽
ノ

証
言
ト
再
審
事
由
）

高
等
法
院
判
決
録
二
六
巻

三
三
五
頁

司
法
協
会
雑
誌
一
九
巻
二

号
一
四
八
頁

法
律
評
論
二
九
巻
民
訴
七
九
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
〇
年
一
月
一
九
日
裁
判

集
民
事
七
七
号
三
九
頁
〔
上
告
理
由
〕
‖

【
55
】

△

【
62
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
五
年
（
上
民
）
第
九
八
号

昭
和
一
五
年
八
月
二
一
日
判
決

土
地
分
割
請
求
事
件
（
民
法
第
二

五
四
条
ト
同
法
第
一
七
七
条
ト
ノ

関
係
）

｜

台
法
月
報
三
四
巻
一
二
号

二
八
頁
〔
一
二
巻
四
七
八

頁
〕

法
律
新
聞
四
六
二
六
号
一
一
頁

法
律
評
論
二
九
巻
民
法
六
〇
四
頁

最
（
一
小
）
判
昭
和
三
四
年
一
一
月
二
六
日
民

集
一
三
巻
一
一
号
一
五
五
〇
頁
〔
上
告
理
由
〕

○

【
63
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

昭
和
一
六
年
（
刑
上
）
第
一
〇
八
号

昭
和
一
六
年
一
二
月
二
二
日
判
決

朝
鮮
産
金
令
違
反
被
告
事
件
（
含

金
鉱
産
物
買
入
業
者
ノ
従
業
地
域

外
ニ
於
ケ
ル
粗
金
銀
地
金
買
入
行

為
）

高
等
法
院
判
決
録
二
八
巻

二
八
〇
頁

司
法
協
会
雑
誌
二
一
巻
二

号
一
二
九
頁

宇
都
宮
地
判
昭
和
三
一
年
一
一
月
九
日
刑
集
一

四
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
〔
判
旨
〕

○
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【
64
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

昭
和
一
六
年
（
刑
上
）
第
一
一
一
号

昭
和
一
六
年
一
二
月
二
六
日
判
決

国
家
総
動
員
法
（
価
格
等
統
制

令
）
違
反
被
告
事
件
（
経
済
統
制

法
規
ノ
錯
誤
ト
犯
意
ノ
阻
却
）

高
等
法
院
判
決
録
二
八
巻

二
八
九
頁

司
法
協
会
雑
誌
二
一
巻
二

号
一
三
八
頁

法
律
評
論
三
一
巻
刑
法
七
一
頁

福
岡
高
判
昭
和
二
六
年
一
月
一
六
日
高
刑
集
四

巻
一
号
六
頁
〔
控
訴
趣
意
〕

△

最
（
三
小
）
判
昭
和
二
六
年
四
月
一
〇
日
裁
判

集
刑
事
四
三
号
五
二
三
頁
〔
上
告
趣
意
〕
‖

【
66
】

×

【
65
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
民
事
部
）

昭
和
一
六
年
（
民
上
）
第
五
九
六
号

昭
和
一
七
年
四
月
二
八
日
判
決

不
当
利
得
返
還
請
求
事
件
（
無
効

ノ
売
買
契
約
ト
買
主
ノ
留
置
権
）

高
等
法
院
判
決
録
二
九
巻

七
八
頁

司
法
協
会
雑
誌
二
一
巻
六

号
一
一
五
頁

法
律
評
論
三
一
巻
民
法
二
九
八
頁

最
（
一
小
）
判
昭
和
四
二
年
九
月
一
四
日
民
集

二
一
巻
七
号
一
七
九
一
頁
〔
上
告
理
由
〕

×

【
66
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

昭
和
一
七
年
（
上
刑
）
第
一
三
号

昭
和
一
七
年
八
月
二
六
日
判
決

国
家
総
動
員
法
違
反
価
格
等
統
制

令
違
反
被
告
事
件
（
犯
意
ト
違
法

ノ
認
識
）

｜

台
法
月
報
三
七
巻
二
号
一

七
頁
〔
一
二
巻
五
七
五

頁
〕

法
律
新
聞
四
八
〇
三
号
六
頁

法
律
評
論
三
一
巻
刑
法
一
三
八
頁

最
（
三
小
）
判
昭
和
二
六
年
四
月
一
〇
日
裁
判

集
刑
事
四
三
号
五
二
三
頁
〔
上
告
趣
意
〕
‖

【
64
】

×

最
（
一
小
）
判
昭
和
二
六
年
四
月
二
六
日
刑
集

五
巻
五
号
九
三
九
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

東
京
高
判
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
六
日
高
刑
集

五
巻
一
三
号
二
六
四
五
頁
〔
控
訴
趣
意
〕

×

名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
二
八
年
一
一
月
一
二

日
高
刑
集
六
巻
一
二
号
一
六
七
一
頁
〔
控
訴
趣

意
〕

△

最
（
一
小
）
判
昭
和
三
一
年
五
月
一
七
日
刑
集

一
〇
巻
五
号
六
八
五
頁
〔
上
告
趣
意
〕

△

【
67
】

台
湾
高
等
法
院
（
部
不
明
）

事
件
番
号
不
明
・
裁
判
年
月
日
不
明

最
（
二
小
）
判
昭
和
二
七
年
八
月
二
九
日
裁
判

集
刑
事
六
七
号
二
二
五
頁
〔
判
旨
〕

｜

【
68
】

台
湾
高
等
法
院
（
上
告
部
）

事
件
番
号
不
明
・
裁
判
年
月
日
不
明

最
（
二
小
）
決
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
六
日
刑

集
六
巻
一
二
号
一
四
七
三
頁
〔
被
告
人
の
判
決

訂
正
申
立
補
充
書
〕

｜

【
69
】

朝
鮮
高
等
法
院
（
刑
事
部
）

事
件
番
号
不
明
・
裁
判
年
月
日
不
明

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
九
日
裁
判

集
刑
事
一
六
〇
号
三
三
七
頁
〔
判
旨
〕

｜
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二

旧
・
外
地
の
司
法
に
つ
い
て

〔
図
表
１
〕〔
Ａ
〕
欄
に
掲
げ
た
旧
・
外
地
裁
判
所
の
判
例
の
内
訳
は
、
朝
鮮
が
四
三
例
（
高
等
法
院
四
二
例
・
地
方
法
院
一
例
）、
台
湾
が

二
一
例
（
高
等
法
院
一
八
例
・
覆
審
法
院
三
例
）、
関
東
州
が
五
例
（
す
べ
て
高
等
法
院
）
で
、
南
樺
太
と
南
洋
群
島
の
裁
判
所
の
判
例
は
、

引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
偏
り
は
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
く
も
の
か
。

こ
の
点
に
関
す
る
仮
説
の
第
一
は
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
の
取
り
扱
う
事
件
数
が
、
朝
鮮
や
台
湾
で
は
多
く
、
樺
太
や
南
洋
群
島
で
は
少
な

い
か
ら
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
な
ぜ
裁
判
件
数
が
朝
鮮
や
台
湾
で
は
多
く
、
樺
太
や
南
洋
群
島
で
は
少
な
い
の
か
、
と
問
わ
れ

た
場
合
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
人
口
の
多
寡
の
み
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、〔
図
表
１
〕〔
Ｆ
〕
欄
に
掲
記
し
た
引
用
判
例
に
お
い
て
は
、〔
Ａ
〕
欄
の
旧
・
外
地
裁
判
所
判
例
の
裁
判
年
月
日
や
事
件
番
号
あ

る
い
は
出
典
に
関
す
る
記
載
が
不
明
瞭
な
も
の
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
特
定
に
苦
労
す
る
。〔
Ｃ
〕〔
Ｄ
〕〔
Ｅ
〕
欄
の
う
ち
網
掛
け
を
施
し

た
も
の
は
、〔
Ｆ
〕
欄
の
判
例
で
は
挙
示
さ
れ
て
い
な
い
文
献
に
つ
き
、
筆
者
が
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
が
、【
２
】【
３
】【
10
】
の
よ
う
に
、

当
事
者
が
判
例
集
の
頁
を
具
体
的
に
挙
示
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
む
し
ろ
少
数
で
、【
１
】【
４
】【
５
】【
６
】【
７
】【
８
】【
９
】
の
よ
う
に
、

出
典
が
ま
っ
た
く
挙
示
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
や
（
な
お
、【
９
】
に
関
し
て
は
、
結
局
判
例
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
も

そ
も
の
判
決
年
月
日
の
記
載
が
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
）、
あ
る
い
は
【
11
】
の
よ
う
に
、
公
式
の
判
例
集
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
（
朝
鮮
総
督
府
高
等
法
院
（
書
記
課
）
編
纂
の
『〔
朝
鮮
〕
高
等
法
院
（
民
事
・
刑
事
）
判
決
録
』
…
…
内
地
の
裁
判
所
に
お
け

る
大
審
院
の
『
民
録
』『
刑
録
』、『
民
集
』『
刑
集
』
に
相
当
す
る
）、
内
地
の
法
律
雑
誌
（
法
律
新
聞
。
な
お
、
法
律
評
論
に
関
し
て
は
、

筆
者
が
追
加
し
た
も
の
で
、〔
Ｆ
〕
欄
の
判
例
で
は
挙
示
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
判
例
に
関
し
て
も
、
同
様
に
筆
者
が
追
加
・
補
充
を
行
っ

た
個
所
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
）
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
、
外
地
の
判
例
集
に
対
す
る
ア
ク
セ

ス
可
能
性
が
影
響
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〔
Ｆ
〕
欄
の
判
例
の
当
事
者
（
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
…
…
な
お
、
本
件
は
民
事
事
件
（
損
害
賠

（79-３- ）411 203
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償
請
求
事
件
）
の
上
告
理
由
中
に
刑
事
事
件
で
あ
る
【
11
】
が
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
は
、
内
地
の
法
律
雑
誌
（
こ
こ
で
は
法
律
新

聞
）
を
通
じ
て
当
時
の
最
新
判
例
で
あ
っ
た
【
11
】
の
存
在
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
外
地
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
公
式
判
例
集
（
こ
こ
で
は
朝

鮮
高
等
法
院
判
決
録
）
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
目
を
通
す
機
会
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
な
ぜ
〔
図
表
１
〕〔
Ａ
〕
欄
の
旧
・
外
地
裁
判
所
判
例
に
つ
い
て
、
朝
鮮
・
台
湾
が
多
く
、
樺
太
・
南
洋
群
島
の
判
例
が
存
在

し
な
い
か
に
関
す
る
第
二
の
仮
説
と
し
て
は
、〔
図
表
１
〕〔
Ｃ
〕
の
外
地
の
公
式
判
例
集
あ
る
い
は
〔
Ｄ
〕
の
外
地
の
法
律
雑
誌
に
ア
ク
セ

ス
し
や
す
い
場
合
に
は
参
照
数
が
多
く
、
ア
ク
セ
ス
し
に
く
い
（
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
公
式
判
例
集
や
法
律
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い

ケ
ー
ス
も
あ
る
）
外
地
の
判
例
に
つ
い
て
は
引
用
が
な
い
、
一
方
、〔
Ｅ
〕
内
地
の
法
律
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
や
す
い
外
地
の
裁
判
例
に
つ
い

て
は
引
用
数
が
多
く
、
掲
載
さ
れ
る
機
会
の
な
い
外
地
に
つ
い
て
は
参
照
が
な
い
、
と
い
う
推
測
が
成
り

立
ち
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、〔
Ｅ
〕
内
地
の
法
律
雑
誌
が
、
い
か
な
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
て
（
内
地
・
外

地
を
問
わ
ず
）
判
例
を
入
手
し
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
本
頁
下
部
に
転
記
し
た
「
法
律
新
聞
」
の
「
謹

告
」
に
よ
れ
ば
、
大
審
院
お
よ
び
東
京
控
訴
院
か
ら
は
「
判
例
」
と
し
て
掲
載
す
る
よ
う
資
料
が
提
供
さ

れ
て
き
て
い
る
ほ
か
、
読
者
で
あ
る
法
曹
か
ら
の
任
意
の
情
報
提
供
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る２

）。

し
た
が
っ
て
、
外
地
の
裁
判
例
に
関
し
て
も
、
当
地
の
法
曹
（
個
人
あ
る
い
は
団
体
）
が
積
極
的
に
内
地

の
法
律
雑
誌
に
判
例
情
報
を
提
供
す
れ
ば
、
そ
れ
が
内
地
の
読
者
法
曹
の
目
に
触
れ
、
先
例
と
し
て
引
用

さ
れ
る
機
会
も
増
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
外
地
の
法
曹
団
体
に
関
し
て
は
、
内
地
の
「
法
曹
会
」
に
相
応
す
る
団
体
と
し
て
、

朝

鮮
司
法
協
会
」
の
存
在
は
知
ら
れ
て
お
り
、
法
曹
会
の
「
法
曹
記
事
」
↓
「
法
曹
会
雑
誌
」

↓
「
法
曹

時
報
」）
に
相
応
す
る
機
関
誌
で
あ
る
「
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
」
↓
「
司
法
協
会
雑
誌
」
に
つ
い
て
は
、

判
例
に
付
き
謹
告

本
誌
判
例
欄
に
は
大
審
院
に
て

判
例
と
し
て
指
定
せ
ら
れ
た
る

も
の
及
び
東
京
控
訴
院
よ
り
判

例
と
し
て
下
附
あ
り
た
る
も
の

は
勿
論
苟
も
有
益
な
り
と
思
惟

す
る
判
例
を
登
載
し
尚
全
国
控

訴
院
、
地
方
、
区
裁
判
所
に
亘

り
好
個
の
判
例
を
網
羅
せ
ん
こ

と
を
期
し
居
り
候
へ
ば
汎
く
法

曹
諸
彦
の
御
寄
贈
を
仰
ぎ
度
且

つ
御
投
稿
の
際
は
判
決
の
年
度

番
号
及
び
言
渡
年
月
日
必
ず
御

記
入
被
下
候
様
願
上
候

法
律
新
聞
社
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朝
鮮
の
公
式
判
例
集
で
あ
る
『
高
等
法
院
判
決
録
』
よ
り
も
、
む
し
ろ
著
名
な
存
在
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
地
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
な
法
曹
団
体
が
存
在
し
て
お
り
（
あ
る
い
は
存
在
し
て
お
ら
ず
）、
ど
の
よ
う
な
機
関
誌
が
発
行
さ
れ
て
い
る
か
（
あ
る
い
は
発
行

さ
れ
て
い
な
い
か
）、
当
地
固
有
の
公
式
判
例
集
や
法
律
雑
誌
が
存
在
し
て
い
る
か
（
存
在
し
て
い
な
い
か
）
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
と
台
湾

以
外
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、

地
方
法
院
」

覆
審
法
院
」

高
等
法
院
」
と
い
っ
た
外
地
の
裁
判
機
構
に
関
し
て
も
、
一
般
に
周
知
の
事
柄
と
は
い

い
が
た
く
、
｜
｜
た
と
え
ば
台
湾
と
朝
鮮
の
裁
判
制
度
は
、
広
汎
な
委
任
立
法
権
限
を
有
す
る
台
湾
総
督
・
朝
鮮
総
督
の
命
令
（
台
湾
の
場

合
に
は
「
律
令
」、
朝
鮮
の
場
合
に
は
「
制
令
」
と
い
う
）
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
台
湾
・
朝
鮮
の
裁
判
所
は
、

大
日
本
帝
国
憲
法
五
七
条
二
項
（

裁
判
所
ノ
構
成
ハ
法
律
ヲ
以
テ
定
ム
」）
に
基
づ
い
て
〔
‖
裁
判
所
構
成
法
の
手
続
に
則
っ
て
〕
設
置
さ

れ
た
通
常
裁
判
所
で
も
な
け
れ
ば
、
六
〇
条
（

特
別
裁
判
所
ノ
管
轄
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」）
に
い
う
特
別
裁
判
所
で
も
な
い
。
そ
も

そ
も
外
地
に
関
し
て
は
帝
国
憲
法
の
適
用
は
な
く
（
外
地
に
も
憲
法
の
効
力
が
及
ぶ
と
な
れ
ば
、
外
地
人
に
も
内
地
人
と
ま
っ
た
く
同
一
の

選
挙
権
・
被
選
挙
権
・
納
税
義
務
等
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
）、
し
た
が
っ
て
、
外
地
の
統
治
は
、
帝
国
憲
法
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
く
し
て
、
天
皇
大
権
の
自
由
な
る
発
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
当
時
の
政
府
見
解
で
あ
っ
た
｜
｜
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有

す
る
外
地
の
裁
判
所
の
下
し
た
判
決
に
先
例
的
拘
束
性
は
あ
る
の
か
（
今
日
の
訴
訟
に
お
い
て
旧
・
外
地
裁
判
所
の
判
例
を
先
例
と
し
て
挙

示
す
る
こ
と
に
意
味
は
あ
る
の
か
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
司
法
制
度
の
構
造
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
の
外
地
の
統
治
機
構
の
全
体
像
と
そ
の
問
題
点

に
ま
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
以
降
で
行
う
各
外
地
に
関
す
る
個
別
的
説
明
に
関
す
る
参
考
資
料
と
し
て
、
五
つ

の
外
地
の
統
治
機
構
の
変
化
を
並
列
的
に
記
載
し
た
年
表
を
掲
げ
て
お
く
。
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〔
図
表
２
〕

旧
・
外
地
司
法
制
度
関
係
年
表

内
地
・
一
般

外
地

台
湾

南
樺
太

関
東
州

朝
鮮

南
洋
群
島

明
治
二
七
年

（
一
八
九
四
）

七
・
一
六

日
英
通
商
航
海
条

約
調
印

八
・

一

日
清
戦
争
（
宣
戦

布
告
日
）

三
・
二
八

金
玉
均
暗
殺

三
・
二
九

全
羅
道
古
阜
郡
の

民
乱
が
甲
午
農
民

戦
争
（
東
学
党
の

乱
）
に
発
展

明
治
二
八
年

（
一
八
九
五
）

四
・
一
七

日
清
講
和
条
約

（
下
関
条
約
）
調

印

四
・
二
三

三
国
干
渉

六
・
一
四

台
湾
事
務
局
官
制

（
勅
令
七
四
）

五
・
二
一

台
湾
総
督
府
仮
条

例

八
・

六

台
湾
総
督
府
条
例

（
陸
軍
省
達
七
〇
）

一
〇
・

七

台
湾
総
督
府
法
院

職

制
（
日

令

一

七
）

明
治
二
九
年

（
一
八
九
六
）

三
・
三
一

拓
殖
務
省
官
制

（
勅
令
八
七
）

四
・

八

台
湾
事
務
局
官
制

廃
止
ノ
件
（
勅
令

一
三
一
）

七
・
二
一

日
清
通
商
航
海
条

約
締
結

九
・
二
三

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

〇
九
）

三
・
三
一

台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル

法

律
（
法

律

六

三
）

三
・
三
一

台
湾
総
督
府
条
例

（
勅
令
八
八
）

三
・
三
一

台
湾
総
督
府
民
政

局
官
制
（
勅
令
九

〇
）

五
・

一

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
（
律
令
一
）

五
・

六

台
湾
総
督
府
法
院

職
員
官
等
俸
給
及

定
員
令
（
勅
令
一

七
九
）

七
・
一
一

台
湾
総
督
府
臨
時

法
院
条
例
（
律
令

（
緊
急
）
二
）

一
〇
・

一

拘
留
又
ハ
科
料
ノ

刑
ニ
該
ル
ヘ
キ
犯

罪
即
決
例
（
律
令

七
）

一
一
・

八

外
国
人
ニ
関
ス
ル

訴
訟
ノ
裁
判
管
轄

ニ
関
ス
ル
件
（
律

令
一
〇
）

明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）

九
・

一

拓
殖
務
省
官
制
廃

止
ノ
件
（
勅
令
二

九
四
）

九
・

一

台
湾
事
務
局
官
制

（
勅
令
二
九
五
）

九
・
一
六

地
方
法
院
閉
庁
ノ

件
（
府
令
四
四
）

一
〇
・
二
一

台
湾
総
督
府
官
制

（
勅
令
三
六
二
）

一
一
・

二

地
方
法
院
閉
鎖
其

事
務
代
理
ノ
件

（
府
令
五
四
）

三
・
二
七

ロ
シ
ア
・
清
の
間

で
旅
順
・
大
連
の

租
借
に
関
す
る
条

約
締
結
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明
治
三
一
年

（
一
八
九
八
）

二
・

九

台
湾
事
務
局
官
制

改
正
ノ
件
（
勅
令

二
四
）

一
〇
・
二
二

内
務
省
官
制
〔
全

改
〕

勅
令
二
五

九
）
に
よ
り
台
湾

事
務
局
官
制
廃
止

二
・

九

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
追
加
ノ
件

（
勅
令
二
三
）

六
・
二
〇

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
削
除
ノ
件

（
勅
令
一
〇
六
）

七
・
一
六

民
事
商
事
及
刑
事

ニ
関
ス
ル
律
令

（
律
令
八
）

七
・
一
九

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
改
正
ノ
件

（
律
令
一
六
）

明
治
三
二
年

（
一
八
九
九
）

三
・
二
〇

領
事
官
ノ
職
務
ニ

関
ス
ル
法
律
（
法

律
七
〇
）

六
・
二
二

台
湾
総
督
府
法
院

検
察
官
任
用
ノ
件

（
勅
令
三
〇
〇
）

七
・

五

台
湾
総
督
府
法
院

判
官
検
察
官
及
書

記
ノ
服
制
ニ
関
ス

ル
件
（
勅
令
三
二

〇
）

七
・
二
〇

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
四
八
）

二
・
一
二

ド
イ
ツ
、
カ
ロ
リ

ン
・
パ
ラ
オ
・
マ

リ
ア
ナ
諸
島
を
ス

ペ
イ
ン
よ
り
買
い

受
け
る

明
治
三
三
年

（
一
九
〇
〇
）

六
・
二
一

清
、
義
和
団
の
乱

（
北
清
事
変
）
を

支
持
し
て
列
強
に

宣
戦
布
告

二
・
二
三

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
六
）

六
・

二

台
湾
総
督
府
官
制

中
第
四
条
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

五

四
）

明
治
三
四
年

（
一
九
〇
一
）

九
・

七

北
京
議
定
書
（
辛

丑
条
約
）
調
印

五
・

一

台
湾
総
督
府
官
制

第
二
三
条
中
改
正

ノ

件
（
勅

令

七

四
）

五
・
二
七

刑
事
訴
訟
手
続
ニ

関
ス
ル
律
令
（
律

令
四
）

一
一
・
一
一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
削
除
度
量

衡
司
検
所
官
制
廃

止
ノ
件
（
勅
令
二

〇
一
）

明
治
三
五
年

（
一
九
〇
二
）

一
・
三
〇

日
英
同
盟
調
印

一
一
・
一
八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
追
加
台
湾

総
督
府
測
候
所
官

制
、
台
湾
総
督
府

灯
台
所
官
制
及
台

湾
総
督
府
海
事
局

官
制
廃
止
ノ
件

（
勅
令
二
五
七
）

明
治
三
六
年

（
一
九
〇
三
）
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明
治
三
七
年

（
一
九
〇
四
）

二
・

八

日
露
戦
争
開
戦

三
・
二
三

犯
罪
即
決
例
（
律

令
四
）

四
・
一
八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
二
三
）

二
・
二
三

日
韓
議
定
書
調
印

八
・
二
二

第
一
次
日
韓
協
約

調
印

明
治
三
八
年

（
一
九
〇
五
）

五
・

八

占
領
地
民
政
署
ノ

職
員
ニ
関
ス
ル
件

（
勅
令
一
五
六
）

五
・
一
五

裁
判
所
及
台
湾
総

督
府
法
院
共
助
法

（
法
律
八
三
）

九
・

五

日
露
講
和
条
約

（
ポ
ー
ツ
マ
ス
条

約
）
調
印

五
・
二
五

地
方
法
院
及
其
ノ

出
張
所
ノ
管
内
ニ

登
記
所
設
置
ニ
関

ス

ル

件
（
律

令

四
）

一
一
・
一
四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
削
除
ノ
件

（
勅
令
二
三
三
）

七
・
三
一

樺
太
全
島
制
圧

八
・
二
一

樺
太
民
政
署
設
置

（
軍
令
一
）

一
〇
・

九

樺
太
民
政
署
司
法

委
員
条
例
（
軍
令

二
三
）

一
一
・
一
七

満
州
軍
総
司
令
官

隷
下
に
関
東
総
督

府
設
置

一
二
・
二
二

満
州
ニ
関
ス
ル
条

約
（
満
州
善
後
条

約
）
調
印

一
一
・
一
七

第
二
次
日
韓
協
約

調
印

一
一
・
二
三

韓
国
ニ
統
監
府
及

理
事
庁
ヲ
置
ク
ノ

件
（
勅

令

二

四

〇
）

一
二
・
二
一

統
監
府
及
理
事
庁

官
制
（
勅
令
二
六

七
）

明
治
三
九
年

（
一
九
〇
六
）

六
・

八

南
満
洲
鉄
道
株
式

会
社
ニ
関
ス
ル
件

（
勅
令
一
四
二
）

四
・
一
一

台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル

法

律
（
法

律

三

一
）

八
・

一

関
東
都
督
府
官
制

（
勅
令
一
九
六
）

八
・

一

関
東
都
督
府
法
院

令
（
勅

令

一

九

八
）

八
・

一

関
東
都
督
府
法
院

判
官
及
検
察
官
任

用
令
（
勅
令
二
〇

一
）

八
・

一

関
東
州
ニ
於
ケ
ル

諸
般
ノ
成
規
ニ
関

ス
ル
件
（
勅
令
二

〇
八
）

九
・
二
四

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
（
勅
令
二

一
三
）

六
・
二
六

韓
国
ニ
於
ケ
ル
裁

判
事
務
ニ
関
ス
ル

法

律
（
法

律

五

六
）

六
・
二
六

統
監
府
法
務
院
官

制
（
勅

令

一

六

四
）

六
・
二
六

韓
国
ニ
於
ケ
ル
裁

判
事
務
取
扱
規
則

（
勅
令
一
六
六
）

七
・
一
一

統
監
府
及
所
属
官

署
ノ
民
事
訴
訟
ニ

関
シ
国
ヲ
代
表
ス

ル
ノ
件
（
勅
令
一

八
四
）

明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）

五
・

一

内
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

六
六
）

九
・

五

裁
判
所
、
台
湾
総

督
府
法
院
、
統
監

府
法
院
又
ハ
理
事

庁
ト
関
東
都
督
府

法
院
ト
ノ
間
ニ
於

ケ
ル
法
律
上
ノ
扶

助
ニ
関
ス
ル
法
律

（
法
律
五
二
）

五
・

一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
七
）

三
・
一
五

樺
太
庁
官
制
（
勅

令
三
三
）

三
・
二
九

樺
太
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル

法

律
（
法

律

二

五
）

三
・
二
九

樺
太
地
方
裁
判
所

及
同
管
内
二
区
裁

判
所
設
置
ニ
関
ス

ル
法
律
（
法
律
二

八
）

三
・
三
一

司
法
ニ
関
ス
ル
法

律
ヲ
樺
太
ニ
施
行

ス
ル
ノ
件
（
勅
令

九
四
）

七
・
二
四

第
三
次
日
韓
協
約

調
印

一
二
・
二
三

裁
判
所
構
成
法

（
法
律
八
）

一
二
・
二
三

裁
判
所
構
成
法
施

行
法
（
法
律
九
）

一
二
・
二
三

裁
判
所
設
置
法

（
法
律
一
〇
）

明
治
四
一
年

（
一
九
〇
八
）

七
・
三
一

南
満
洲
鉄
道
株
式

会
社
ニ
関
ス
ル
事

務
主
管
ノ
件
（
勅

令
一
七
九
）

一
二
・

五

明
治
四
一
年
勅
令

第
一
七
九
号
（
南

満
洲
鉄
道
株
式
会

社
ニ
関
ス
ル
事
務

主
管
ノ
件
）
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

〇
六
）

三
・
二
三

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
四
）

四
・
二
八

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
五
）

八
・
二
八

台
湾
刑
事
令
（
律

令
九
）

八
・
二
八

台
湾
監
獄
令
（
律

令
一
〇
）

八
・
二
八

台
湾
民
事
令
（
律

令
一
一
）

一
・
一
一

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
）

四
・
一
四

満
州
ニ
於
ケ
ル
領

事
裁
判
ニ
関
ス
ル

法

律
（
法

律

五

二
）

九
・
二
四

関
東
州
裁
判
令

（
勅
令
二
一
二
）

九
・
二
四

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
（
勅
令
二

一
三
）

九
・
二
四

関
東
州
弁
護
士
令

（
勅
令
二
一
四
）

一
〇
・
三
一

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
七
〇
）
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明
治
四
二
年

（
一
九
〇
九
）

四
・
一
四

裁
判
所
、
台
湾
総

督
府
法
院
、
統
監

府
法
院
及
理
事
庁

ノ
判
決
ノ
執
行
ニ

関
ス
ル
法
律
（
法

律
三
六
）

一
〇
・
二
六

伊
藤
博
文
暗
殺

五
・

四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
台
湾
総
督

府
図
書
編
修
職
員

官
制
廃
止
ノ
件

（
勅
令
一
二
七
）

六
・

三

犯
罪
即
決
例
中
改

正
ニ
関
ス
ル
律
令

（
律
令
四
）

一
〇
・
二
五

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
七
〇
）

五
・
二
六

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
五
）

七
・
二
〇

公
証
人
法
ヲ
樺
太

ニ
施
行
ス
ル
ノ
件

（
勅
令
一
九
〇
）

四
・
二
八

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
一
一
）

四
・
二
八

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

三

五

〇
）

七
・
一
二

韓
国
司
法
及
監
獄

事
務
委
託
ニ
関
ス

ル
覚
書
調
印

一
〇
・
一
八

統
監
府
裁
判
所
令

（
勅
令
二
三
六
）

一
〇
・
一
八

統
監
府
裁
判
所
司

法
事
務
取
扱
令

（
勅
令
二
三
七
）

一
〇
・
一
八

統
監
府
司
法
庁
官

制
（
勅

令

二

四

二
）

明
治
四
三
年

（
一
九
一
〇
）

六
・
二
二

拓
殖
局
官
制
（
勅

令
二
七
九
）

六
・
二
二

内
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

八
〇
）

六
・
二
二

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
八
一
）

六
・
二
二

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

八
三
）

三
・
二
八

関
東
都
督
府
ニ
警

部
補
設
置
（
勅
令

一
一
〇
）

三
・
二
八

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
一
一
）

四
・

一

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
九
〇
）

六
・
二
二

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
八
二
）

九
・
二
八

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

三

五

〇
）

八
・
二
二

韓
国
併
合
ニ
関
ス

ル
条
約
調
印

八
・
二
九

朝
鮮
総
督
府
設
置

ニ
関
ス
ル
件
（
勅

令
三
一
九
）

八
・
二
九

朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル

件
（
緊
急
勅
令
三

二
四
）

八
・
二
九

朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
法

令
ノ
効
力
ニ
関
ス

ル
件
（
制
令
一
）

九
・
三
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

（
勅
令
三
五
四
）

一
〇
・

一

統
監
府
裁
判
所
令

中
改
正
ノ
件
（
制

令
五
…
…
朝
鮮
総

督
府
裁
判
令
に
名

称
変
更
）

一
〇
・

一

朝
鮮
総
督
府
判
事

及
検
事
ノ
任
用
ニ

関
ス
ル
件
（
制
令

六
）

一
〇
・

一

朝
鮮
人
タ
ル
朝
鮮

総
督
府
裁
判
所
職

員
ノ
任
用
ニ
関
ス

ル
件
（
制
令
七
）

一
一
・
二
八

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
九
）

一
二
・
一
五

弁
護
士
規
則
（
制

令
一
二
）

明
治
四
四
年

（
一
九
一
一
）

三
・
三
〇

司
法
事
務
共
助
法

（
法
律
五
二
）

八
・
二
〇

拓
殖
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

二
六
）

一
〇
・
一
〇

辛
亥
革
命
勃
発

（
武
昌
蜂
起
）

一
〇
・
一
六

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
臨
時
台
湾

糖
務
局
官
制
廃
止

ノ
件
（
勅
令
二
六

〇
）

三
・
二
五

裁
判
所
名
称
変
更

ニ
関
ス
ル
法
律

（
法
律
三
三
…
…

ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ

区
裁
判
所
・
マ
ウ

カ
区
裁
判
所
を
豊

原
区
裁
判
所
・
真

岡
区
裁
判
所
に
名

称
変
更
）

五
・

四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
二
）

四
・
二
五

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
明
治
四
三

年
勅
令
一
一
〇
号

（
関
東
都
督
府
ニ

警
部
補
設
置
）
廃

止
ノ
件
（
勅
令
一

二
六
）

三
・

九

朝
鮮
総
督
府
判
事

懲

戒

令
（
制

令

五
）

三
・
二
五

朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル

法

律
（
法

律

三

〇
）

五
・

四

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
三
六
）

五
・

九

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
四
）

五
・

九

朝
鮮
総
督
府
判
事

懲

戒

令
（
制

令

五
）
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明
治
四
五
年

大
正
元
年

（
一
九
一
二
）

一
・

一

中
華
民
国
臨
時
政

府
（
大
統
領
・
孫

文
）
南
京
に
成
立

二
・
一
二

宣
統
帝
退
位
（
清

滅
亡
）

七
・

三

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
四
三
）

三
・
一
八

朝
鮮
総
督
府
裁
判

令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
四
）

三
・
一
八

朝
鮮
民
事
令
（
制

令
七
）

三
・
一
八

朝
鮮
刑
事
令
（
制

令
一
一
）

三
・
二
八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
二
）

大
正
二
年

（
一
九
一
三
）

六
・
一
三

拓
殖
局
官
制
廃
止

ノ
件
（
勅
令
一
一

二
）

六
・
一
三

外
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

三
九
）

六
・
一
三

内
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
二
）

六
・
一
三

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
一
五
）

七
・

三

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
四
）

六
・
一
三

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

二
九
）

一
二
・
二
四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
明
治
四
三
年
勅

令
第
一
二
一
号

（
樺
太
庁
ニ
警
部

補
設
置
）
廃
止
ノ

件
（
勅

令

三

〇

九
）

六
・
一
三

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
二
八
）

八
・
一
九

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

二
六
四
）

九
・
二
五

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
八
一
）

四
・

五

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
四
）

四
・

五

明
治
四
三
年
制
令

第
六
号
中
改
正
ノ

件
（
制
令
五
）

六
・
一
三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
一
四
）

大
正
三
年

（
一
九
一
四
）

七
・
二
八

第
一
次
世
界
大
戦

勃
発

五
・
一
五

台
湾
総
督
府
臨
時

法
院
条
例
中
改
正

ノ
件
（
律
令
九
）

七
・
一
八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
四
八
）

一
一
・
一
三

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

五
四
）

五
・

一

地
方
法
院
出
張
所

設
置
ニ
関
ス
ル
件

（
制
令
二
〇
）

八
・
二
三

ド
イ
ツ
に
宣
戦
布

告

一
二
・
二
八

臨
時
南
洋
群
島
防

備
隊
条
例
（
内
令

四
〇
一
）

大
正
四
年

（
一
九
一
五
）

一
・
一
八

対
華
二
一
箇
条
要

求

二
・
二
七

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
）

七
・
二
二

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
二
九
）

九
・
三
〇

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
四
）

五
・

一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
六
〇
）

三
・
二
〇

臨
時
南
洋
群
島
防

備
隊
条
例
中
改
正

（
内
令
七
四
）

一
〇
・
一
一

南
洋
群
島
刑
事
民

事
裁
判
令
（
臨
南

防
四
五
二
）

一
一
・

五

臨
時
南
洋
群
島
防

備
隊
条
例
中
改
正

（
内
令
二
八
七
）

大
正
五
年

（
一
九
一
六
）

三
・
三
一

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

一
）

八
・

三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
九
二
）

六
・
三
〇

南
洋
群
島
警
察
犯

処
罰
令
（
南
洋
群

島
民
政
令
九
）

大
正
六
年

（
一
九
一
七
）

七
・
三
一

拓
殖
局
官
制
（
勅

令
七
三
）

七
・
三
一

外
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

六
）

七
・
三
一

内
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

七
）

七
・
三
一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
八
一
）

一
一
・

一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
〇
九
）

七
・
三
一

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
八

四
）

一
〇
・

四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

八
三
）

七
・
三
一

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
八
二
）

七
・
三
一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
七
八
）

一
一
・

一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
〇
七
）

一
二
・

八

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

三
）

大
正
七
年

（
一
九
一
八
）

四
・
一
七

共
通
法
（
法
律
三

九
）

八
・

一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
〇
四
）

六
・

六

樺
太
庁
官
制
〔
全

改
〕

勅
令
一
九

八
）

六
・

六

明
治
四
〇
年
勅
令

第
九
四
号
（
司
法

ニ
関
ス
ル
法
律
ヲ

樺
太
ニ
施
行
ス
ル

ノ
件
）
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

〇

五
）

五
・
二
三

関
東
都
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
七
）

五
・
二
三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
二
）

六
・
一
一

朝
鮮
民
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

八
）

七
・

一

時
局
中
臨
時
特
設

ノ
海
軍
部
隊
ニ
職

員
ヲ
置
ク
ノ
件

（
勅
令
二
六
七
）﹈

七
・

一

臨
時
南
洋
防
備
隊

条
例
中
改
正
（
内

令
二
〇
八
）

一
一
・
一
一

第
一
次
世
界
大
戦

終
結
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大
正
八
年

（
一
九
一
九
）

三
・

一

三
・
一
独
立
運
動

四
・
一
九

拓
殖
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

二
一
）

六
・
二
八

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条

約
調
印
、
国
際
連

盟
常
任
理
事
国
と

な
る

七
・

二

外
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

一
九
）

六
・
二
八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
一
一
）

八
・

八

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
四
）

八
・
二
〇

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
九
三
）

六
・
一
八

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

九
五
）

四
・
一
二

関
東
庁
官
制
（
勅

令
九
四
）

六
・

五

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

二
七
二
）

六
・

五

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

七

三
）

六
・

五

関
東
州
犯
罪
即
決

例
（
勅

令

二

七

四
）

八
・
一
八

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

八
三
）

四
・
一
五

政
治
ニ
関
ス
ル
犯

罪
処
罰
ノ
件
（
制

令
七
）

五
・
二
四

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
四
〇
）

八
・

九

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

六
）

八
・
二
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

改
正
ノ
件
（
勅
令

三
八
六
）

八
・
二
〇

警
視
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

八
七
）

五
・

八

臨
時
南
洋
防
備
隊

条
例
中
改
正
（
内

令
一
四
四
）

六
・
二
〇

臨
時
南
洋
防
備
隊

条
例
中
改
正
（
内

令
一
九
一
）

六
・

九

南
洋
群
島
刑
事
民

事
裁
判
令
中
改
正

（
南
洋
群
島
民
政

令
三
）

七
・
一
五

臨
時
南
洋
防
備
隊

条
例
中
改
正
（
内

令
二
一
八
）

大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）

五
・
一
五

拓
殖
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
六
）

五
・
一
五

満
洲
鉄
道
株
式
ノ

鉄
道
及
航
路
ニ
関

ス
ル
業
務
ノ
監
督

ノ
件
（
勅
令
一
五

〇
）

五
・
一
三

台
湾
総
督
府
部
内

臨
時
職
員
設
置
制

（
勅
令
一
三
二
）

九
・

一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
台
湾
総
督

府
営
林
局
官
制
廃

止
ノ
件
（
勅
令
三

四
八
）

一
二
・
二
〇

台
湾
総
督
府
法
院

職
員
定
員
令
（
勅

令
五
六
八
）

五
・

三

樺
太
ニ
施
行
ス
ル

法
律
ノ
特
例
ニ
関

ス
ル
件
（
勅
令
一

二
四
）

一
一
・

四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

二
二
）

一
〇
・
二
五

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

〇
〇
）

一
一
・
二
〇

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

五
四
三
）

三
・
一
九

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

二
）

三
・
二
四

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
三
）

七
・
二
九

朝
鮮
総
督
府
判
事

ノ
特
別
任
用
ニ
関

ス
ル
件
（
制
令
一

一
）

四
・
二
〇

南
洋
群
島
刑
事
民

事
裁
判
令
中
改
正

（
南
洋
群
島
民
政

令
二
）

一
二
・
一
七

国
際
連
盟
Ｃ
式
委

任
統
治
条
項
（
南

洋
群
島
ニ
対
ス
ル

帝
国
ノ
委
任
統
治

条
項
）
決
定

大
正
一
〇
年

（
一
九
二
一
）

一
一
・

四

原
敬
暗
殺

一
二
・
一
三

ワ
シ
ン
ト
ン
会

議
・
四
ヶ
国
条
約

に
よ
り
日
英
同
盟

廃
止
決
定

二
・

七

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
八
）

三
・
一
五

台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル

法
律
（
法
律
三
）

三
・
三
〇

南
部
支
那
ニ
於
ケ

ル
領
事
館
ノ
裁
判

ニ
関
ス
ル
法
律

（
法
律
二
五
）

八
・

二

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
六
〇
）

六
・
二
三

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

八
一
）

二
・
一
二

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
二
）

三
・
二
四

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

三
）

四
・
三
〇

朝
鮮
民
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

八
）

八
・

二

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
五
六
）

八
・
一
五

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
一
二
）

一
一
・
一
四

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

四
）

四
・
一
三

臨
時
南
洋
防
備
隊

条
例
中
改
正
（
内

令
一
二
九
）

五
・
二
八

臨
時
南
洋
防
備
隊

民
政
部
及
民
政
署

ニ
関
ス
ル
件
（
官

房
一
九
七
六
）

大
正
一
一
年

（
一
九
二
二
）

二
・

六

ワ
シ
ン
ト
ン
会

議
・
ワ
シ
ン
ト
ン

海
軍
軍
縮
条
約
・

九
ヶ
国
条
約
調
印

三
・
三
〇

司
法
事
務
共
助
法

中
改
正
法
律
（
法

律
二
三
）

三
・
三
一

拓
殖
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

〇
五
）

一
一
・

一

拓
殖
事
務
局
官
制

（
勅
令
四
七
六
）

九
・
一
八

民
事
ニ
関
ス
ル
法

律
ヲ
台
湾
ニ
施
行

ス
ル
ノ
件
（
勅
令

四
〇
六
）

九
・
一
八

台
湾
ニ
施
行
ス
ル

法
律
ノ
特
例
ニ
関

ス
ル
件
（
勅
令
四

〇
七
）

一
〇
・
三
〇

樺
太
庁
官
制
中
改

正
削
除
ノ
件
（
勅

令
四
五
九
）

二
・
二
六

関
東
州
弁
護
士
令

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
六
）

三
・
三
〇

関
東
州
ニ
於
ケ
ル

供
託
ニ
関
ス
ル
件

（
勅
令
七
二
）
附

則
三
項
〔
関
東
州

裁
判
事
務
取
扱
令

中
改
正
〕

三
・
三
一

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

一

七

八
）

七
・

一

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

三
四
）

三
・

九

朝
鮮
民
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

一
）

一
二
・

七

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
一
二
）

一
二
・

七

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

三
）

一
二
・

七

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

四
）

三
・
三
一

南
洋
庁
特
別
会
計

法
（
法
律
二
五
）

三
・
三
一

南
洋
庁
官
制
（
勅

令
一
〇
七
）

三
・
三
一

南
洋
庁
ノ
判
事
及

検
事
任
用
ノ
件

（
勅
令
一
一
八
）

三
・
三
一

南
洋
群
島
裁
判
令

（
勅
令
一
三
三
）

（79-３- ）419 211

旧・外地裁判所判例の今日的意義・序論（七戸）



大
正
一
二
年

（
一
九
二
三
）

三
・
二
九

共
通
法
中
改
正
法

律
（
法
律
二
五
）

八
・
一
七

日
英
同
盟
失
効

九
・

一

関
東
大
震
災

一
二
・
二
九

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
七
）

五
・
二
三

樺
太
庁
官
制
第
二

条
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
二
六
四
）

五
・
二
三

関
東
庁
官
制
中
改

正
削
除
ノ
件
（
勅

令
二
六
二
）

五
・
二
三

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

二
六
三
）

一
二
・
二
七

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

五

二

四
）

六
・

七

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
九
六
）

一
・
二
七

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
（
勅
令

二
六
）

一
・
二
七

南
洋
群
島
裁
判
令

中
改
正
追
加
ノ
件

（
勅
令
二
七
）

一
・
二
七

南
洋
群
島
犯
罪
即

決

例
（
勅

令

二

八
）

一
・
二
七

南
洋
庁
及
所
属
官

署
ノ
民
事
訴
訟
ニ

関
シ
国
ヲ
代
表
ス

ル
ノ
件
（
勅
令
二

九
）

一
二
・
二
七

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
五
二

五
）

大
正
一
三
年

（
一
九
二
四
）

一
・
二
〇

第
一
次
国
共
合
作

一
二
・
二
〇

内
閣
所
属
部
局
及

職
員
官
制
（
勅
令

三
〇
七
…
…
拓
殖

事
務
局
、
内
閣
内

局
の
拓
殖
局
と
な

る
）

二
・
二
八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
二
）

一
二
・
二
五

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
二
七
）

一
二
・
二
五

台
湾
総
督
府
部
内

臨
時
職
員
等
設
置

制
（
勅

令

四

二

八
）

一
二
・
二
五

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

四
八
）

六
・
三
〇

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

一

五

三
）

一
二
・
二
五

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

三
九
）

一
二
・
二
五

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

四
六
五
）

一
二
・
二
五

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

四

六

六
）

一
二
・
二
五

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
一
一
）

八
・
一
二

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
一
七

二
）

一
二
・
二
五

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

五
三
）

一
二
・
二
五

南
洋
群
島
裁
判
令

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
六
七
）

一
二
・
二
五

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
四
六

八
）

大
正
一
四
年

（
一
九
二
五
）

五
・

八

関
東
州
及
南
洋
群

島
ニ
於
テ
ハ
治
安

維
持
ニ
関
シ
治
安

維
持
法
ニ
依
ル
ノ

件
（
勅

令

一

七

六
）

三
・

五

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅
令
二
〇
）

四
・

一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
八
二
）

二
・
一
五

南
洋
群
島
在
留
者

取
締
規
則
（
南
洋

庁
令
三
）

大
正
一
五
年

昭
和
元
年

（
一
九
二
六
）

三
・
二
五

朴
烈
事
件
死
刑
判

決

四
・
一
一

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
三
）

一
〇
・
一
二

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
二
一
）

五
・
二
〇

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

二
八
）

一
二
・
二
五

大
正
九
年
勅
令
第

一
二
四
号
（
樺
太

ニ
施
行
ス
ル
法
律

ノ
特
例
ニ
関
ス
ル

件
）
中
改
正
ノ
件

（
勅

令

三

五

七

…
…
樺
太
施
行
法

律
特
例
に
名
称
変

更

七
・
二
二

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

六
三
）

九
・

六

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

三

〇

〇
）

六
・
一
四

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
二
）

八
・
一
一

警
察
犯
令
（
南
洋

庁
令
三
）

昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）

三
・
二
四

南
京
事
件

七
・

三

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
四
）

七
・
三
〇

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
四
二
）

六
・
二
九

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

九
九
）

六
・
二
〇

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
八
六
）

六
・
二
九

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

九
八
）

六
・
二
三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
九
三
）

六
・
二
九

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

〇
〇
）

昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）

六
・

四

張
作
霖
爆
殺
事
件

（
満
州
某
重
大
事

件
）

七
・
二
八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
九
）

七
・
二
八

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

七
一
）

七
・
三
一

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

七
八
）

七
・
二
八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
八
）
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昭
和
四
年

（
一
九
二
九
）

六
・
一
〇

拓
務
省
官
制
（
勅

令
一
五
二
）

六
・
一
〇

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
五
九
）

九
・
三
〇

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
四
）

六
・
一
〇

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

六
一
）

六
・
一
〇

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

六
〇
）

九
・
一
八

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

八

七
）

九
・
一
九

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

三
〇
二
）

五
・

七

朝
鮮
民
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

六
）

五
・

七

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

七
）

五
・

七

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
八
）

六
・
一
〇

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

六
二
）

九
・
一
八

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
二
八

八
）

昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）

四
・
二
二

ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍

縮
条
約
締
結

一
・
二
一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
）

一
〇
・
二
二

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
九
四
）

一
〇
・
二
六

霧
社
事
件

一
・
二
一

樺
太
庁
官
制
中
改

正

ノ

件
（
勅

令

七
）

一
〇
・
二
三

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

〇
一
）

一
・
二
一

関
東
庁
官
制
中
改

正

ノ

件
（
勅

令

六
）

六
・
二
四

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
二
〇
）

九
・

八

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
七
三
）

九
・

八

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

一

七

四
）

一
〇
・
二
二

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

九
六
）

五
・

三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
九
〇
）

五
・
三
〇

第
一
次
間
島
暴
動

九
・

八

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
七
）

九
・

八

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

八
）

一
〇
・
一
二

第
二
次
間
島
暴
動

一
〇
・
二
二

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
九
三
）

一
・
二
一

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

一
）

九
・

八

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
一
七

五
）

一
〇
・
二
二

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

九
八
）

昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）

九
・
一
八

満
州
事
変
勃
発

（
柳
条
湖
事
件
）

六
・

九

朝
鮮
民
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

九
）

八
・
一
四

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

二
二
六
）

六
・
一
一

南
洋
群
島
裁
判
令

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
二
七
）

六
・
三
〇

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

六
三
）

昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）

三
・

一

満
州
国
建
国

五
・
一
五

五
・
一
五
事
件

一
一
・
一
一

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

四
二
）

七
・
二
七

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
八
五
）

一
〇
・

二

台
湾
弁
護
士
令
改

正

ノ

件
（
律

令

七
）

七
・
二
七

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

八
七
）

七
・

四

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
一
六
）

七
・
二
七

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
八
二
）

昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）

二
・
二
四

国
際
連
盟
、
日
本

軍
の
満
州
撤
退
勧

告
案
を
可
決

三
・
二
七

国
際
連
盟
脱
退
の

詔
書

五
・
三
一

塘

協
定

九
・

一

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

二
八
）

六
・
一
〇

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
二
）

五
・
一
〇

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅
令
九
七
）

九
・

一

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

二
九
）

一
二
・
二
三

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

二
〇
）

一
二
・
二
八

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

三

三

四
）

一
・
一
七

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

四
）

一
〇
・
一
二

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
六
八
）

一
二
・
二
八

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
二

三
）

二
・

二

南
洋
群
島
ニ
於
ケ

ル
司
法
警
察
官
ノ

職
務
代
行
ニ
関
ス

ル

件
（
勅

令

一

〇
）

三
・
一
六

帝
国
の
国
際
連
盟

脱
退
後
の
南
洋
委

任
統
治
の
帰
趨
に

関
す
る
帝
国
政
府

の
方
針
決
定
方
の

件
閣
議
決
定
（
外

甲
第
一
七
号
指

令
）

五
・
一
〇

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
九

四
）

一
二
・
二
八

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
三
三

五
）
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昭
和
九
年

（
一
九
三
四
）

三
・

一

溥
儀
、
満
州
国
皇

帝
に
即
位

一
二
・
二
六

対
満
事
務
局
官
制

（
勅
令
三
四
七
）

一
二
・
二
六

外
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

五
〇
）

一
二
・
二
六

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

五
三
）

一
二
・
二
九

ア
メ
リ
カ
に
対
し

て
ワ
シ
ン
ト
ン
海

軍
軍
縮
条
約
の
単

独
破
棄
を
通
告

六
・
三
〇

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
〇
六
）

六
・

二

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

五
二
）

四
・
二
八

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
〇
七
）

一
二
・
二
六

関
東
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

四
八
…
…
関
東
局

官
制
に
表
題
変

更
）

一
二
・
二
六

関
東
都
督
府
法
院

判
官
及
検
察
官
任

用
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
三
八
三
）

一
二
・
二
六

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

三
九
一
）

一
二
・
二
六

関
東
庁
官
制
等
ノ

改
正
ニ
際
シ
憲
兵

令
其
ノ
他
ノ
勅
令

中
改
正
等
ノ
件

（
勅
令
三
九
五
）

六
九
条
〔
関
東
州

裁
判
事
務
取
扱
令

中
改
正
〕

四
・
三
〇

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

四
）

六
・

二

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

五
三
）

昭
和
一
〇
年

（
一
九
三
五
）

四
・
一
三

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

九
）

八
・
一
二

国
体
明
徴
声
明

七
・
一
七

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
〇
一
）

一
〇
・

二

台
湾
弁
護
士
規
則

改
正
ノ
件
（
律
令

七
…
…
台
湾
弁
護

士
令
に
名
称
変

更
）

六
・
一
二

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

六
五
）

七
・
二
六

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

四
）

五
・
二
八

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正

ノ

件
（
制

令

八
）

七
・
二
六

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
一
一
）

八
・

二

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

〇
）

五
・
二
四

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
〇
）

昭
和
一
一
年

（
一
九
三
六
）

二
・
二
六

二
・
二
六
事
件

五
・

九

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

五
二
）

七
・
二
五

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

二
〇
）

一
一
・
二
五

日
独
防
共
協
定

一
二
・
三
一

ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍

軍
縮
条
約
失
効

九
・
二
四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
四
二
）

一
二
・
一
七

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

三
九
）

二
・
二
六

関
東
州
弁
護
士
令

（
勅
令
一
六
）

七
・

一

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
六
）

九
・
二
四

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

四
四
）

九
・
二
四

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

三
四
八
）

四
・
一
七

朝
鮮
弁
護
士
令

（
制
令
四
）

九
・
二
四

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
三
七
）

一
二
・
二
八

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

七
）

一
二
・
一
七

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

四
二
）
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昭
和
一
二
年

（
一
九
三
七
）

一
・
一
八

第
一
次
上
海
事
変

（
中
国
人
に
よ
る

日
本
人
托
鉢
僧
襲

撃
か
ら
武
力
衝
突

に
発
展
）

六
・
二
三

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

七
一
）

七
・

七

盧
溝
橋
事
件

八
・
一
三

第
二
次
上
海
事
変

（
日
中
全
面
戦
争

（
支
那
事
変
）
に

発
展
）

九
・
二
二

第
二
次
国
共
合
作

一
二
・
一
三

日
本
軍
、
南
京
占

領
（
南
京
事
件
）

四
・
二
四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
四
四
）

九
・
二
九

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
三
九
）

一
一
・

四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
六
三
九
）

八
・

七

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

九
二
）

一
一
・

四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

四
二
）

四
・
一
〇

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

一
七
）

七
・
二
一

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

五
七
）

七
・
二
七

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

三
六
七
）

一
〇
・

六

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

五

七

九
）

一
一
・

四

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

四
一
）

一
二
・

一

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

八
二
）

一
二
・

一

帝
国
ノ
満
州
国
ニ

於
ケ
ル
治
外
法
権

ノ
撤
廃
及
南
満
州

鉄
道
附
属
地
行
政

権
ノ
移
譲
ニ
際
シ

関
東
局
部
内
臨
時

職
員
設
置
制
其
ノ

他
ノ
勅
令
中
改
正

等
ノ
件
（
勅
令
六

八

五
）
一

一

条

〔
関
東
州
裁
判
令

中
改
正
〕、
三
〇

条
〔
関
東
州
裁
判

事
務
取
扱
令
中
改

正
〕

八
・

二

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
八
一
）

八
・
一
六

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
一
五
）

一
一
・
一
八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
六
五
九
）

五
・
二
二

南
洋
群
島
裁
判
令

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
一
三
）

八
・

四

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

八
七
）

昭
和
一
三
年

（
一
九
三
八
）

一
・
一
六

第
一
次
近
衛
声
明

三
・
二
六

日
満
司
法
事
務
共

助

法
（
法

律

二

六
）

四
・

一

国
家
総
動
員
法

（
法
律
五
五
）

一
一
・

三

第
二
次
近
衛
声
明

一
二
・

六

興
亜
院
官
制
（
勅

令
七
五
八
）

一
二
・
一
六

興
亜
院
連
絡
部
官

制
（
勅

令

七

五

九
）

一
二
・
一
六

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

六
二
）

一
二
・
二
二

第
三
次
近
衛
声
明

八
・

四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
五
四
）

三
・
一
七

裁
判
所
ノ
設
立
ニ

関
ス
ル
法
律
（
法

律
一
一
…
…
知
取

に
区
裁
判
所
を
設

置
）

七
・

六

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

八
四
）

四
・

一

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

一
九
〇
）

四
・
二
七

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

九

三
）

五
・
二
四

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

六
二
）

七
・
一
三

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

五

〇

五
）

一
二
・
二
八

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

九
一
）

四
・
二
八

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

七
）

四
・
二
八

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

八
）

五
・
三
一

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
二

一
）

七
・
一
四

朝
鮮
刑
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
二

五
）

七
・
二
七

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
一
八
）

四
・
二
七

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
二
九

四
）

六
・

一

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
三
九

五
）

七
・
一
三

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

〇
三
）
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昭
和
一
四
年

（
一
九
三
九
）

五
・

八

関
東
州
及
南
洋
群

島
ニ
於
テ
ハ
治
安

維
持
ニ
関
シ
治
安

維
持
法
ニ
依
ル
ノ

件
（
勅

令

一

七

六
）

五
・
一
一

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件

（
｜
九
・
一
六
）

五
・
一
七

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

二
五
）

九
・

一

第
二
次
世
界
大
戦

勃
発

一
二
・
二
二

満
州
開
拓
政
策
基

本
要
綱
（
閣
議
決

定
）

四
・
二
七

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
五
九
）

七
・

一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
二
四
）

四
・
二
七

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

六
六
）

一
〇
・
一
九

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

一
四
）

四
・
一
九

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

一
三
）

四
・
二
四

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

二
七
）

四
・
二
六

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

五

〇
）

八
・
一
九

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

九
四
）

一
二
・
二
三

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
八

五
二
）

一
二
・
二
八

関
東
州
裁
判
事
務

取
扱
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

八

七

〇
）

六
・
二
八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
一
七
）

八
・

三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
三
二
）

八
・
三
〇

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

一
）

一
一
・
一
〇

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
一

九
）

一
一
・
一
八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
七
七
六
）

七
・
二
九

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

〇
八
）

一
二
・
二
七

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
八
七

二
）

昭
和
一
五
年

（
一
九
四
〇
）

九
・
二
七

日
独
伊
三
国
同
盟

一
一
・
一
三

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

六
〇
）

一
・

八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
）

三
・

六

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
八
四
）

一
一
・

六

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
七
三
四
）

五
・

八

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

一
八
）

六
・

五

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

八
八
）

九
・
二
六

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

三
一
）

一
一
・

九

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

七
五
一
）

一
・
二
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
六
）

一
二
・
二
八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
九
二
八
）

一
二
・
二
九

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
四

七
）

五
・
二
九

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

五
三
）

昭
和
一
六
年

（
一
九
四
一
）

七
・
二
四

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

七
四
）

一
〇
・
一
八

東
条
英
機
内
閣
成

立

一
二
・

八

イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ

リ
カ
両
国
に
対
し

て
宣
戦
布
告

一
・

八

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
一
）

一
一
・
二
六

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
九
）

一
二
・
二
四

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
一
八
七
）

一
二
・
二
六

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
二
〇
二
）

三
・
一
七

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

〇
七
）

四
・

一

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

五
三
）

六
・
一
四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

〇
一
）

一
一
・
二
六

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
一
〇
〇

七
）

五
・
二
八

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

一
一
）

五
・
二
八

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

六
一
二
）

一
二
・
二
七

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

二
四
七
）

一
・
三
一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
一
〇
）

三
・
一
九

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
一
四
）

三
・
二
〇

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
一
四
）

四
・
二
一

朝
鮮
民
事
令
中
改

正
ノ
件
（
制
令
二

〇
）

四
・
三
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
一
六
）

一
一
・
一
九

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
九
八
〇
）

一
一
・
二
六

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
〇
〇
三
）

一
二
・
二
七

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
二
〇
七
）

三
・
一
七

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

〇
八
）

五
・
一
四

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
五
七

二
）

五
・
一
四

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

七
八
）

八
・
二
〇

南
洋
群
島
裁
判
事

務
取
扱
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
八
二

三
）
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昭
和
一
七
年

（
一
九
四
二
）

一
・
二
四

企
画
院
官
制
外
十

一
勅
令
中
改
正
ノ

件
（
勅
令
二
七
）

二
・

六

拓
務
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

一
）

二
・
一
八

兵
役
法
及
共
通
法

中
改
正
法
律
（
法

律
一
六
）

二
・
二
四

戦
時
ニ
於
ケ
ル
領

事
官
ノ
裁
判
ノ
特

例
ニ
関
ス
ル
法
律

（
法
律
六
五
）

一
一
・

一

大
東
亜
省
官
制

（
勅
令
七
〇
七
）

一
一
・

一

朝
鮮
総
督
及
台
湾

総
督
ノ
監
督
等
ニ

関
ス
ル
勅
令
（
勅

令
七
二
九
）

四
・
一
五

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
一
七
）

六
・
二
四

台
湾
総
督
府
専
売

局
官
制
及
台
湾
総

督
府
官
制
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
五
八

九
）

一
一
・

一

行
政
簡
素
化
及
内

外
地
行
政
一
元
化

ノ
実
施
ノ
為
ニ
ス

ル
台
湾
総
督
府
官

制
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
七
二
八
）

三
・
一
一

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

五
二
）

一
一
・

一

大
東
亜
省
ノ
設
置

及
行
政
一
元
化
ノ

実
施
等
ニ
伴
フ
樺

太
施
行
法
律
特
例

外
五
九
勅
令
中
改

正
等
ノ
件
（
勅
令

七
二
四
）

一
一
・

一

行
政
簡
素
化
及
内

外
地
行
政
一
元
化

ノ
実
施
ノ
為
ニ
ス

ル
樺
太
庁
官
制
外

一
一
勅
令
中
改
正

樺
太
庁
林
務
署
官

制
廃
止
ノ
件
（
勅

令
七
二
八
）

六
・
一
三

関
東
輸
出
農
作
物

検
査
所
官
制
廃
止

ノ
件
（
勅
令
五
七

二
）
附
則
〔
関
東

局
官
制
中
改
正
〕

一
一
・

一

行
政
簡
素
化
実
施

及
大
東
亜
証
設
置

ノ
為
ニ
ス
ル
関
東

局
官
制
外
十
四
勅

令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
七
一
五
）

一
条
〔
関
東
局
官

制
中
改
正
〕、
一

四
条
〔
関
東
州
裁

判
令
中
改
正
〕

三
・
三
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
七
八
）

四
・

八

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
八
四
）

五
・
二
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
一
五
）

一
一
・

一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
七
二
七
）

二
・
一
二

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
八

二
）

四
・
一
五

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

一
九
）

一
一
・

一

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

一
六
）

昭
和
一
八
年

（
一
九
四
三
）

三
・

二

共
通
法
中
改
正
法

律
（
法
律
五
）

三
・
三
一

大
東
亜
部
内
機
構

整
備
ノ
為
ニ
ス
ル

大
東
亜
省
官
制
外

四
勅
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

八

〇
）

八
・

三

大
東
亜
省
官
制
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

六
五
一
）

一
〇
・
一
五

大
東
亜
省
官
制
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

七
七
九
）

一
一
・

一

兵
役
法
中
改
正
法

律
（
法

律

一

一

〇
）
附
則
〔
共
通

法
中
改
正
〕

一
一
・

一

行
政
機
構
整
備
実

施
ノ
為
ニ
ス
ル
大

東
亜
省
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
八

一
八
）

二
・
二
四

裁
判
所
構
成
法
戦

時
特
例
ヲ
台
湾
ニ

施
行
ス
ル
ノ
件

（
勅
令
八
七
）

三
・
三
一

台
湾
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
九
五
）

六
・
一
五

台
湾
総
督
府
法
院

条
例
中
改
正
ノ
件

（
律
令
一
五
）

一
二
・
一
八

行
政
機
構
整
備
実

施
ノ
為
ニ
ス
ル
台

湾
総
督
府
官
制
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

八
九
七
）

三
・
二
七

明
治
四
〇
年
法
律

第
二
五
号
（
樺
太

ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法

令
ニ
関
ス
ル
件
）

廃
止
法
律
（
法
律

八
五
）

三
・
二
七

樺
太
庁
官
制
〔
全

改
〕

勅
令
一
九

六
）

三
・
二
七

樺
太
内
地
行
政
一

元
化
ニ
伴
フ
樺
太

ニ
於
ケ
ル
命
令
適

用
ノ
特
例
ニ
関
ス

ル
件
（
勅
令
二
四

一
）

一
一
・

一

東
京
都
官
制
外
四

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
八
三
八
）

三
条
に
よ
る
樺
太

庁
官
制
中
改
正

一
二
・
一
八

行
政
機
構
整
備
実

施
ノ
為
ニ
ス
ル
東

京
都
官
制
外
八
勅

令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
九
三
三
）

四
条
に
よ
る
樺
太

庁
官
制
中
改
正

二
・
一
八

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
七

二
）

五
・
一
二

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

一
二
）

五
・
一
九

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

二
六
）

六
・
二
四

関
東
局
官
制
外
二

勅
令
中
改
正
等
ノ

件
（
勅

令

五

二

五
）

一
二
・
一
八

行
政
機
構
整
備
実

施
ノ
為
ニ
ス
ル
関

東
局
官
制
及
関
東

局
部
内
臨
時
職
員

設
置
制
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

九

二

九
）

三
・
二
七

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
一
九
二
）

三
・
三
一

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
二
八
一
）

六
・

九

朝
鮮
民
事
令
等
改

正
ノ
件
（
制
令
二

〇
）

六
・
二
二

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
三
四
）

六
・
二
三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
五
二
三
）

九
・
三
〇

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
七
四
六
）

一
二
・
一
八

行
政
機
構
整
備
実

施
ノ
為
ニ
ス
ル
朝

鮮
総
督
府
官
制
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

八
九
〇
）

三
・
三
一

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

〇
五
）

六
・
二
四

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
五

二
六
）

七
・
二
四

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
六

〇
三
）

一
一
・

五

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
八

六
〇
）

一
二
・
二
九

行
政
機
構
整
備
実

施
ノ
為
ニ
ス
ル
南

洋
庁
官
制
中
改
正

及
高
等
官
官
等
俸

給
令
外
一
件
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
九

五
九
）
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昭
和
一
九
年

（
一
九
四
四
）

四
・

一

大
東
亜
省
官
制
外

二
勅
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

二

〇

一
）

七
・
二
六

大
東
亜
省
官
制
外

三
勅
令
中
改
正
ノ

件
（
勅

令

四

七

四
）

五
・

三

台
湾
総
督
府
成
年

特
別
錬
成
所
官
制

（
勅
令
三
二
二
）

附
則
に
よ
る
台
湾

総
督
府
官
制
中
改

正

五
・

五

台
湾
総
督
府
官
制

及
台
湾
総
督
府
部

内
臨
時
職
員
等
設

置
制
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
三
二
四
）

八
・
一
二

台
湾
総
督
府
農
業

試
験
所
官
制
外
四

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
五
〇
二
）

五
条
に
よ
る
台
湾

総
督
府
官
制
中
改

正

三
・

一

警
視
庁
官
制
外
四

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
九
八
）
三

条
に
よ
る
樺
太
庁

官
制
中
改
正

四
・
一
三

樺
太
庁
官
制
及
都

庁
府
県
臨
時
職
員

等
設
置
制
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
二
五

一
）

七
・

八

警
視
庁
官
制
外
九

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
四
四
三
）

三
条
に
よ
る
樺
太

庁
官
制
中
改
正

七
・
一
五

樺
太
庁
官
制
外
三

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
四
六
三
）

一
〇
・
二
一

警
視
庁
官
制
外
四

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
六
〇
〇
）

三
条
に
よ
る
樺
太

庁
官
制
中
改
正

四
・
一
五

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

六
二
）

四
・
一
九

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

七
六
）

五
・
一
七

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

四
八
）

七
・
二
九

関
東
州
裁
判
令
中

改
正
ノ
件
（
勅
令

四
八
五
）

一
二
・

六

関
東
州
裁
判
令
戦

時
特
例
（
勅
令
六

五
六
）

一
二
・

六

関
東
州
戦
時
民
事

特
別
令
（
勅
令
六

五
七
）

一
二
・

六

関
東
州
戦
時
刑
事

特
別
令
（
勅
令
六

五
八
）

二
・
一
五

朝
鮮
総
督
府
裁
判

所
令
戦
時
特
例

（
制
令
二
）

二
・
一
五

朝
鮮
戦
時
民
事
特

別
令
（
制
令
三
）

二
・
一
五

朝
鮮
戦
時
刑
事
特

別
令
（
制
令
四
）

六
・

三

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
七
九
）

六
・
二
四

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
四
二
五
）

二
・
一
九

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
八

五
）

四
・
二
八

南
洋
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

〇
九
）

五
・
二
二

南
洋
庁
官
制
外
二

件
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
三
六
〇
）

五
・
二
二

南
洋
群
島
裁
判
令

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
六
一
）

昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）

六
・
二
七

大
東
亜
省
官
制
及

大
東
亜
部
内
臨
時

職
員
設
置
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
三

八
八
）

八
・
一
五

終
戦
の
詔
勅
＠

八
・
二
六

大
東

亜
省
官
制
及
軍
需

省
官
制
廃
止
ノ
件

（
勅
令
四
九
〇
）

八
・
二
六

大
東
亜
省
廃
止
ニ

伴
フ
外
務
部
内
臨

時
職
員
設
置
制
中

改
正
等
ノ
件
（
勅

令
四
九
一
）

一
〇
・
一
三

昭
和
二
〇
年
勅
令

第
五
四
二
号
「
ポ

ツ
ダ
ム
」
宣
言
ノ

受
諾
ニ
伴
ヒ
発
ス

ル
命
令
ニ
関
ス
ル

件
ニ
基
ク
国
防
保

安
法
廃
止
等
ニ
関

ス
ル
件
（
勅
令
五

六
八
）

一
〇
・
一
五

昭
和
二
〇
年
勅
令

第
五
四
二
号
「
ポ

ツ
ダ
ム
」
宣
言
ノ

受
諾
ニ
伴
ヒ
発
ス

ル
命
令
ニ
関
ス
ル

件
ニ
基
ク
治
安
維

持
法
廃
止
等
ノ
件

（
勅
令
五
七
五
）

四
・

六

台
湾
総
督
府
官
制

外
二
勅
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
二
〇

九
）

三
・

六

国
民
勤
労
動
員
令

（
勅
令
九
四
）
附

則
に
よ
る
樺
太
庁

官
制
中
改
正

四
・

六

樺
太
庁
官
制
外
三

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
二
一
四
）

八
・

四

樺
太
庁
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
四

五
三
）

一
・
二
五

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
二

九
）

三
・
二
八

関
東
局
官
制
中
改

正
ノ
件
（
勅
令
一

四
〇
）

四
・
二
八

関
東
局
官
制
外
二

勅
令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
二
四
八
）

五
・
一
二

関
東
州
裁
判
令
及

高
等
官
官
等
俸
給

令
中
改
正
ノ
件

（
勅
令
二
八
九
）

一
条
〔
関
東
州
裁

判
令
中
改
正
〕

一
・
二
七

朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
ノ
件
（
勅

令
三
五
）

三
・
三
一

朝
鮮
戦
時
民
事
特

別
令
中
改
正
ノ
件

（
制
令
六
）

五
・
一
五

朝
鮮
総
督
府
官
制

外
三
勅
令
中
改
正

ノ
件
（
勅
令
二
九

一
）

九
・

四

朝
鮮
高
等
法
院

（
民
事
部
）
最
後

の
判
決
（
昭
和
二

〇
年
（
民
上
）
第

一
二
号
・
土
地
所

有
権
移
転
登
記
手

続
履
行
請
求
事
件

…
…
上
告
棄
却
）
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（
一
）
台
湾

台
湾
は
、
日
清
戦
争
後
の
下
関
条
約
（
明
治
二
八
年
四
月
一
七
日
調
印
）
の
結
果
わ
が
国
の
領
有
に
帰
属
し
た
、
日
本
が
最
初
に
獲
得
し

た
外
地
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た
「
外
地
に
対
し
て
帝
国
憲
法
の
効
力
が
及
ぶ
か
」
の
論
点
も
、
日
清
戦
争
後
の
第
九
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、

政
府
が
、
台
湾
総
督
に
対
し
て
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
命
令
（
律
令
）
を
発
す
る
権
限
を
付
与
す
る
旨
の
法
律
案
を
提
出
し
た
こ
と

で
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
六
三
法
」

三
一
法
」

法
三
号
」
問
題３

））。

１

裁
判
所

⑴

法
院
（
本
法
院
・
法
院
支
部
）
｜
｜
統
治
当
初
の
軍
政
時
代
の
明
治
二
八
年
一
〇
月
七
日
日
令
第
一
七
号
「
台
湾
総
督
府
法
院
職

制
」
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
法
院
は
、
総
督
府
内
に
所
在
し
台
北
県
直
轄
地
等
を
管
轄
す
る
本
法
院
と
、
各
地
の
民
政
支
部
・
支
庁
出
張
所
・

島
庁
所
在
地
に
置
か
れ
た
法
院
支
部
か
ら
な
る
。
な
お
、
本
法
院
と
法
院
支
部
と
の
間
に
審
級
関
係
は
存
在
し
な
い
（
一
審
制
）。

⑵

地
方
法
院
・
覆
審
法
院
・
高
等
法
院
｜
｜
こ
れ
に
対
し
て
、
翌
明
治
二
九
年
三
月
軍
政
か
ら
民
政
へ
移
行
し
た
後
の
五
月
一
日
総
督

の
律
令
第
一
号
と
し
て
発
出
さ
れ
た
「
台
湾
総
督
府
法
院
条
例
」
は
、
法
院
を
、
地
方
法
院
（
一
五
）
・
覆
審
法
院
（
一
）
・
高
等
法
院

（
一
）
の
三
審
制
と
し
た
。
地
方
法
院
は
、
管
轄
区
内
の
民
事
・
刑
事
の
第
一
審
な
ら
び
に
刑
事
の
予
審
を
担
当
し
、
覆
審
法
院
は
、
地
方

法
院
の
審
判
を
覆
審
し
、
高
等
法
院
は
、
覆
審
法
院
の
裁
判
中
適
法
で
な
い
も
の
を
破
棄
匡
正
す
る
。
台
湾
に
お
け
る
裁
判
官
の
職
名
は

「
判
官
」
と
い
い
、
台
湾
総
督
に
直
属
し
、
地
方
法
院
は
判
官
一
名
の
単
独
制
、
覆
審
法
院
は
判
官
三
名
、
高
等
法
院
は
判
官
五
名
の
合
議

制
で
あ
る
。
な
お
、
同
年
七
月
一
一
日
総
督
は
律
令
第
二
号
を
も
っ
て
「
台
湾
総
督
府
臨
時
法
院
条
例
」
を
発
布
し
て
い
る
。
臨
時
法
院
と

は
、
政
治
犯
に
関
す
る
特
別
法
廷
で
あ
っ
て
、
五
人
の
判
官
の
合
議
制
で
、
原
則
と
し
て
一
審
を
も
っ
て
終
審
と
さ
れ
た
。

⑶

地
方
法
院
・
覆
審
法
院
｜
｜
し
か
し
、
そ
の
後
、
明
治
三
一
年
七
月
一
九
日
律
令
第
一
六
号
改
正
に
よ
り
、
高
等
法
院
は
廃
さ
れ
て
、

法
院
は
地
方
法
院
・
覆
審
法
院
の
二
審
制
と
な
る
。
地
方
法
院
は
従
来
通
り
判
官
一
人
の
単
独
制
、
覆
審
法
院
も
三
人
の
合
議
制
で
あ
る
が
、
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覆
審
法
院
に
は
一
ま
た
は
二
以
上
の
部
を
設
け
、
各
部
に
部
長
一
名
、
判
官
二
名
を
配
置
し
、
部
長
を
裁
判
長
と
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
先
の
〔
図
表
１
〕〔
Ａ
〕
欄
掲
記
の
【
７
】【
８
】【
９
】
の
三
つ
の
覆
審
法
院
判
決
は
、
高
等
法
院
が
廃
さ
れ
た
二
審
制
時
代

の
最
終
審
判
断
で
あ
る４

）。

⑷

地
方
法
院
・
高
等
法
院
（
覆
審
部
・
上
告
部
）
｜
｜
だ
が
、
三
審
制
を
と
る
内
地
裁
判
所
と
の
間
の
不
権
衡
が
問
題
視
さ
れ
た
結
果
、

大
正
八
年
八
月
八
日
総
督
は
律
令
第
四
号
を
も
っ
て
法
院
条
例
を
改
正
し
、
台
湾
は
再
び
三
審
制
に
復
帰
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
裁
判
所
そ

れ
自
体
は
、
地
方
法
院
と
高
等
法
院
の
二
つ
と
さ
れ
、
高
等
法
院
の
内
部
を
覆
審
部
と
上
告
部
の
二
部
に
分
か
つ
も
の
で
あ
る
。
地
方
法
院

は
、
原
則
単
独
制
で
あ
る
が
、
訴
額
が
一
定
額
以
上
の
場
合
等
に
つ
い
て
は
判
官
三
名
の
合
議
制
に
な
る
。
一
方
、
高
等
法
院
覆
審
部
は
、

判
官
三
人
の
合
議
制
で
、
地
方
法
院
の
判
決
・
決
定
に
対
す
る
控
訴
・
抗
告
を
担
当
す
る
。
高
等
法
院
上
告
部
は
、
判
官
五
人
の
合
議
制
で
、

終
審
と
し
て
高
等
法
院
覆
審
部
の
裁
判
に
対
す
る
上
告
・
抗
告
を
担
当
す
る
。

⑸

地
方
法
院
（
単
独
部
・
合
議
部
）
・
高
等
法
院
（
覆
審
部
・
上
告
部
）
｜
｜
な
お
、
そ
の
後
、
昭
和
二
年
七
月
三
日
律
令
第
四
号
法

院
条
例
改
正
に
よ
り
、
地
方
法
院
の
単
独
制
・
合
議
制
の
別
は
、
単
独
部
・
合
議
部
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
内
地
の
裁
判
所
に
お
け

る
区
裁
判
所
と
地
方
裁
判
所
の
別
に
相
応
す
る
も
の
で
、
合
議
部
は
訴
額
一
定
額
以
上
の
事
件
の
ほ
か
、
単
独
部
の
行
っ
た
裁
判
に
対
す
る

控
訴
も
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
台
湾
総
督
府
の
法
院
は
、
裁
判
所
単
位
で
い
え
ば
地
方
法
院
・
高
等
法
院
の
二
つ
な
の
で

あ
る
が
、
部
単
位
で
捉
え
た
場
合
に
は
、
地
方
法
院
単
独
部
・
地
方
法
院
合
議
部
・
高
等
法
院
覆
審
部
・
高
等
法
院
上
告
部
の
四
つ
で
あ
っ

て
、
結
局
、
内
地
の
裁
判
機
構
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

２

弁
護
士

台
湾
総
督
府
の
法
院
に
お
け
る
訴
訟
代
理
は
、
当
初
、
弁
護
士
の
資
格
の
あ
る
者
の
ほ
か
に
、
総
督
府
の
検
定
を
受
け
た
者
を
訴
訟
代
人

と
し
て
許
可
す
る
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
（
明
治
三
一
年
府
令
第
三
二
号
）。

し
か
し
、
明
治
三
三
年
一
月
二
五
日
律
令
第
五
号
を
も
っ
て
「
台
湾
弁
護
士
規
則
」
が
公
布
さ
れ
、
内
地
の
弁
護
士
法
（
明
治
二
六
年
三
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月
四
日
法
律
第
七
号
）
を
準
用
す
る
形
で
弁
護
士
の
み
が
訴
訟
代
理
権
を
有
す
る
制
度
に
変
更
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
同
規
則
に
お
い
て
は
、

現
在
の
訴
訟
代
人
に
つ
い
て
は
「
当
分
ノ
内
」
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
ほ
か
、
明
治
三
四
年
四
月
一
二
日
律
令
第
二
号
「
訴

訟
代
人
弁
護
士
名
簿
ニ
登
録
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
弁
護
士
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
律
令
」
も
発
出
さ
れ
た
。

だ
が
、
内
地
の
弁
護
士
法
の
大
改
正
（
昭
和
八
年
五
月
一
日
法
律
第
五
三
号
）
を
契
機
に
、
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
二
日
律
令
第
七
号
を

も
っ
て
従
前
の
「
台
湾
弁
護
士
規
則
」
は
「
台
湾
弁
護
士
令
」
へ
と
変
更
さ
れ
、
内
地
の
弁
護
士
法
を
依
用
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
。

依

用
」
と
い
う
の
は
、
外
地
法
に
特
有
の
立
法
形
式
で
、
外
地
に
は
原
則
と
し
て
内
地
法
の
適
用
は
な
い
と
の
建
前
の
下
で
、
内
地
法
と
同
一

の
規
律
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

弁
護
士
ニ
関
シ
テ
ハ
本
令
中
別
段
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
弁
護
士
法
ニ
依
ル
」
と
い
っ
た
規

定
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
外
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
い
っ
た
ん
適
用
を
排
除
し
た
内
地
法
に
つ
い
て
、
再
び
適
用
を
肯
定
す
る
操
作
で
あ

る５
）。な

お
、
同
年
（
昭
和
一
〇
年
）
一
一
月
八
日
付
の
法
律
新
聞
三
九
〇
七
号
一
二
頁
〜
一
三
頁
に
は
、

台
湾
弁
護
士
大
会
╱
十
月
廿
六
、

七
日
台
北
法
院
に
て
開
催
」
と
題
す
る
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

台
湾
弁
護
士
協
会
主
催
の
大
会
は
十
月
二
十
六
日
午
前
八
時
よ
り
台
北
高
等
法
院
弁
護
士
控
室
に
て
開
催
さ
れ
た
。

台
湾
始
政
四
十
周
年
記
念
博
覧
会
開
催
中
に
て
盛
大
を
予
期
さ
れ
た
が
昭
和
の
湖
南
事
件
と
も
謂
は
る
る
（
本
誌
本
年
七
月
廿
五
日
号
新
湖
南
事
件

参
照
）
蘭
船
ジ
ュ
ノ
ー
号
調
査
問
題
を
め
ぐ
り
台
湾
の
在
野
法
曹
間
に
紛
糾
の
あ
る
た
め
か
初
日
に
参
集
し
た
法
曹
は
二
十
五
名
に
過
ぎ
ず
…
…
午
後

一
時
半
よ
り
博
覧
会
第
一
会
場
内
公
会
堂
に
て
記
念
講
演
会
開
催
さ
れ
、
帝
国
弁
護
士
会
理
事
東
京
第
一
弁
護
士
会
副
会
長
後
藤
伝
兵
衛
氏
は
「
内
台

司
法
統
一
に
関
す
る
報
告
と
私
見
」
な
る
演
題
の
下
に
昭
和
二
年
以
来
司
法
省
に
於
て
毎
年
開
催
さ
れ
来
っ
た
全
国
弁
護
士
会
長
と
司
法
首
脳
部
と
の

協
議
会
の
本
年
度
の
会
議
に
台
湾
弁
護
士
協
会
よ
り
提
出
の
内
台
司
法
制
度
統
一
に
関
す
る
議
題
が
上
程
さ
れ
た
模
様
を
報
告
的
に
紹
介
し
、
こ
れ
に

対
す
る
一
私
見
と
し
て
本
島
司
法
が
総
督
下
に
あ
っ
て
司
法
行
政
混
交
の
状
態
な
る
は
立
憲
政
治
上
変
態
的
現
象
で
あ
る
と
し
て
内
台
司
法
統
一
の
日

の
一
日
も
早
か
ら
ん
事
を
力
説
要
望
し
、
次
い
で
台
北
帝
国
大
学
教
授
井
上
孚
麿
氏
登
壇
『
所
謂
天
皇
機
関
説
に
就
て
』
と
題
し
約
二
時
間
に
亙
り
問
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題
の
憲
法
学
説
を
縦
横
に
解
剖
排
撃
す
る
熱
弁
を
振
っ
た
が
、
来
聴
者
は
弁
護
士
、
法
院
関
係
者
其
他
約
百
余
名
に
上
っ
た
。

第
二
日
の
二
十
七
日
は
午
前
十
時
半
よ
り
ジ
ュ
ノ
ー
号
事
件
調
査
報
告
問
題
を
中
心
に
協
会
の
解
散
か
否
か
の
険
悪
な
空
気
に
包
ま
れ
台
北
法
院
三

階
大
会
議
室
に
於
て
非
公
開
裡
に
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
日
法
院
は
休
日
な
る
に
も
拘
ら
ず
…
…
総
会
出
席
者
は
台
北
、
台
中
、
台
南
各
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
協
会
員
三
十
九
名
全
員
六
十
七
名
の

過
半
数
に
上
り
役
所
の
法
院
側
よ
り
姉
歯
〔
松
平
〕
高
等
法
院
長
代
理
、
伴
野
〔
喜
四
郎
〕
高
等
法
院
検
察
官
長
、
池
内
〔
善
雄
。
台
北
〕
地
方
法
院

長
、
古
山
〔
春
司
郎
。
台
北
〕
地
方
法
院
検
察
官
長
、
山
本
〔
眞
平
〕
総
督
府
法
務
課
長
の
五
名
が
特
別
列
席
し
緊
張
裡
に
開
催
さ
れ
た
。

安
保
理
事
長
議
長
席
に
就
き
事
務
会
計
両
報
告
の
後
愈
々
議
事
に
入
り

第
一
号
議
案

内
台
司
法
制
度
共
通
促
進
の
件
（
台
北
、
台
中
会
員
提
出
）
満
場
一
致
可
決

第
二
号
議
案

新
竹
高
雄
両
支
部
独
立
の
件
（
台
北
、
高
雄
会
員
提
出
）
も
全
会
一
致
可
決

…
…
〔
中
略
〕
…
…

最
後
に
第
五
号
議
案
と
し
て
本
協
会
解
散
の
件
が
堀
田
会
員
外
二
十
二
名
に
よ
っ
て
提
出
附
議
さ
れ
反
対
者
僅
か
に
二
名
の
多
数
賛
成
に
て
可
決
さ

る
。解

散
理
由
は
事
相
に
鑑
み
存
在
せ
ざ
る
を
適
当
と
認
む
と
云
ふ
に
あ
る
と
。
こ
こ
に
昭
和
八
年
以
来
活
躍
せ
る
台
湾
の
弁
護
士
協
会
も
影
を
消
し
引

い
て
其
機
関
誌
法
政
会
公
論
も
十
一
月
号
よ
り
廃
刊
の
運
命
と
見
ら
る
。

当
時
の
台
湾
の
弁
護
士
会
（
台
北
・
台
中
・
台
南
の
三
会
）
の
規
模
・
会
員
数
の
ほ
か
、
ジ
ュ
ノ
ー
号
事
件６

）、
内
台
〔
‖
内
地
・
台
湾
〕

司
法
統
一
問
題
、
台
北
弁
護
士
会
新
竹
支
部
・
台
南
弁
護
士
会
高
雄
支
部
の
独
立
か
ら
、
果
て
は
台
湾
弁
護
士
協
会
の
解
散
に
至
る
ま
で
、

論
点
満
載
の
記
事
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
本
稿
で
詳
論
す
る
紙
幅
は
な
い
。

３

判
例
集

台
湾
総
督
府
法
院
の
判
例
に
関
し
て
は
、
小
森
恵
（
編
集
再
構
成
）『

台
湾
総
督
府
覆
審
・
高
等
法
院
編
纂
）
覆
審
・
高
等
法
院
判
例
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（
自
明
治
二
九
年
至
昭
和
一
八
年
）

全
一
二
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
五
年
）、『
同
（
補
遺
一
）

補
遺
二
）』

一
九
九
七
年
）
が
出
版

さ
れ
る
ま
で
は
、
判
例
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
。
同
集
成
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
法
院
の
判
例
要
旨
集
あ
る
い
は
判
例
集
を

古
い
順
に
列
挙
す
る
と
①
〜

の
一
二
冊
に
な
り
、
そ
れ
ら
は
、
大
正
一
〇
年
分
と
一
一
年
分
を
境
に
〔
Ⅰ
〕
要
旨
集
と
〔
Ⅱ
〕
判
例
集
の

二
種
類
に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
お
い
て
も
、
表
紙
の
体
裁
や
編
纂
者
表
示
等
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。

〔
Ⅰ
〕
①

台
湾
総
督
府
覆
審
法
院
（
編
纂
）『
覆
審
法
院
判
例
全
集
（
自
明
治
二
十
九
年
至
大
正
二
年
重
要
判
決
例
要
旨
）』

台
湾
判
例

研
究
会
、
大
正
三
年
一
一
月
）

②

台
湾
総
督
府
覆
審
法
院
（
編
纂
）『
覆
審
法
院
判
例
全
集
（
自
明
治
二
十
九
年
至
大
正
八
年
重
要
判
決
例
要
旨
）』

伊
藤
正
介
、

大
正
九
年
五
月
）

③

台
湾
総
督
府
高
等
法
院
（
編
纂
）『
高
等
法
院
上
告
部
判
例
要
旨
全
集
（
大
正
八
年
自
八
月
至
十
二
月
）』

伊
藤
正
介
、
大
正

九
年
四
月
）

④

台
湾
総
督
府
高
等
法
院
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
全
集
（
重
要
判
決
要
旨
）』

奥
付
な
し
、
編
者
（
高
等
法
院
書
記
長
・
伊

藤
正
介
）
識
・
大
正
一
〇
年
三
月
…
…
大
正
八
年
八
月
〜
大
正
九
年
一
二
月
分
の
判
決
要
旨
を
収
録
）。

⑤

台
湾
総
督
府
高
等
法
院
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
全
集
（
重
要
判
決
要
旨
）』

伊
藤
正
介
、
大
正
一
一
年
六
月
…
…
大
正
一

〇
年
分
の
判
決
要
旨
を
収
録
）

〔
Ⅱ
〕
⑥

台
湾
総
督
府
高
等
法
院
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
全
集
（
大
正
十
一
年
）』

奥
付
な
し
、
編
者
（
高
等
法
院
上
告
部
判
官
・

後
藤
和
佐
二
）
識
・
大
正
一
二
年
三
月
）

⑦

台
湾
総
督
府
高
等
法
院
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
全
集
（
大
正
十
二
・
十
三
年
）』

奥
付
な
し
、
編
者
（
高
等
法
院
書
記
長
）

識
・
大
正
一
四
年
一
〇
月
）

⑧

判
例
研
究
会
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
集
（
自
大
正
十
四
年
至
昭
和
二
年
）』

判
例
研
究
会
（
代
表
・
伊
藤
正
介
）、
昭
和
三
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年
一
二
月
）

⑨

判
例
研
究
会
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
集
（
自
昭
和
三
年
至
昭
和
四
年
）』

判
例
研
究
会
（
代
表
・
伊
藤
正
介
）、
昭
和
五
年

八
月
）

⑩

判
例
研
究
会
（
編
纂
）『
高
等
法
院
判
例
集
（
自
昭
和
五
年
至
昭
和
六
年
）』

判
例
研
究
会
（
代
表
・
伊
藤
正
介
）、
昭
和
七
年

九
月
）

『

昭
和
七
、
八
、
九
年
）
台
湾
総
督
府
高
等
法
院
上
告
部
判
例
集
（
全
）』

台
法
月
報
発
行
所
（
編
輯
兼
発
行
人
・
萬
年
宣

重
）、
昭
和
一
〇
年
三
月
）

『

昭
和
十
、
十
一
、
十
二
年
）
台
湾
総
督
府
高
等
法
院
上
告
部
判
例
集
（
全
）』

台
法
月
報
発
行
所
（
編
輯
兼
発
行
人
・
萬
年

宣
重
）、
昭
和
一
四
年
八
月
）

ま
ず
、
②
と
③
を
境
に
、
編
纂
者
あ
る
い
は
書
名
の
表
示
が
「
覆
審
法
院
」
か
ら
「
高
等
法
院
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
説
明

し
た
よ
う
に
、
大
正
八
年
改
正
に
よ
り
終
審
が
覆
審
法
院
か
ら
高
等
法
院
（
上
告
部
）
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

一
方
、
①
の
発
行
人
名
は
「
台
湾
判
例
研
究
会
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
②
以
降
の
発
行
人
名
は
「
伊
藤
正
介
」
で
あ
る
が
、
③
・
④
の

編
者
識
か
ら
「
伊
藤
正
介
」
が
高
等
法
院
書
記
長
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
一
方
、
⑧
〜
⑩
の
奥
付
に
は
「
編
纂
兼
発
行
者

判
例
研
究

会
」
と
併
記
し
て
「
右
代
表
者

伊
藤
正
介
」
と
あ
り
、
ま
た
、
奥
付
記
載
の
「
判
例
研
究
会
」
の
住
所
は
、
⑧
で
は
伊
藤
正
介
の
住
所
と

同
じ
「
台
北
市
大
正
町
二
ノ
六
二
番
地
」、
⑨
・
⑩
で
も
伊
藤
の
住
所
「
台
北
市
東
門
町
一
六
〇
番
地
ノ
一
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
局
、

判
例
研
究
会
」
な
る
グ
ル
ー
プ
は
、
伊
藤
高
等
法
院
書
記
長
と
不
即
不
離
の
団
体
で
あ
り
、
①
〜
⑤
、
⑧
〜
⑩
は
、
一
貫
し
て
こ
の
グ

ル
ー
プ
の
編
纂
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
編
者
識
に
「
高
等
法
院
書
記
長
」
と
だ
け
あ
る
⑦
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
、

凡
例
」

の
末
尾
に
「
高
等
法
院
上
告
部
判
官

後
藤
和
佐
二
」
の
記
載
の
あ
る
⑥
は
い
さ
さ
か
異
色
で
あ
る
が
、
書
名
表
記
や
装
幀
等
に
お
い
て
前

後
の
巻
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
後
藤
判
官
も
、
伊
藤
書
記
長
を
中
心
と
す
る
「
台
湾
判
例
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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だ
が
、
編
集
主
体
は
、
昭
和
一
〇
年
三
月
刊
行
の

以
降
変
更
さ
れ
る
。

・

の
奥
付
に
「
編
輯
兼
発
行
人
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い

る
萬
年
宣
重
は
、
内
閣
官
報
局
『
職
員
録
』
で
は
昭
和
一
〇
年
七
月
一
日
以
降
に
総
督
官
房
・
法
務
課
員
（
看
守
長
）
と
し
て
登
場
す
る
人

物
で７

）、

・

の
奥
付
記
載
の
「
台
法
月
報
発
行
所
」
の
住
所
も
「
台
湾
総
督
官
房
法
務
課
内
」
で
あ
る
。
一
方
、
伊
藤
正
介
は
、
『
職
員

録
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
年
七
月
一
日
ま
で
は
高
等
法
院
書
記
長
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
年
一
月
一
日
以
降
書
記
長
は
兵
藤
高
一
に
替
わ
っ

て
い
る８

）。
判
例
集
の
編
集
が
、
高
等
法
院
か
ら
総
督
官
房
法
務
課
に
移
っ
た
の
は
、
伊
藤
正
介
の
離
職
に
伴
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

４

法
律
雑
誌

右
に
も
登
場
す
る
「
台
法
月
報
発
行
所
」
は
、

台
法
月
報
」
の
発
行
元
で
、
こ
の
雑
誌
は
、
明
治
三
八
年
六
月
〜
三
九
年
一
一
月
の
刊

行
の
後
、

法
院
月
報
」

法
院
月
報
発
行
所
）
の
誌
名
で
改
め
て
一
巻
（
明
治
四
〇
年
六
月
）
〜
四
巻
（
明
治
四
三
年
一
二
月
）
が
刊
行
さ

れ
、
再
び
「
台
法
月
報
」

台
法
月
報
発
行
所
）
に
名
称
を
戻
し
て
五
巻
（
明
治
四
四
年
六
月
）
以
降
を
刊
行
し
て
い
る
。
内
地
の
「
法
曹

会
雑
誌
」
や
朝
鮮
の
「

朝
鮮
）
司
法
協
会
雑
誌
」
と
同
様
の
法
曹
団
体
の
機
関
誌
で
あ
り
、
近
時
、
中
島
利
郎
‖
宋
宜
静
（
編
）『

台
法

月
報
」
総
目
録
』

緑
蔭
書
房
、
一
九
九
九
年
）
が
出
て
、
記
事
の
探
索
は
便
利
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
全
巻
を
揃
え
る
機
関
は
少
な
い
。

な
お
、
前
記
・
小
森
恵
（
編
集
再
構
成
）『
覆
審
・
高
等
法
院
判
例
（
全
一
二
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
五
年
）
の
第
八
巻
以
降
は
、
法

院
月
報
・
台
法
月
報
掲
載
の
判
例
を
再
構
成
の
う
え
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
同
集
成
の
『

補
遺
一
）』『

補
遺
二
）』

一
九
九
七
年
）
は
、

台
湾
慣
習
記
事
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
判
例
を
編
集
・
復
刻
し

た
も
の
で
あ
る
。
台
湾
慣
習
研
究
会
の
編
集
に
か
か
る
同
雑
誌
は
、
一
号
（
明
治
三
四
年
一
月
）
〜
七
巻
八
号
（
明
治
四
〇
年
八
月
）
を
発

行
し
た
後
、
上
記
「
法
院
月
報
」
の
慣
習
欄
に
吸
収
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
「
法
律
新
聞
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
台
湾
弁
護
士
協
会
は
、

法
政
会
公
論
」
な
る
機
関
誌
を
発
行
し
て
い

た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
「
法
政
公
論
」
の
誤
記
で
あ
る
。
同
誌
に
関
し
て
は
、
筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
日
本
に
収
蔵
館
は
な
い
。
な
お
、

台
湾
・
国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
に
は
、
六
号
、
八
〜
一
六
号
（
昭
和
一
〇
年
一
月
〜
一
二
月
）
の
み
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る９

）。
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（
二
）
南
樺
太

北
緯
五
〇
度
線
以
南
の
樺
太
は
、
日
露
戦
争
後
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
（
明
治
三
八
年
九
月
五
日
調
印
）
九
条
に
よ
り
、
台
湾
に
次
い
で
二

番
目
に
日
本
の
外
地
と
な
っ
た10

）。
明
治
四
〇
年
の
外
地
法
令
法
（
明
治
四
〇
年
三
月
二
九
日
法
律
第
二
五
号
「
樺
太
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ

関
ス
ル
法
律
」）
に
よ
り
、
樺
太
に
つ
い
て
も
内
地
の
法
律
は
当
然
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
法
律
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
勅
令
を
も
っ
て

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
外
地
と
異
な
り
、
そ
も
そ
も
内
地
と
の
間
の
格
差
が
稀
薄
な
地
域
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
外
地
の
中
で
は
最
も
内
地
に
近
似
し
た
統
治
方
式
が
採
用
さ
れ
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
司
法
制
度
に
関
し
て
は
、
固
有
の
裁

判
機
構
は
設
け
ら
れ
ず
、
裁
判
所
構
成
法
を
直
接
適
用
し
て
、
内
地
の
司
法
機
構
を
延
長
さ
せ
る
手
法
が
採
用
さ
れ
た
。

な
お
、
そ
の
後
の
樺
太
の
住
民
の
多
数
は
内
地
人
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
戦
時
下
の
昭
和
一
八
年
三
月
二
七
日
法
律

第
八
五
号
に
よ
り
上
記
外
地
法
令
法
（
明
治
四
〇
年
法
律
第
二
五
号
「
樺
太
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」）
は
廃
止
さ
れ
て
、
四

月
一
日
を
も
っ
て
樺
太
は
内
地
に
編
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
る
。

１

裁
判
所

司
法
機
構
を
現
地
の
統
治
機
関
に
委
ね
ず
、
大
審
院
を
頂
点
と
す
る
内
地
の
裁
判
機
構
に
組
み
込
む
措
置
は
、
上
記
外
地
法
令
法
と
同
日

付
の
明
治
四
〇
年
三
月
二
九
日
法
律
第
二
八
号
「
樺
太
地
方
裁
判
所
及
同
管
内
二
区
裁
判
所
設
置
ニ
関
ス
ル
法
律
」
の
制
定
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
。
同
法
律
は
、
一
条
で
「
樺
太
島
『
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
』
ニ
樺
太
地
方
裁
判
所
及
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
区
裁
判
所
ヲ
置
キ
同
島
『
マ
ウ

カ
』
ニ
マ
ウ
カ
区
裁
判
所
ヲ
置
ク
」
旨
を
規
定
し
、
二
条
で
新
設
の
裁
判
所
を
函
館
控
訴
院
の
管
区
に
置
く
旨
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
同

年
（
明
治
四
〇
年
）
九
月
一
九
日
司
法
省
令
第
三
〇
号
に
よ
り
、
当
時
樺
太
庁
が
置
か
れ
て
い
た
コ
ル
サ
コ
フ
に
も
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
区

裁
判
所
コ
ル
サ
コ
フ
出
張
所
が
設
置
さ
れ
た
。
翌
明
治
四
一
年
の
市
町
村
名
の
日
本
名
へ
の
変
更
措
置
に
よ
り
、
コ
ル
サ
コ
フ
は
大
泊
と
な

り
、
地
方
裁
判
所
の
置
か
れ
た
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
は
豊
原
に
改
称
さ
れ
て
、
樺
太
庁
も
豊
原
に
移
転
し
た
。
現
在
の
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
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で
あ
る
。
一
方
、
区
裁
判
所
の
置
か
れ
た
マ
ウ
カ
は
真
岡
に
改
称
さ
れ
た
。
現
在
の
ホ
ル
ム
ス
ク
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
一
三
年
三
月
一
七
日
法
律
第
一
一
号
に
よ
り
、
知
取
（
現
在
の
マ
カ
ロ
フ
）
に
も
区
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
。

２

弁
護
士

前
記
明
治
四
〇
年
外
地
法
令
法
（
樺
太
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
）
八
条
は
、
弁
護
士
不
足
に
対
処
す
る
た
め
、

裁
判
所
又

ハ
裁
判
長
カ
職
権
ヲ
以
テ
弁
護
士
ヲ
訴
訟
承
継
人
、
訴
訟
代
理
人
又
ハ
弁
護
人
ニ
選
定
シ
若
ハ
選
任
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
弁
護
士
ニ
非
サ

ル
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
は
、
大
正
九
年
五
月
三
日
勅
令
第
一
二
四
号
「
樺
太
ニ
施
行
ス

ル
法
律
ノ
特
例
ニ
関
ス
ル
件
」
五
条
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。

な
お
、
昭
和
一
六
年
末
に
お
け
る
樺
太
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
は
、
わ
ず
か
八
人
で
あ
っ
た
と
い
う11

）。

３

判
例
集

他
の
外
地
の
裁
判
所
と
異
な
り
、
樺
太
の
裁
判
所
は
、
内
地
の
裁
判
機
構
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
一
裁
判
所
（
函
館
控
訴
院
管
内
の
地
方
裁

判
所
と
区
裁
判
所
な
ら
び
に
そ
の
出
張
所
）
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
今
日
の
「
東
京
高
等
裁
判
所
判
決
時
報
」

一
九

五
三
年
〜
）
の
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
下
級
審
判
決
の
み
を
収
録
し
た
判
例
集
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。

４

法
律
雑
誌

こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
新
聞
・
法
律
評
論
と
い
っ
た
民
間
の
判
例
集
に
、
樺
太
の
裁
判
所
の
判
決
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
し
ば
し
ば

目
に
止
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
各
種
法
曹
団
体
の
機
関
誌
に
関
し
て
は
、
法
曹
人
口
の
少
な
さ
か
ら
考
え
て
、
ま
ず
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

５

樺
太
関
係
判
例

以
上
よ
り
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
〔
図
表
１
〕
に
お
い
て
、
樺
太
の
裁
判
所
の
判
例
の
引
用
が
存
在
し
て
い
な
い
理
由
は
、
第
一
に
、
事

件
の
絶
対
数
が
少
な
い
こ
と
と
、
第
二
に
、
た
と
え
判
決
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
地
の
裁
判
制
度
に
お
け
る
下
級
審
裁
判
例
に
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す
ぎ
な
い
こ
と
に
基
づ
く
も
の
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
大
審
院
の
判
例
の
中
に
は
、
第
一
審
あ
る
い
は
控
訴
審
が
樺
太
の
裁
判
所
で
あ
っ
た
事
案
が
五
例
あ
る
。

⑴

大
判
明
治
四
四
年
一
一
月
九
日
刑
録
一
七
輯
一
八
四
九
頁
…
…
…
…
第
一
審
・
樺
太
地
方
裁
判
所
（
裁
判
年
月
日
不
明
）

控
訴
審
・
函
館
控
訴
院
（
明
治
四
四
年
八
月
一
日
判
決
）

本
判
決
は
、
一
通
の
告
訴
状
で
二
名
の
警
官
に
つ
い
て
虚
偽
申
告
を
行
っ
た
場
合
の
誣
告
罪
の
罪
数
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
最
（
二

小
）
決
昭
和
三
六
年
三
月
二
日
刑
集
一
五
巻
三
号
四
五
一
頁12

）の
上
告
趣
意
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
判
決
の
上
告
趣
意
中
に
は
、

第
一
審
ノ
裁
判
長
落
合
嘉
三
郎
ハ
本
件
ノ
予
審
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
被
告
人
ニ
於
テ
忌
避
ノ
申
立
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
之
ヲ
採
用
セ
ス

裁
判
長
ト
シ
テ
公
判
ニ
干
与
シ
タ
ル
ハ
違
法
ナ
リ
然
ル
ニ
原
審
ハ
右
違
法
ニ
成
リ
タ
ル
第
一
審
判
決
ヲ
是
認
シ
タ
ル
ハ
不
法
ナ
リ
」
と
の
主

張
も
あ
っ
た
が
、
判
旨
は
「
予
審
ニ
干
与
シ
タ
ル
判
事
ト
雖
モ
予
審
終
結
決
定
ヲ
爲
サ
サ
ル
限
リ
ハ
同
一
事
件
ノ
公
判
ニ
干
与
シ
得
サ
ル
謂

ハ
レ
ナ
ケ
レ
ハ
本
論
旨
ハ
理
由
ナ
シ
」
と
し
て
い
る
。
い
か
に
も
樺
太
地
裁
の
人
手
不
足
が
窺
わ
れ
る
よ
う
な
事
件
で
あ
る
。

⑵

大
判
大
正
六
年
一
〇
月
二
七
日
民
録
二
三
輯
一
八
六
七
頁13

）…
…
…
…
第
一
審
・
真
岡
区
裁
判
所
（
裁
判
年
月
日
不
明
）

控
訴
審
・
樺
太
地
方
裁
判
所
（
大
正
六
年
七
月
一
四
日
判
決
）

本
判
決
は
、
保
証
債
務
は
主
た
る
債
務
が
契
約
解
除
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
の
原
状
回
復
義
務
に
は
及
ば
な
い
旨
を
判
示
し
た
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
ケ
ー
ス
で
、
最
（
一
小
）
判
昭
和
三
〇
年
九
月
八
日
民
集
九
巻
一
〇
号
一
二
二
二
頁14

）の
上
告
理
由
、
名
古
屋
地
判
昭
和
三
七
年
六
月
二

日
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
四
七
頁
の
判
旨
と
そ
の
上
告
審
で
あ
る
最
（
大
）
判
昭
和
四
〇
年
六
月
三
〇
日
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
四
三
頁15

）の

判
旨
も
引
用
す
る
非
常
に
有
名
な
判
決
で
あ
る
が
、
大
審
院
の
判
断
は
、
原
審
・
樺
太
地
裁
の
判
断
を
是
認
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

も
し
樺
太
の
裁
判
所
が
台
湾
高
等
法
院
や
朝
鮮
高
等
法
院
な
ど
と
同
様
の
独
立
の
最
終
審
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
樺
太
の
裁
判
所
の
判
例
が
、

こ
の
論
点
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
な
お
、
上
告
理
由
の
第
三
点
は
「
原
審
ニ
於
ケ
ル
被
上
告
代
理
人
戸

田
秋
三
郎
ハ
弁
護
士
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
も
ま
た
、
い
か
に
も
弁
護
士
不
足
の
樺
太
の
事
案
ら
し
い
。

（法政研究79-３- ）228 436
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⑶

大
判
大
正
八
年
九
月
一
一
日
民
録
二
五
輯
一
六
〇
七
頁
…
…
…
…
…
第
一
審
・
豊
原
区
裁
判
所
（
裁
判
年
月
日
不
明
）

控
訴
審
・
樺
太
地
方
裁
判
所
（
大
正
八
年
三
月
一
三
日
判
決
）

本
判
決
も
、
催
告
期
間
内
に
履
行
が
な
い
場
合
に
は
、
以
後
は
債
務
者
の
故
意
・
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
に
契
約
を
解
除
で
き
る
と
し
た

著
名
判
決
で
、
判
旨
は
原
審
判
断
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
も
し
樺
太
に
台
湾
や
朝
鮮
と
同
様
の
独
立
の
裁
判
機
構
が
導
入

さ
れ
て
い
れ
ば
、
樺
太
裁
判
所
の
判
断
が
、
本
論
点
に
関
す
る
先
駆
的
判
決
と
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

⑷

大
決
昭
和
五
年
八
月
九
日
民
集
九
巻
七
七
七
頁
…
…
…
…
…
…
…
…
第
一
審
・
豊
原
区
裁
判
所
（
昭
和
四
年
一
一
月
一
一
日
判
決
）

控
訴
審
・
樺
太
地
方
裁
判
所
（
裁
判
年
月
日
不
明
）

本
判
決
も
有
名
な
判
例
で
、
口
頭
弁
論
期
日
の
変
更
の
許
否
は
裁
判
所
の
職
権
事
項
で
あ
る
か
ら
、
変
更
申
請
却
下
の
裁
判
に
対
し
て
不

服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
（
三
小
）
判
昭
和
三
五
年
四
月
二
六
日
民
集
一
四
巻
六
号
一
〇
六
四
頁16

）の
判
旨

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
本
判
決
も
ま
た
、
期
日
変
更
申
請
を
却
下
し
た
樺
太
地
方
裁
判
所
の
判
断
を
是
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑸

大
判
昭
和
一
二
年
一
一
月
六
日
刑
集
一
六
巻
一
四
二
九
頁17

）…
…
…
…
第
一
審
・
豊
原
区
裁
判
所
（
裁
判
年
月
日
不
明
）

控
訴
審
・
樺
太
地
方
裁
判
所
（
裁
判
年
月
日
不
明
）

本
件
は
、
樺
太
の
外
地
と
し
て
の
特
殊
性
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
外
地
法
令
法
の
結
果
、
樺
太
に
は
、
内
地
法
は
当
然
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
樺
太
庁
が
内
務
省
の
所
管
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
所
轄
省
令
で
あ
る
内
務
省
令
に
関
し
て
は
樺
太
に
も
適
用
さ
れ

る
た
め
、
本
件
菓
子
製
造
販
売
業
者
が
メ
ッ
キ
の
剥
が
れ
た
鍋
を
用
い
て
菓
子
を
製
造
し
た
行
為
は
、
明
治
三
三
年
内
務
省
令
第
五
〇
号

「
飲
食
物
用
器
具
取
締
規
則
」
七
条
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
樺
太
の
所
轄
が
昭
和
四
年
新
設
の
拓
務
省18

）に
移
管
さ
れ

た
後
の
改
正
（
昭
和
一
一
年
内
務
省
令
第
二
五
号
）
七
条
に
つ
い
て
は
、
外
地
た
る
樺
太
に
は
当
然
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
判
旨
は
、
旧
規
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
制
度
趣
旨
に
鑑
み
て
、
監
督
官
庁
の
変
更
に
よ
っ
て
失
効
し
た
と
は
解
さ
れ
な
い
と
し

て
、
現
行
規
定
に
基
づ
い
て
処
断
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
つ
つ
、
旧
規
定
に
よ
り
処
罰
し
て
い
る
。
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（
三
）
関
東
州

関
東
」
と
は
、
広
義
に
お
い
て
は
、
満
州
一
帯
｜
｜
中
国
・
直
隷
省
と
満
州
と
の
境
界
と
り
わ
け
山
海
関
よ
り
東
方
の
地
域
を
意
味
す

る
が
、
狭
義
に
お
い
て
は
、
ロ
シ
ア
が
三
国
干
渉
後
の
明
治
三
〇
年
の
条
約
で
清
国
か
ら
租
借
し
た
遼
東
半
島
の
南
端
部
分
（
関
東
州
租
借

地
。
旅
順
・
大
連
地
区
）
を
指
す19

）。
そ
の
後
、
日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
同
地
の
租
借
権
の
譲
渡
を
受
け
る
が
（
明
治

三
八
年
九
月
五
日
調
印
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
五
条
）、
そ
の
効
力
発
生
の
た
め
に
は
清
国
の
承
諾
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
関
東
州
が
外
地
と

な
る
の
は
、
南
樺
太
よ
り
後
（
明
治
三
八
年
一
二
月
二
二
日
調
印
「
満
州
ニ
関
ス
ル
条
約
」
以
降
）
の
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
上
記
明
治
三

〇
年
ロ
シ
ア
と
清
国
の
間
に
結
ば
れ
た
租
借
条
約
の
一
条
に
は
、

こ
の
租
借
行
為
は
、
清
国
皇
帝
陛
下
の
該
地
に
対
す
る
主
権
を
何
ら
侵

害
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
同
地
域
の
主
権
は
あ
く
ま
で
も
清
国
に
あ
る
点
が
、
他
の
外
地
と
異
な
る
。

一
方
、
内
地
法
の
適
用
排
除
に
関
し
て
は
、
台
湾
や
樺
太
の
よ
う
な
法
律
（

台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」

樺
太
ニ
施
行

ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」）
は
制
定
さ
れ
ず
、
勅
令
レ
ベ
ル
で
処
理
さ
れ
た
（
明
治
三
九
年
八
月
一
日
勅
令
第
二
〇
八
号
「
関
東
州
ニ

於
ケ
ル
諸
般
ノ
成
規
ニ
関
ス
ル
件
」、
明
治
四
一
年
九
月
二
四
日
勅
令
第
二
一
三
号
「
関
東
州
裁
判
事
務
取
扱
令
」）。

な
お
、
関
東
州
の
統
治
機
構
は
、
当
初
の
関
東
都
督
府
（
明
治
三
九
年
八
月
一
日
勅
令
第
一
九
六
号
）
か
ら
、
大
正
八
年
に
軍
事
部
門
に

つ
き
新
設
の
関
東
軍
が
分
離
し
て
関
東
庁
に
改
組
さ
れ
（
大
正
八
年
四
月
一
二
日
勅
令
第
九
四
号
）、
さ
ら
に
、
満
州
国
成
立
後
の
昭
和
九

年
に
関
東
局
に
改
組
さ
れ
た
（
昭
和
九
年
一
二
月
二
六
日
勅
令
第
三
四
八
号
）。

１

裁
判
所

『
関
東
局
施
政
三
十
年
史
』
は
、
関
東
州
の
司
法
制
度
の
変
遷
を
、
⑴
軍
政
時
代
（
明
治
三
八
年
一
月
〜
八
月
）、
⑵
司
法
委
員
時
代
（
明

治
三
八
年
八
月
〜
三
九
年
六
月
）、
⑶
審
理
所
時
代
（
明
治
三
九
年
七
月
〜
八
月
）、
⑷
関
東
都
督
府
法
院
令
に
よ
る
二
審
制
時
代
（
明
治
三

九
年
九
月
〜
四
一
年
九
月
）、
⑸
関
東
州
裁
判
令
に
よ
る
二
審
制
時
代
（
明
治
四
一
年
一
〇
月
〜
大
正
一
三
年
一
二
月
）、
⑹
大
正
一
三
年
関

（法政研究79-３- ）230 438
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東
州
裁
判
令
改
正
後
の
三
審
制
時
代
（
大
正
一
三
年
一
二
月
〜
昭
和
二
〇
年
八
月
）
の
六
期
に
分
け
て
お
り
、
戦
後
の
外
務
省
『
外
地
法
制

誌
』
の
区
分
も
同
書
に
依
拠
し
て
い
る20

）。

⑴

遼
東
守
備
軍
・
合
囲
地
裁
判
所
｜
｜
日
露
戦
争
時
代
の
関
東
州
の
統
治
は
、
第
二
軍
↓
第
三
軍
↓
遼
東
守
備
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
た
が
、
明
治
三
八
年
一
月
一
日
遼
東
守
備
軍
行
政
規
則
（
軍
令
）
に
よ
り
、
合
囲
地
裁
判
所
が
占
領
地
の
日
本
国
民
に
対
す
る
裁
判
事
務

を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
（
合
囲
地
裁
判
所
の
み
の
一
審
制
）。

⑵

関
東
州
民
政
署
・
司
法
委
員
｜
｜
そ
の
後
は
、
明
治
三
八
年
五
月
八
日
勅
令
第
一
五
六
号
「
占
領
地
民
政
署
職
員
ニ
関
ス
ル
件
」
に

基
づ
い
て
同
年
六
月
二
三
日
設
置
さ
れ
た
「
関
東
州
民
政
署
」

満
州
軍
総
兵
站
監
の
直
属
部
署
）
の
「
司
法
委
員
」
が
占
領
地
の
裁
判
事

務
を
担
当
し
た
。
裁
判
は
、
民
事
・
刑
事
と
も
原
則
と
し
て
一
審
制
で
、
地
方
の
法
規
・
慣
習
の
ほ
か
、
日
本
法
が
参
酌
準
用
さ
れ
た
。

⑶

関
東
総
督
府
・
（
関
東
州
民
政
署
）
審
理
所
｜
｜
明
治
三
八
年
一
一
月
一
七
日
満
州
軍
総
司
令
官
直
属
部
署
と
し
て
設
置
さ
れ
た
関

東
総
督
府
は
、
翌
明
治
三
九
年
六
月
二
六
日
関
東
総
督
府
令
第
五
号
「
関
東
州
審
理
所
条
例
」
・
第
六
号
「
関
東
州
刑
事
審
理
規
則
」
・
第

七
号
「
関
東
州
刑
事
審
理
規
則
」
・
第
八
号
「
関
東
州
刑
罰
令
」
を
制
定
し
、
上
記
関
東
州
民
政
署
の
下
に
「
審
理
所
」
が
設
置
さ
れ
て
、

そ
れ
ま
で
の
司
法
委
員
に
代
わ
っ
て
民
事
・
刑
事
の
裁
判
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
審
理
所
は
始
審
部
と
覆
審
部
の
二
部
か
ら
な
り
、
始
審

部
は
審
理
官
一
名
の
単
独
制
、
覆
審
部
は
審
理
官
三
名
の
合
議
制
で
、
覆
審
部
が
始
審
部
の
裁
判
に
対
す
る
上
訴
を
担
当
す
る
二
審
制
で
あ

る
。⑷

関
東
都
督
府
法
院
｜
｜
だ
が
、
そ
の
二
か
月
後
の
明
治
三
九
年
八
月
一
日
の
関
東
都
督
府
の
設
置
と
同
日
付
で
関
東
都
督
府
法
院
令

が
公
布
さ
れ
る
（
同
日
勅
令
第
一
九
八
号
）。
同
令
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
法
院
は
、
関
東
総
督
に
直
属
し
、
地
方
法
院
・
高
等
法
院
各
一
個

所
に
分
か
れ
る
（
た
だ
し
、
関
東
都
督
は
必
要
に
応
じ
て
出
張
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
）。
裁
判
官
は
台
湾
同
様
「
判
官
」
と
称
し
、

地
方
法
院
は
判
官
一
人
の
単
独
制
で
、
す
べ
て
の
事
件
の
始
審
を
担
当
し
、
高
等
法
院
は
判
官
三
人
の
合
議
制
で
、
終
審
と
し
て
地
方
法
院

の
行
っ
た
裁
判
に
対
す
る
上
訴
を
審
理
す
る
二
審
制
で
あ
る
。
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⑸

関
東
都
督
府
法
院
・
関
東
都
督
府
民
政
署
長
｜
｜
し
か
し
、
そ
の
二
年
後
の
明
治
四
一
年
九
月
二
四
日
勅
令
第
二
一
二
号
「
関
東
州

裁
判
令
」
は
、
法
院
の
裁
判
権
限
の
う
ち
軽
微
な
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
民
政
署
長
が
担
当
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一

審
の
裁
判
管
轄
は
、
民
政
署
長
と
地
方
法
院
と
に
分
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
上
訴
は
高
等
法
院
が
担
当
す
る

二
審
制
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
関
東
州
の
統
治
機
関
が
関
東
都
督
府
か
ら
関
東
庁
に
改
め
ら
れ
た
大
正
八
年
、
関
東
州
裁
判
令
も
改
正
さ
れ
て
（
大
正
八
年
六

月
五
日
勅
令
第
二
七
二
号
）、
民
政
署
長
に
よ
る
裁
判
は
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て
の
事
件
は
再
び
法
院
の
管
轄
へ
と
復
帰
し
た
（
な
お
、
同
勅

令
は
、
法
院
の
名
称
を
「
関
東
庁
高
等
法
院
」

関
東
庁
地
方
法
院
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
改
正
勅
令
は
、
単
に
「
高
等
法
院
」

「
地
方
法
院
」
と
だ
け
指
称
し
て
い
る
）。

さ
ら
に
、
翌
大
正
九
年
に
は
、
判
官
一
人
の
単
独
制
で
あ
っ
た
地
方
法
院
に
つ
き
、
訴
額
が
一
定
以
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
判
官
三
人
の

合
議
制
と
な
っ
た
（
大
正
九
年
一
一
月
二
〇
日
勅
令
第
五
四
三
号
）。
台
湾
総
督
府
法
院
が
前
年
に
行
っ
た
改
正
（
大
正
八
年
八
月
八
日
律

令
第
四
号
）
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

⑹

地
方
法
院
・
高
等
法
院
（
覆
審
部
・
上
告
部
）
｜
｜
と
こ
ろ
で
、
台
湾
総
督
府
法
院
は
、
右
大
正
八
年
改
正
の
際
に
、
高
等
法
院
を

覆
審
部
と
上
告
部
に
分
け
る
三
審
制
を
採
用
し
て
い
た
。
関
東
州
に
お
い
て
同
様
の
三
審
制
が
採
用
さ
れ
る
の
は
、
台
湾
に
遅
れ
る
こ
と
五

年
後
の
大
正
一
三
年
改
正
に
よ
っ
て
で
あ
り
（
大
正
一
三
年
一
二
月
二
五
日
勅
令
第
四
六
五
号
）、
台
湾
と
同
様
、
高
等
法
院
に
覆
審
部
と

上
告
部
が
設
け
ら
れ
、
上
告
部
が
終
審
と
し
て
覆
審
部
の
裁
判
に
対
す
る
上
告
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
台
湾
の
高
等
法
院
の
覆
審

部
が
判
官
三
人
の
合
議
制
、
上
告
部
が
判
官
五
人
の
合
議
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
関
東
州
の
高
等
法
院
は
、
覆
審
部
・
上
告
部
と
も
判
官

三
人
の
合
議
制
で
あ
る
。

ま
た
、
台
湾
の
地
方
法
院
は
、
昭
和
二
年
に
単
独
部
と
合
議
部
に
分
か
れ
、
合
議
部
は
単
独
部
の
裁
判
に
対
す
る
控
訴
を
担
当
す
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
関
東
州
の
地
方
法
院
に
お
け
る
単
独
制
・
合
議
制
の
別
は
、
こ
の
よ
う
な
審
級
関
係
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
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２

弁
護
士

一
方
、
弁
護
士
に
関
し
て
は
、
明
治
四
一
年
の
関
東
州
裁
判
令
の
制
定
と
同
日
付
に
て
「
関
東
州
弁
護
士
令
」
が
制
定
さ
れ
（
明
治
四
一

年
九
月
二
四
日
勅
令
第
一
二
四
号
）、
当
初
よ
り
内
地
の
弁
護
士
法
（
明
治
二
六
年
三
月
四
日
法
律
第
七
号
）
が
依
用
さ
れ
た
（
同
勅
令
一

条
「
弁
護
士
ニ
関
シ
テ
ハ
弁
護
士
法
ニ
依
ル
」）。

そ
の
後
、
内
地
の
弁
護
士
法
が
昭
和
八
年
に
大
改
正
さ
れ
た
の
を
受
け
（
昭
和
八
年
五
月
一
日
法
律
第
五
三
号
）、
関
東
州
弁
護
士
令
も

昭
和
一
一
年
二
月
二
六
日
勅
令
第
一
六
号
を
も
っ
て
全
面
改
正
さ
れ
、
条
文
も
内
地
法
の
依
用
に
よ
ら
ず
に
個
別
具
体
的
な
規
定
を
設
置
す

る
仕
方
へ
と
改
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
お
お
む
ね
内
地
の
改
正
弁
護
士
法
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
内
地
の
昭
和
八
年
改
正
弁
護
士
法

に
お
い
て
は
、
新
た
に
弁
護
士
会
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
、
関
東
州
に
関
し
て
は
一
弁
護
士
会
の
設
置
の
み
が
認
め
ら
れ
た
（
上

記
改
正
勅
令
二
三
条
）。
ち
な
み
に
、
こ
の
改
正
の
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
関
東
局
施
政
三
十
年
史
』

昭
和
一
一
年
九
月
二
五
日
印
刷
・
一

〇
月
一
日
発
行
）
二
四
九
頁
に
よ
れ
ば
、

弁
護
士
会
は
大
連
に
会
員
六
十
余
名
を
有
す
る
関
東
州
弁
護
士
会
あ
る
の
み
で
あ
る
」。

３

判
例
集

関
東
州
に
関
し
て
は
、
法
院
が
直
接
編
纂
に
携
わ
っ
た
公
式
の
判
例
集
は
、
筆
者
が
知
る
限
り
で
は
、
関
東
都
督
府
時
代
の
以
下
の
一
点

の
み
で
あ
る
。

①

関
東
都
督
府
高
等
法
院
（
編
纂
）『
関
東
都
督
府
高
等
法
院
民
、
刑
事
判
決
例
』

非
売
品
、
一
九
一
五
年
）

筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫
蔵
本
（
請
求
記
号
ヨ324

0081

）
で
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で

閲
覧
可
能
で
あ
る
。
以
下
、
書
誌
事
項
を
摘
記
す
れ
ば
、
⑴
冒
頭
に
「
正
誤
」
が
貼
付
さ
れ
た
後
、
⑵
表
紙
に
は
「
関
東
都
督
府
高
等
法
院

民
、
刑
事
判
決
例
」
と
だ
け
あ
り
、
⑶
「
凡
例
」

全
二
頁
）
に
は
、

一
、
本
書
ハ
明
治
三
十
九
年
九
月
関
東
都
督
府
法
院
開
設
以
後
大
正
二
年
十
二
月
末
日
ニ
至
ル
間
ノ
高
等
法
院
ニ
於
ケ
ル
民
事
、
刑
事
ノ
判
決
及
ヒ
抗

告
決
定
中
ヨ
リ
抜
萃
彙
集
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
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一
、
判
決
ハ
判
決
例
ト
シ
テ
掲
ケ
タ
ル
要
旨
ニ
関
係
セ
ル
理
由
ノ
部
分
ヲ
摘
録
シ
其
余
ノ
民
事
ノ
事
実
及
ヒ
刑
事
ノ
証
拠
ニ
関
ス
ル
説
明
ハ
之
レ
ヲ
省

略
シ
タ
リ

一
、
…
…
〔
以
下
略
〕
…
…

と
あ
る
。
続
い
て
⑷
「
民
事
判
決
要
旨
目
録
」

一
〜
三
五
頁
）
・
「
刑
事
判
決
要
旨
目
録
」

三
七
〜
四
八
頁
）
の
後
、
⑸
「
民
事
」
の

表
紙
、
⑹
「
明
治
四
十
年
」
の
表
紙
に
続
い
て
、
判
例
（
最
初
の
判
例
は
「
家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
明
治
四
十
年
二
月
十
四
日
判
決
）」
が

一
頁
か
ら
始
ま
る
（
〜
五
四
頁
）。
続
く
⑺
「
明
治
四
十
一
年
」
の
表
紙
頁
（
五
五
頁
）、
判
例
頁
（
五
六
頁
）
の
間
の
空
白
頁
に
つ
い
て
は
、

頁
数
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
（
〜
七
六
頁
）。
そ
の
後
に
は
、
⑻
「
関
東
州
裁
判
事
務
取
扱
令
施
行
後
ニ
属
ス
ル
分
」

こ
の
表
紙

も
頁
数
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
）
の
判
例
（
七
七
〜
八
二
頁
）、
⑼
「
明
治
四
十
二
年
」
の
判
例
（
八
三
〜
一
三
八
頁
）、

「
明

治
四
十
三
年
」
の
判
例
（
一
三
九
〜
一
六
九
頁
）、

「
明
治
四
十
四
年
」
の
判
例
（
一
七
一
〜
一
九
三
頁
）、

「
明
治
四
十
五
年
・
大
正

元
年
」
の
判
例
（
一
九
五
〜
二
五
三
頁
）、

「
大
正
二
年
」
の
判
例
（
二
五
五
〜
二
七
二
頁
）
に
続
い
て
、

「
刑
事
」
の
表
紙
、

「
明
治
三
十
九
・
四
十
年
」
の
判
例
（
通
頁
で
二
七
三
〜
二
八
二
頁
）、

「
明
治
四
十
一
年
」
の
判
例
（
二
八
三
〜
二
八
九
頁
）、

「
明

治
四
十
二
年
」
の
判
例
（
二
九
一
〜
三
〇
六
頁
）、

「
明
治
四
十
三
年
」
の
判
例
（
三
〇
七
〜
三
三
九
頁
）、

「
明
治
四
十
四
年
」
の
判

例
（
三
四
一
〜
三
七
九
頁
）、

「
明
治
四
十
五
年
・
大
正
元
年
」
の
判
例
（
三
八
一
〜
三
九
二
頁
）、

「
大
正
二
年
」
の
判
例
（
三
九
三

〜
三
九
八
頁
）、
そ
の
後
に
続
く

奥
付
に
は
「
大
正
四
年
五
月
一
日
印
刷
」

大
正
四
年
五
月
五
日
発
行
」

非
売
品
）」

関
東
都
督
府
高

等
法
院
編
纂
」

印
刷
人

大
連
市
東
公
園
町
十
七
番
地

嶺
田
嘉
三
」

印
刷
所

大
連
市
東
公
園
町
十
七
番
地

株
式
会
社
満
州
日
日
新

聞
社
」
と
あ
る
。

同
書
の
ほ
か
に
、
関
東
都
督
府
時
代
（
明
治
三
九
〜
大
正
八
年
）
↓
関
東
庁
時
代
（
大
正
八
〜
昭
和
九
年
）
↓
関
東
局
時
代
（
昭
和
九

〜
二
〇
年
）
を
通
じ
て
、
法
院
（
高
等
法
院
）
編
纂
に
か
か
る
判
例
集
を
、
筆
者
は
知
ら
な
い
。

た
だ
し
、
関
東
庁
時
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
。
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②

南
満
州
鉄
道
株
式
會
社
総
務
部
資
料
課
（
編
輯
）『

満
鉄
調
査
資
料
・
第
一
六
五
編
）
関
東
庁
ノ
法
廷
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
支
那
ノ
民
事

慣
習
彙
報
（
上
巻
）

下
巻
）』

南
満
州
鉄
道
総
務
部
資
料
課
、
一
九
三
四
年
）

③

大
連
地
方
法
院
（
編
）『
麻
酔
剤
取
締
規
則
違
反
並
贈
収
賄
被
告
事
件
公
判
調
書
』

一
九
三
一
年
）

④

関
東
庁
高
等
法
院
覆
審
部
（
編
）『
麻
酔
剤
取
締
規
則
違
反
被
告
事
件
第
二
、
三
回
公
判
速
記
（
昭
和
七
年
四
月
五
月
）』

一
九
三

二
年
）

⑤

関
東
庁
高
等
法
院
覆
審
部
（
編
）『
麻
酔
剤
取
締
規
則
違
反
被
告
事
件
第
二
審
公
判
速
記
』

一
九
三
二
年
）

こ
の
う
ち
、
昭
和
九
年
刊
行
の
②
の
冒
頭
に
は
、

本
書
ハ
満
洲
ニ
於
ケ
ル
旧
支
那
人
間
ノ
慣
習
ヲ
確
実
ナ
ル
文
献
タ
ラ
シ
ム
ル
為
筒
井

雪
郎
〔
‖
関
東
庁
高
等
法
院
覆
審
部
長
〕、
松
本
侠
〔
‖
満
州
国
法
制
局
参
事
官
〕、
山
田
弘
之
〔
‖
満
州
国
司
法
部
事
務
官
兼
法
制
局
参
事

官
〕
ノ
三
氏
ニ
嘱
シ
関
東
庁
始
政
以
来
今
日
ニ
至
ル
迄
三
十
年
間
ニ
於
テ
関
東
庁
地
方
法
院
、
同
庁
高
等
法
院
、
同
庁
臨
時
土
地
調
査
部
委

員
会
ノ
記
録
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
慣
習
ヲ
細
大
漏
ラ
サ
ス
集
録
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
あ
っ
て
、
判
決
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

一
方
、
③
・
④
・
⑤
は
い
ず
れ
も
最
高
裁
判
所
図
書
館
所
蔵
の
裁
判
資
料
で
あ
る
が
、
現
物
は
未
見
で
あ
る
。

な
お
、
関
東
局
時
代
の
戦
時
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
民
間
判
例
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

⑥

川
畑
源
一
郎
（
編
）『
満
洲
に
於
け
る
慣
習
並
特
殊
事
情
よ
り
見
た
る
判
例
集
（

法
律
時
報
」
奉
祝
紀
元
二
六
〇
〇
年
特
集
号
附

録
）』

法
律
時
報
社
、
序
・
一
九
四
〇
年
）

⑦

川
畑
源
一
郎
（
編
）『
関
東
高
等
法
院
上
告
部
判
例
集
（
第
一
部
）

第
二
部
）』

法
律
時
報
社
、
一
九
四
三
年
）

い
ず
れ
も
稀

本
で
、
筆
者
は
実
見
し
て
い
な
い
。
な
お
、
編
者
の
川
畑
源
一
郎
は
関
東
高
等
法
院
の
上
告
部
判
官
で
、
高
等
法
院
内
で

は
、
覆
審
部
部
長
よ
り
上
席
の
、
院
長
（
‖
上
告
部
部
長
）
に
次
ぐ
ナ
ン
バ
ー
２
で
あ
る21

）。

４

法
律
雑
誌

一
方
、
⑥
・
⑦
の
版
元
の
「
法
律
時
報
社
」
は
大
連
の
出
版
社
で
、
⑥
の
書
誌
事
項
か
ら
す
れ
ば
「
法
律
時
報
」
な
る
雑
誌
を
刊
行
し
て
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い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
追
跡
で
き
て
い
な
い22

）。

そ
の
他
、
法
院
関
係
者
あ
る
い
は
弁
護
士
会
の
機
関
誌
に
関
し
て
も
、
そ
の
存
在
は
目
下
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
一
方
、
内

地
の
法
律
雑
誌
に
関
し
て
い
え
ば
、
法
律
新
聞
に
は
、

大
連
通
信
」
な
る
記
事
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る23

）。

（
四
）
朝
鮮

以
上
の
関
東
州
租
借
地
に
対
し
て
、
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
の
司
法
制
度
に
関
す
る
研
究
は
、
台
湾
と
並
ん
で
、
非
常
に
進
ん
で
い
る24

）。

１

裁
判
所

⑴

統
監
府
法
務
院
・
理
事
庁
の
二
審
制
｜
｜
日
露
戦
争
中
の
明
治
三
七
年
二
月
二
三
日
第
一
次
日
韓
協
約
の
後
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
後

の
明
治
三
八
年
一
一
月
一
七
日
第
二
次
日
韓
協
約
に
よ
り
韓
国
を
事
実
上
の
保
護
国
化
し
た
日
本
は
、
同
条
約
三
条
（

日
本
国
政
府
ハ
其

代
表
者
ト
シ
テ
韓
国
皇
帝
陛
下
ノ
闕
下
ニ
一
名
ノ
統
監
（
レ
ヂ
デ
ン
ト
、
ゼ
ネ
ラ
ル
）
ヲ
置
ク
」）
に
基
づ
い
て
統
監
府
お
よ
び
理
事
庁
を

設
置
（
明
治
三
八
年
一
二
月
二
一
日
勅
令
第
二
六
七
号
）、
翌
明
治
三
九
年
六
月
二
六
日
法
律
第
五
六
号
「
韓
国
ニ
於
ケ
ル
裁
判
事
務
ニ
関

ス
ル
法
律
」
に
よ
り
、
理
事
庁
を
始
審
と
し
、
同
日
勅
令
第
一
六
四
号
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
統
監
府
法
務
院
が
終
審
と
し
て
上
訴
を
管
轄
す

る
二
審
制
が
導
入
さ
れ
た
。
理
事
庁
は
理
事
官
ま
た
は
副
理
事
官
一
人
の
単
独
制
、
統
監
府
法
務
院
は
評
定
官
三
人
の
合
議
制
で
あ
る
。

⑵

裁
判
所
構
成
法
（
韓
国
）
に
基
づ
く
四
裁
判
所
三
審
制
｜
｜
翌
明
治
四
〇
年
七
月
二
四
日
締
結
の
第
三
次
日
韓
協
約
は
、
日
韓
両
国

人
を
も
っ
て
組
織
す
る
日
本
型
の
裁
判
制
度
の
設
置
を
定
め
、
こ
れ
を
受
け
て
隆
煕
元
年
（
一
九
〇
七
年
‖
明
治
四
〇
年
）
一
二
月
一
三
日

法
律
第
八
号
「
裁
判
所
構
成
法
」
が
制
定
さ
れ
て
、
日
本
と
同
様
、
大
審
院
・
控
訴
院
・
地
方
裁
判
所
・
区
裁
判
所
の
四
階
級
の
裁
判
所
が

設
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
日
本
は
、
区
裁
判
所
を
始
審
と
す
る
裁
判
に
つ
い
て
は
終
審
が
控
訴
院
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
で
は
、
大
審

院
が
す
べ
て
の
裁
判
に
つ
い
て
上
告
を
担
当
し
た
。
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⑶

統
監
府
裁
判
所
令
に
基
づ
く
四
裁
判
所
三
審
制
｜
｜
だ
が
、
明
治
四
二
年
七
月
一
二
日
調
印
「
韓
国
司
法
及
監
獄
事
務
委
託
ニ
関
ス

ル
覚
書
」
に
よ
り
、
韓
国
政
府
は
そ
の
司
法
事
務
・
監
獄
事
務
を
日
本
政
府
に
委
託
す
る
旨
が
協
定
さ
れ
、
韓
国
は
二
年
前
に
設
置
し
た
上

記
⑵
の
裁
判
所
を
廃
止
す
る
一
方
、
日
本
は
明
治
四
二
年
一
〇
月
一
八
日
勅
令
第
二
三
六
号
「
統
監
府
裁
判
所
令
」
を
制
定
し
て
、
区
裁
判

所
・
地
方
裁
判
所
・
控
訴
院
・
高
等
法
院
の
四
裁
判
所
か
ら
な
る
統
監
府
裁
判
所
を
設
置
し
た
。
先
の
⑵
韓
国
裁
判
所
と
の
違
い
は
、
日
本

と
同
様
、
区
裁
判
所
が
始
審
の
裁
判
に
つ
い
て
は
控
訴
院
が
終
審
と
な
る
点
で
あ
る
。
な
お
、
区
裁
判
所
は
判
事
一
人
の
単
独
制
、
地
方
裁

判
所
と
控
訴
院
は
判
事
三
人
の
合
議
制
、
高
等
法
院
は
判
事
四
人
の
合
議
制
と
さ
れ
た
。

⑷

朝
鮮
総
督
府
裁
判
所
令
に
基
づ
く
三
裁
判
所
三
審
制
｜
｜
翌
明
治
四
三
年
八
月
二
二
日
調
印
の
日
韓
併
合
条
約
に
よ
り
、
韓
国
は
日

本
の
四
番
目
の
外
地
・
朝
鮮
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
外
地
法
令
法
の
制
定
は
間
に
合
わ
ず
、
同
日
緊
急
勅
令
を
も
っ
て
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ

キ
法
令
ニ
関
ス
ル
件
」

明
治
四
三
年
八
月
二
九
日
（
緊
急
）
勅
令
第
三
二
四
号
）
が
発
出
さ
れ
た
後
、
翌
明
治
四
四
年
三
月
二
五
日
に
法

律
第
三
〇
号
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」

法
律
第
三
〇
号
）
の
制
定
を
見
る
こ
と
と
な
る
。

従
来
の
統
監
府
に
代
わ
っ
て
朝
鮮
総
督
府
が
設
立
さ
れ
る
の
も
明
治
四
三
年
九
月
三
〇
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
（
勅
令
第
三
五
四
号
「
朝

鮮
総
督
府
官
制
」）、
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て
も
従
前
の
「
統
監
府
裁
判
所
」
の
呼
称
を
「
朝
鮮
総
督
府
裁
判
所
」
に
名
称
変
更
し
た
だ
け

で
、
組
織
構
造
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
承
継
し
た
。

だ
が
、
他
の
外
地
の
司
法
機
構
が
当
時
い
ず
れ
も
二
裁
判
所
構
成
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
内
地
と
同
じ
四
裁
判
所
構
成
は
、
い
か
に
も

大
作
り
に
過
ぎ
た25

）。
そ
こ
で
、
明
治
四
五
年
三
月
一
八
日
制
令
第
四
号
を
も
っ
て
朝
鮮
総
督
裁
判
所
令
を
改
正
し
、
裁
判
所
の
種
類
は
地
方

法
院
・
覆
審
法
院
・
高
等
法
院
の
三
種
に
減
じ
ら
れ
、
地
方
法
院
を
訴
額
の
多
寡
に
よ
り
単
独
制
と
判
事
三
人
の
合
議
制
と
に
分
け
る
変
更

が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
覆
審
法
院
は
従
来
通
り
判
事
三
人
の
合
議
制
で
あ
る
が
、
高
等
法
院
は
判
事
五
人
の
合
議
制
と
さ
れ
た
。

以
後
、
終
戦
に
至
る
ま
で
、
こ
の
組
織
機
構
に
根
本
的
な
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
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２

弁
護
士

一
方
、
弁
護
士
に
関
し
て
は
、
韓
国
併
合
に
伴
う
朝
鮮
総
督
府
・
朝
鮮
総
督
府
裁
判
所
へ
の
移
行
の
年
で
あ
る
明
治
四
三
年
一
二
月
一
五

日
に
「
弁
護
士
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
弁
護
士
に
な
れ
る
の
は
、
内
地
の
弁
護
士
法
に
基
づ
く
弁
護
士
、
朝
鮮
人
弁
護
士
試
験
の
合
格
者
、

旧
韓
国
裁
判
所
・
旧
統
監
府
裁
判
所
・
朝
鮮
総
督
府
裁
判
所
の
判
事
・
検
事
な
ら
び
に
旧
韓
国
の
弁
護
士
で
あ
っ
た
朝
鮮
人
で
あ
る26

）。

し
か
し
、
翌
明
治
四
四
年
六
月
一
五
日
に
は
制
令
第
八
号
「
訴
訟
代
理
業
者
ニ
関
ス
ル
件
」
が
発
出
さ
れ
、
理
事
庁
理
事
官
の
許
可
を
得

て
訴
訟
代
理
業
を
行
っ
て
い
た
者
は
、
当
分
の
間
は
当
該
理
事
庁
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
お
よ
び
管
内
の
区
裁
判
所
に
お
い
て
訴

訟
代
理
業
を
許
し
た
。

そ
の
後
、
大
正
八
年
五
月
二
六
日
制
令
第
一
三
号
「
訴
訟
代
理
業
者
ニ
弁
護
士
タ
ル
ノ
資
格
附
与
ニ
関
ス
ル
件
」

同
日
施
行
）
は
、
訴

訟
代
理
権
の
弁
護
士
へ
の
限
定
を
前
提
に
、
訴
訟
代
理

業
者
に
対
し
、
三
〇
日
以
内
に
朝
鮮
総
督
に
対
す
る
申

請
・
認
可
を
受
け
て
弁
護
士
名
簿
に
登
録
さ
れ
れ
ば
、

弁
護
士
た
る
地
位
を
付
与
す
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
八
年
内
地
の
弁
護
士
法
の
全
面
改
正

（
昭
和
八
年
五
月
一
日
法
律
第
五
三
号
）
を
受
け
て
、

台
湾
や
関
東
州
と
同
様
、
従
前
の
弁
護
士
規
則
を
全
部

改
正
し
た
「
朝
鮮
弁
護
士
令
」
が
昭
和
一
一
年
四
月
一

七
日
制
令
第
四
号
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
る
。

な
お
、
明
治
四
四
年
〜
昭
和
一
七
年
の
朝
鮮
の
弁
護

士
数
は
下
表
に
掲
記
し
た
ご
と
く
で
あ
り27

）、
内
地
人
弁

内地人 朝鮮人 計

明治44（1911）年 37 59 96

大正元（1912）年 50 73 123

大正８（1919）年 90 97 187

大正13（1920）年 135 154 289

昭和６（1931）年 156 210 366

昭和７（1932）年 163 208 371

昭和８（1933）年 165 207 372

昭和９（1934）年 169 209 378

昭和10（1935）年 172 217 389

昭和11（1936）年 145 206 351

昭和12（1937）年 145 200 345

昭和13（1938）年 147 196 343

昭和14（1939）年 147 205 352

昭和15（1940）年 152 203 355

昭和16（1941）年 150 208 358

昭和17（1942）年 147 214 361
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護
士
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
人
弁
護
士
と
日
本
人
弁
護
士
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
弁
護
士
会
を
設
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
二
年
よ
り
開
催
さ
れ
た
全
鮮
弁
護

士
大
会
に
は
、
内
地
人
・
朝
鮮
人
両
弁
護
士
会
が
参
加
し
、
昭
和
六
年
一
一
月
一
五
日
開
催
の
第
五
回
大
邱
大
会
の
議
長
は
、
主
催
地
・
大

邱
弁
護
士
会
長
の
韓
奎
鏞
が
務
め
る
な
ど
、
非
常
に
和
気
藹
々
と
し
た
雰
囲
気
の
ご
と
く
見
受
け
ら
れ
る28

）。

３

判
例
集

朝
鮮
総
督
府
高
等
法
院
の
編
纂
に
か
か
る
公
式
判
例
集
『
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
』
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
四
年
（
一
二
月
二
九
日
）
よ

り
、
韓
国
・
大
法
院
所
属
の
法
院
図
書
館
（
‖
日
本
の
最
高
裁
判
所
図
書
館
に
相
応
す
る
）
か
ら
、
ハ
ン
グ
ル
と
の
対
訳
版
｜
｜
『

〔
国
訳
〕
高
等
法
院
判
決
録
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
て
い
る29

）。
日
本
語
原
本
も
合
冊
し
て
復
刻
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で
同
判
決
録
を
欠
本
な

く
収
蔵
す
る
機
関
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
の
研
究
と
の
関
係
で
も
非
常
に
価
値
の
高
い
文
献
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

残
念
な
こ
と
に
、
第
一
に
、
非
売
品
で
あ
る
（
と
き
お
り
韓
国
の
古
書
店
で
出
回
る
こ
と
が
あ
る
が
、
既
刊
分
を
全
巻
揃
い
で
販
売
し
て
い

る
例
に
は
遭
遇
し
な
い
）。
た
だ
し
、
既
刊
分
に
つ
い
て
は
、
法
院
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
《E

-B
o
o
k

》
形
式
で
の
閲
覧
が
で
き
る
の

で
（h

ttp
: //lib

ra
ry
.sco

u
rt.g

o
.k
r /

）、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ハ
ン
グ
ル
が
読
め
て
（
英
語
版
の
案
内
は
な
い
）
冊
子
体
に
拘
泥
し
な
い
人

な
ら
ば
、
か
え
っ
て
便
利
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
第
二
に
、
筆
者
が
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
九
月
段
階
で
、

全
三
〇
巻
三
六
冊
刊
行
予
定
の
う
ち
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
一
五
巻
ま
で
で
あ
り
、
翻
訳
・
出
版
作
業
は
、
よ
う
や
く
折
り
返
し
地
点
に

到
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
同
判
決
録
に
関
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
現
在
、
雄
松
堂
書
店
よ
り
全
巻
復
刻
の
作
業
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下

で
は
、
同
資
料
の
書
誌
事
項
に
関
し
て
少
々
詳
し
く
説
明
し
て
お
く
。

⑴

収
蔵
館

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
同
判
決
録
全
三
〇
巻
を
欠
本
な
く
揃
え
て
い
る
機
関
は
存
在
し
て
い
な
い
。
比
較
的
揃
っ
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て
い
る
の
は
、
東
京
大
学
の
社
会
科
学
研
究
所
と
東
洋
文
化
研
究
所
、
明
治
大
学
図
書
館
、
甲
南
大
学
図
書
館
、
九
州
国
際
大
学
図
書
館
の

五
館
で
あ
る
。

な
お
、O

P
A
C

で
検
索
す
る
限
り
、
国
立
国
会
図
書
館
は
全
巻
を
所
蔵
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
第
一
に
、
少
な
く
と

も
現
物
を
確
認
し
た
第
三
巻
ま
で
は
、
東
大
・
社
会
科
学
研
究
所
蔵
本
の
複
写
物
で
あ
り
、
第
二
に
、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
閲
覧

で
き
る
第
一
三
巻
〜
第
三
〇
巻
の
う
ち
（
た
だ
し
、
第
一
四
巻
だ
け
が
な
ぜ
か
閲
覧
で
き
な
い
）、
第
一
三
巻
〜
第
一
七
巻
は
、『
朝
鮮
高
等

法
院
判
決
録
』
で
は
な
く
し
て
、
朝
鮮
司
法
協
会
の
機
関
誌
「
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
」
の
各
号
後
半
の
判
例
収
録
部
分
を
解
体
↓
合
冊
し
た

も
の
で
あ
る
（
第
一
五
巻
末
尾
「

四
一
〇
）
七
〇
」
頁
に
は
〔
朝
鮮
司
法
協
会
の
〕

会
員
各
位
へ
」
の
記
事
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

第
一
七
巻
冒
頭
に
は
「
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
第
七
巻
（
自
第
一
号
至
第
十
二
号
）
総
目
録
」
の
表
紙
も
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
）。

一
方
、

朝
鮮
高
等
法
院
の
判
決
は
、

最
初
か
ら
で
は
な
い
が
）
司
法
協
会
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
判
決
録
と
し
て
ま
と
め
て
出
版
さ

れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
が30

）、
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、

司
法
協
会
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
判
例
が
『
高
等
法
院
判
決
録
』
に
掲
載
さ
れ

な
い
場
合
も
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
、

司
法
協
会
雑
誌
」
判
例
収
録
部
分
の
通

頁
と
、『
高
等
法
院
判
決
録
』
の
頁
数
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。

⑵

『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
』

右
の
点
に
関
し
て
は
、『
高
等
法
院
判
決
録
』
に
関
し
て
、
以
下
の
四
期
〔
Ⅰ
〕
〜
〔
Ⅳ
〕
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
朝
鮮
高
等
法
院

判
例
要
旨
類
集
』
を
用
い
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
Ⅰ
〕
①

朝
鮮
高
等
法
院
（
編
）『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
』

京
城
・
大
成
印
刷
社
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
）

②

朝
鮮
高
等
法
院
（
編
）『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
』

京
城
・
大
成
印
刷
社
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
）

③

朝
鮮
高
等
法
院
書
記
課
（
編
）『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
（
追
録
）』

京
城
・
帝
国
地
方
行
政
学
会
朝
鮮
本
部
、
昭
和

二
（
一
九
二
七
）
年
）

（法政研究79-３- ）240 448

論 説



〔
Ⅱ
〕
④

朝
鮮
高
等
法
院
（
編
）『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
』

京
城
・
帝
国
地
方
行
政
学
会
朝
鮮
本
部
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
）

〔
Ⅲ
〕
⑤

司
法
協
会
（
編
）『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
』

京
城
・
司
法
協
会
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
）

〔
Ⅳ
〕
⑥

司
法
協
会
（
編
）『
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
要
旨
類
集
』

京
城
・
司
法
協
会
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
）

こ
れ
ら
の
う
ち
〔
Ⅱ
〕
〜
〔
Ⅳ
〕
期
の
刊
本
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
・
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
閲
覧
で
き
る
の
で
、
試

み
に
大
正
一
五
年
か
ら
昭
和
五
年
に
か
け
て
の
高
等
法
院
判
決
（
た
と
え
ば
本
稿
〔
図
表
１
〕
の
判
例
【
22
】【
23
】【
24
】【
25
】【
28
】

【
29
】【
32
】）
に
つ
き
、
ま
ず
『
判
例
要
旨
類
集
』
を
用
い
て
確
認
し
た
『
判
決
録
』
の
巻
数
・
頁
数
に
つ
い
て
（『
判
決
録
』
一
三
巻
〜
一

七
巻
の
収
録
判
例
で
あ
る
）、
同
じ
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
『
判
決
録
』
一
三
巻
〜
一
七
巻
（
と
さ
れ
て
い
る
資
料
）
の
当
該
頁
を

開
い
て
み
る
と
よ
い
。
ま
っ
た
く
違
う
判
例
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
『
判
決
録
』
の
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
判
例
よ
り
も
三
年
古
い

判
例
に
行
き
当
た
る
の
は
、
同
資
料
が
『
判
決
録
』
で
は
な
く
「
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、『
判
例
要
旨
類
集
』
の
〔
Ⅲ
〕
期
目
で
あ
る
⑤
昭
和
一
二
年
版
に
は
、

附
録
」

一
一
四
一
頁
以
下
）
の
最
初
が
「
判
例
ト
シ
テ

発
表
以
外
ノ
高
等
法
院
判
決
」
に
な
っ
て
い
て
（
こ
の
附
録
は
〔
Ⅱ
〕
期
④
昭
和
五
年
版
・
〔
Ⅳ
〕
期
⑥
昭
和
一
八
年
版
に
は
存
在
し
な

い
）、
そ
の
冒
頭
注
記
に
は
「
判
例
ト
シ
テ
発
表
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
モ
参
考
ト
シ
テ
昭
和
十
一
年
一
月
以
来
司
法
協
会
雑
誌
ニ
発

表
セ
ラ
レ
タ
ル
高
等
法
院
判
決
ノ
要
旨
ヲ
摘
録
彙
集
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
司
法
協
会
雑
誌
ニ
発
表
セ
ラ
レ
タ
ル
高
等

法
院
判
決
」
の
中
に
は
、『
判
決
録
』
に
「
判
例
ト
シ
テ
発
表
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
」
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
日
韓
両
国
の
復
刻
事
業
に
対
し
て
は
、『
判
決
録
』
の
本
巻
三
〇
巻
の
ほ
か
に
、
上
記
『
判
例
要
旨
類
集
』

少
な
く
と
も
そ

の
最
後
の
版
で
あ
る
〔
Ⅳ
〕
期
⑥
昭
和
一
八
年
版
）
も
併
せ
て
復
刻
さ
れ
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
事
項
索
引
・
裁
判
年
月
日
索
引
と
し
て
非

常
に
便
利
で
あ
る
し
、
誤
っ
て
「
司
法
協
会
雑
誌
」
の
側
を
参
照
し
て
し
ま
う
危
険
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

（79-３- ）449 241
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⑶

異
本
問
題

も
っ
と
も
、
当
該
資
料
が
『
高
等
法
院
判
決
録
』
か
「
司
法
協
会
雑
誌
」
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
非
常
に
た
や
す
い
。
厄
介
な
の
は
、
同

じ
『
高
等
法
院
判
決
録
』
の
中
に
、
異
本
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
韓
国
側
の
作
業
は
非
常
に
お
お
ら
か
な
よ
う
で
、
明
治
大
学
所
蔵
の
韓
国
版
の
複
写
を
見
て
み
る
と
、
第
一
巻
の

日
本
語
原
典
表
紙
に
は
「
京
城
地
╱
方
法
院
╱
仁
川
支
庁
」
の
角
印
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
巻
に
は
単
な
る
「
裁
判
所
╱
図
書
印
」
の

角
印
が
あ
り
、
第
三
巻
に
は
さ
ら
に
異
な
る
角
印
（
複
写
が
不
鮮
明
で
読
み
取
れ
な
い
。W

eb

上
の
デ
ー
タ
も
同
様
）
が
あ
る
、
と
い
う

よ
う
に
、
底
本
の
旧
蔵
関
係
あ
る
い
は
現
在
の
所
蔵
館
に
つ
い
て
拘
泥
せ
ず
に
復
刻
・
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
録
に
は
、
少
な
く
と
も
分
冊
↓
合
綴
版
と
当
初
か
ら
の
合
冊
版
の
二
種
の
異
本
が
あ
る
。
両
者
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン

ト
は
表
紙
と
奥
付
で
あ
っ
て
、
毛
筆
で
「
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
」
と
だ
け
あ
る
表
紙
は
、
当
初
の
分
冊
時
代
の
表
紙
で
あ
り
、
ま
た
、
た

だ
単
に
「
著
作
権
所
有

高
等
法
院
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
印
刷
年
月
日
お
よ
び
発
行
年
月
日
が
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
奥
付
は
、
当
初
の
分
冊

時
代
の
奥
付
で
あ
る
。

た
と
え
ば
東
大
・
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
本
の
第
三
巻
は
、
⑴
刑
事
判
決
録
の
二
五
四
頁
の
次
に
⑵
い
っ
た
ん
上
記
日
付
な
し
の
奥
付
が
入

り
、
⑶
そ
の
裏
の
白
紙
頁
の
ノ
ド
の
部
分
に
は
「
高
等
法
院
書
記
課
編
纂
╱
…
…
（
判
読
不
能
）
…
…
」

大
正
五
年
一
月
十
九
日
印
刷
」

印
刷
兼
発
行
所

京
城
西
小
門
町

大
成
印
刷
社
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
⑷
次
頁
と
し
て
綴
じ
ら
れ
た
上
記
毛
筆
の
「
朝
鮮
高
等
法
院
判
決

録
」
の
表
紙
頁
の
ノ
ド
に
も
「
大
正
五
年
二
月
…
…
（
以
下
判
読
不
能
）
…
…
」
と
あ
る
。
同
様
に
、
九
州
国
際
大
学
蔵
本
の
第
五
巻
の
毛

筆
の
表
紙
頁
の
ノ
ド
に
も
「
大
正
八
年
四
月
五
日
発
行
（
毎
月
一
日
〔
回

〕
五
日
発
行
）」
と
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、
一
見
す
る
と
当
初
よ
り
一
巻
の
書
籍
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
蔵
書
に
関
し
て
も
、
毎
月
刊
行
の
分
冊
に
お
け
る

毛
筆
の
表
紙
と
奥
付
と
を
破
棄
し
た
う
え
編
綴
し
直
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
湧
く
。
た
と
え
ば
東
大
・
社
会
科
学
研
究
所
蔵
本

の
二
巻
の
表
紙
は
「
高
等
法
院
□
事
判
決
録
」
の
□
部
分
に
「
民
・
刑
」
の
手
書
き
の
付
箋
を
貼
っ
て
い
る
が
、
そ
の
下
に
は
お
そ
ら
く
分

論 説
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冊
版
の
「
民
」

刑
」
い
ず
れ
か
の
印
刷
文
字
が
隠
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
表
紙
に
は
、
や
は
り
手
書
き
で
「

完
全
）」
と
書

き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
か
。
三
巻
・
四
巻
・
五
巻
の
表
紙
に
も
同
様
に
「

完
全
）」
と
あ
る
が
、
七
巻
・
八
巻
に

は
「

完
全
）
只
索
引
ニ
不
備
ア
リ
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
巻
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ご
と
く
奥
付
が
存
在
し
て
い

な
い
。

毎
月
の
分
冊
の
表
紙
と
奥
付
を
除
去
し
て
一
冊
の
書
籍
に
合
綴
す
る
手
法
は
、
内
地
の
『
大
審
院
（
民
事
・
刑
事
）
判
決
録
』
や
、

法

律
評
論
」
な
ど
で
お
馴
染
み
の
方
式
で
あ
り
、
ま
た
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
手
に
取
る
『
大
審
院
（
民
事
・
刑
事
）
判
決
録
』
や
「
法
律
評

論
」
に
、
分
冊
を
合
綴
し
た
だ
け
の
も
の
と
、
そ
の
後
一
冊
の
本
と
し
て
新
た
に
作
ら
れ
た
二
種
が
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
周
知
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
合
冊
本
作
成
の
際
に
改
め
て
最
初
か
ら
植
字
を
し
直
し
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
分
冊
↓
合
綴

版
と
、
当
初
か
ら
の
合
冊
版
と
で
、
内
容
や
頁
数
に
違
い
が
出
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
念
の
た
め

両
者
を
対
照
し
て
相
違
個
所
が
な
い
か
を
確
認
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
結
論
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
同
書
の
異
本
問
題
に
、
筆
者
が
こ
こ
ま
で
神
経
質
に
な
る
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
稿
〔
図
表
１
〕
の
判

例
【
３
】
に
関
し
て
、『
高
等
法
院
判
決
録
』
に
つ
き
「
一
巻
民
事
二
七
七
頁
」
の
参
照
を
促
す
文
献
と
、

三
巻
五
五
五
頁
」
の
参
照
を
促

す
文
献
の
、
二
種
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
一
般
用O

P
A
C

（
‖
国
立
国
会
図
書
館

サ
ー
チ：

h
ttp
: //iss.n

d
l.g
o
.jp
/

）
で
「
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
」
を
検
索
す
る
と
、
金
祥
珠
「
韓
国
法
事
情
（
98
）
朝
鮮
高
等
法
院
判

決
録
の
ハ
ン
グ
ル
翻
訳
に
つ
い
て
」
と
並
ん
で
、

朝
鮮
高
等
法
院
大
正
五
年
五
月
九
日
判
決
の
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
『
朝
高
院
判
例
一

巻
民
事
二
七
七
ペ
ー
ジ
』
が
あ
る
か
ど
う
か
知
り
た
い
。」
と
の
質
問
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
項
目
の
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
開
く
と
、
国
会
図
書
館
側
の
き
わ
め
て
詳
細
な
回
答
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
日

本
で
最
も
腕
の
良
い
国
会
図
書
館
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
を
も
っ
て
し
て
も
、
本
件
の
カ
ル
テ
の
最
後
に
は
「
未
解
決
（U

n
reso

lv
ed

）」
と

あ
る
。『
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
』
と
い
う
書
物
は
、
書
誌
学
的
に
は
最
大
級
の
難
度
を
有
す
る
、
謎
に
包
ま
れ
た
文
献
と
い
わ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

４

法
律
雑
誌

と
こ
ろ
で
、『
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
』
が
稀

本
と
な
り
、
参
照
が
困
難
な
事
態
と
な
っ
た
の
は
、
終
戦
後
に
生
じ
た
事
柄
で
は
な
い
。

〔
図
表
１
〕
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
戦
前
の
判
例
の
多
く
も
『
判
決
録
』
を
参
照
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
、

朝
鮮
）
司
法
協
会
の
発
行
す
る
機
関
誌
「
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
」
↓
「
司
法
協
会
雑
誌
」
の
存
在
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

朝
鮮
）
司
法
協
会
は
、
大
正
九
年
朝
鮮
総
督
府
内
の
司
法
部
職
員
を
正
会
員
と
し
て
成
立
し
た
法
曹
団
体
で
あ
る
が
（
事
務
局
は
朝
鮮

総
督
府
法
務
局
内
に
置
か
れ
た
）、
他
の
総
督
府
職
員
も
準
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
（
こ
の
点
は
、
内
地
の
「
法
曹
会
」
と
ま
っ
た
く

同
様
で
あ
る
）。
大
正
一
一
年
一
月
よ
り
「
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
」
を
刊
行
し
、
同
年
八
月
に
は
法
人
と
な
る
。
一
方
、
同
誌
は
、
八
巻
一

二
号
（
一
九
二
九
年
一
二
月
）
刊
行
後
、
翌
昭
和
五
年
二
月
刊
行
の
九
巻
一
・
二
号
よ
り
誌
面
を
刷
新
し
て
司
法
協
会
「
司
法
協
会
雑
誌
」

と
な
る
が
、
同
号
冒
頭
の
「
本
誌
の
大
刷
新
に
就
い
て
」
に
は
、
刷
新
内
容
中
「
特
記
す
る
に
値
す
る
も
の
は
、
高
等
法
院
の
判
例
は
其
の

要
旨
を
掲
載
す
る
に
止
め
ず
、
同
院
の
発
行
す
る
判
決
録
其
の
も
の
を
、
本
誌
に
分
載
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
従
来
同
判

決
録
を
購
求
せ
し
方
は
、
別
に
之
を
求
む
る
の
要
な
く
、
然
ら
ざ
る
方
は
、
求
め
ず
し
て
之
を
得
ら
る
ゝ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

同
誌
に
つ
い
て
は
、
今
日
も
比
較
的
収
蔵
館
が
多
く
、
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
文
献
で
あ
る
一
方
で
、
前
記
『
高
等
法
院
判
決
録
』
が
稀

本

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
右
の
よ
う
な
編
集
方
針
を
採
用
し
た
「
司
法
協
会
雑
誌
」
に
シ
ェ
ア
を
奪
わ
れ
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、

同
誌
は
、
終
戦
の
年
（
昭
和
二
〇
年
）
の
二
月
号
（
二
四
巻
二
号
）
を
も
っ
て
廃
刊
し
た
。

（
五
）
南
洋
群
島

日
本
の
獲
得
し
た
最
後
の
外
地
で
あ
る
南
洋
群
島
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
り
ド
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イ
ツ
が
放
棄
し
た
赤
道
以
北
の
諸
群
島
に
つ
き
、
翌
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
一
二
月
一
七
日
に
国
際
連
盟
理
事
会
が
作
成
し
た
Ｃ
式
委
任

統
治
条
項
に
基
づ
き
、
日
本
の
統
治
下
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る31

）。
こ
の
委
任
統
治
の
法
的
性
質
に
関
し
て
は
、
後
の
国
際
連
合
に
お
け
る
信

託
統
治
と
同
様
、
見
解
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
が
、
台
湾
・
南
樺
太
・
朝
鮮
と
異
な
り
、
完
全
に
日
本
の
領
土
化
し
た
土
地
と
は
い

い
が
た
い
点
に
お
い
て
、
租
借
地
で
あ
る
関
東
州
と
状
況
は
似
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
点
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
後
の
昭
和
八
年
国
際
連
盟
脱
退
に
伴
い
、
委
任
統
治
の
根
拠
そ
の
も
の
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
問
題
と
な
る
が
、
脱
退
に
際
し
て
、
同
年
三
月
一
六
日
の
斉
藤
実
内
閣
の
閣
議
決
定
「
帝
国
の
国
際
連
盟
脱
退
後
の
南
洋
委
任
統
治
の

帰
趨
に
関
す
る
帝
国
政
府
の
方
針
決
定
方
の
件
」
は
、
今
後
と
も
南
洋
群
島
は
日
本
の
構
成
部
分
と
し
て
統
治
を
行
う
と
し
て
い
る
。

１

裁
判
所

⑴

臨
時
南
洋
防
備
隊
・
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令
に
基
づ
く
第
一
審
裁
判
庁
・
第
二
審
裁
判
庁
｜
｜
大
正
三
年
七
月
二
八
日
第
一
次

世
界
大
戦
勃
発
後
の
八
月
一
三
日
に
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
た
日
本
は
、
一
〇
月
七
日
に
は
ヤ
ッ
プ
島
・
ポ
ナ
ペ
島
、
同
月
一
二
日
に
は
ト

ラ
ッ
ク
島
を
無
血
占
領
し
、
一
二
月
二
八
日
内
令
第
四
〇
一
号
に
よ
り
、
海
軍
・
臨
時
南
洋
防
備
隊
に
よ
る
軍
政
が
開
始
さ
れ
た
。

同
隊
は
、
翌
大
正
四
年
一
〇
月
一
一
日
「
南
洋
群
島
刑
事
民
事
裁
判
令
」

臨
南
防
第
四
五
二
号
）
を
発
出
し
て
、
第
一
審
裁
判
庁
・
第

二
審
裁
判
庁
か
ら
な
る
二
審
制
の
裁
判
制
度
を
実
施
す
る
。
始
審
を
担
当
す
る
第
一
審
裁
判
庁
は
、
軍
政
庁
お
よ
び
そ
の
分
遣
庁
に
設
置
さ

れ
、
そ
の
守
備
隊
長
・
文
官
部
隊
長
ま
た
は
民
政
事
務
官
が
裁
判
官
と
な
る
単
独
制
が
と
ら
れ
た
。
一
方
、
終
審
の
第
二
審
裁
判
庁
は
、
防

備
隊
司
令
部
に
設
置
さ
れ
、
防
備
隊
参
謀
長
・
参
謀
一
名
・
民
政
顧
問
一
名
の
三
名
の
裁
判
官
に
よ
る
合
議
制
が
採
用
さ
れ
た
。

な
お
、
警
察
犯
に
関
し
て
は
、
翌
大
正
五
年
六
月
三
〇
日
に
「
南
洋
群
島
警
察
犯
処
罰
令
」

南
洋
群
島
民
政
令
第
九
号
）
が
発
出
さ
れ
、

軍
政
庁
長
お
よ
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
村
長
が
、
即
決
を
も
っ
て
拘
留
・
科
料
ま
た
は
一
月
未
満
の
労
役
を
科
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
大
正
七
年
七
月
一
日
防
備
隊
に
民
政
部
が
設
け
ら
れ
た
の
を
機
に
、
第
一
審
裁
判
庁
は
民
政
署
、
第
二
審
裁
判
庁
は
防
備
隊
民

政
部
に
移
管
さ
れ
、
第
一
審
裁
判
庁
の
裁
判
官
は
民
政
署
長
、
第
二
審
裁
判
庁
の
裁
判
官
は
民
政
部
事
務
官
二
名
が
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
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た
。⑵

南
洋
庁
裁
判
令
に
基
づ
く
南
洋
庁
法
院
｜
｜
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
後
の
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
条
項
を
受
け
、
委
任
統
治
の
た
め
の

機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
、
大
正
一
一
年
三
月
三
一
日
勅
令
第
一
〇
七
号
に
基
づ
く
南
洋
庁
で
あ
る
。
一
方
、
裁
判
制
度
に
関
し
て
も
、

同
日
付
で
「
南
洋
群
島
裁
判
令
」

勅
令
第
一
三
三
号
）
が
制
定
さ
れ
、
地
方
法
院
・
高
等
法
院
の
二
つ
か
ら
な
る
南
洋
庁
法
院
が
設
置
さ

れ
た
。
地
方
法
院
は
判
事
一
名
の
単
独
制
で
始
審
を
担
当
、
高
等
法
院
は
判
事
三
人
の
合
議
制
で
上
訴
を
終
審
と
し
て
担
当
す
る
二
審
制
で

あ
る
。

た
だ
し
、
軽
微
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
大
正
一
二
年
一
月
二
七
日
勅
令
第
二
八
号
「
南
洋
群
島
犯
罪
即
決
例
」
に
よ
り
、
所
轄
の
支
庁
長

が
即
決
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
支
庁
長
は
、
従
前
と
同
様
、
総
村
長
・
村
長
に
こ
の
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
こ
の
総
村

長
・
村
長
と
い
う
の
は
、
旧
慣
上
の
大
酋
長
・
酋
長
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
絶
対
的
権
威
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
裁
決
に
対
し
て
は
、
成
規
の
裁
判
に
よ
る
不
服
申
立
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
外
地
法
令
法
に
関
し
て
は
、
右
と
同
日
付
に
て
、
大
正
一
二
年
一
月
二
七
日
勅
令
第
二
六
号
「
南
洋
群
島
裁
判
事
務
取
扱
令
」
が

発
布
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
裁
判
所
数
は
、
コ
ロ
ー
ル
島
の
パ
ラ
オ
に
設
置
さ
れ
た
高
等
法
院
の
ほ
か
、
地
方
法
院
は
パ
ラ
オ
・
サ
イ
パ
ン
・
ポ
ナ
ペ
の
三
個

所
で
（
大
正
一
二
年
二
月
二
〇
日
南
洋
庁
令
第
一
号
「
南
洋
庁
法
院
ノ
名
称
、
位
置
及
管
轄
地
域
」）、
判
事
の
数
は
四
法
院
合
計
で
四
名
と

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
二
名
は
高
等
法
院
の
判
事
と
地
方
法
院
の
判
事
を
兼
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
高
等
法
院
が
開
廷
さ
れ
る
た

び
に
自
分
の
島
か
ら
出
向
い
て
く
る
体
制
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
翌
大
正
一
三
年
二
一
月
二
五
日
勅
令
第
四
六
七
号
改
正
に
よ
り
、
判
事
数

は
三
名
に
減
員
さ
れ
、
パ
ラ
オ
の
高
等
法
院
長
は
同
地
の
地
方
法
院
長
と
兼
任
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
体
制
の
下
で
は
、
あ
る
地
方
法
院
の

判
断
を
不
服
と
し
て
上
訴
し
た
場
合
、
高
等
法
院
に
お
け
る
合
議
制
の
判
事
の
中
に
第
一
審
の
判
事
が
必
ず
含
ま
れ
る
と
い
う
面
白
か
ら
ぬ

状
態
と
な
る
。

そ
れ
で
も
昭
和
八
年
ま
で
は
面
白
く
な
い
ま
ゝ
で
、
原
審
判
事
も
加
っ
て
高
等
法
院
を
開
い
て
来
た
が
、
昭
和
八
年
か
ら
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は
東
京
区
裁
判
所
判
事
が
一
名
を
兼
任
せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
高
等
法
院
を
開
く
場
合
に
は
こ
の
兼
任
判
事
と
、
他
の
専
任
判
事
中
上
訴
事

件
の
原
審
判
事
た
ら
ざ
る
者
二
名
と
で
高
等
法
院
を
構
成
す
る
こ
と
に
改
め
て
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
。
事
件
も
少
な
い
の
で
、
高
等
法
院
は

毎
年
夏
期
に
数
週
間
継
続
的
に
開
く
こ
と
に
な
っ
て
居
り
、
こ
の
期
間
だ
け
兼
任
判
事
と
他
島
に
あ
る
専
任
判
事
を
参
集
し
て
コ
ロ
ー
ル
に

高
等
法
院
を
開
い
て
ゐ
る32

）」。

２

弁
護
士

弁
護
士
に
関
し
て
は
、
初
期
の
時
代
の
樺
太
と
同
様
、

法
院
又
ハ
裁
判
長
カ
職
権
ヲ
以
テ
訴
訟
承
継
人
、
訴
訟
代
理
人
又
ハ
弁
護
人
ニ

選
定
シ
又
ハ
選
任
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
弁
護
士
ニ
非
サ
ル
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
コ
ト
ヲ
得
」
る
も
の
と
さ
れ
た
（
上
記
大
正
一
二
年
勅
令

第
二
六
号
「
南
洋
群
島
裁
判
事
務
取
扱
令
」
一
二
条
）。
ま
た
、
民
事
訴
訟
に
関
し
て
は
、

当
事
者
ハ
法
院
ノ
許
可
ヲ
得
テ
訴
訟
能
力
者
ヲ

以
テ
代
理
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
さ
れ
て
い
た
（
同
令
一
六
条
）。
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
、
重
大
な
刑
事
事
件
に
関
し
て
は
、
島
民

の
信
頼
を
受
け
て
い
る
日
本
人
住
民
に
弁
護
を
命
じ
、
あ
る
い
は
被
告
人
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
に
、
被
告
人
の
慣
用
す
る
方
言
（
沖
縄
方

言
等
）
に
つ
き
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
地
方
出
身
の
官
吏
に
弁
護
を
委
嘱
す
る
等
の
こ
と
を
例
に
し
た
、
と
い
う33

）。

３

判
例
集

次
頁
の
〔
図
表
３
〕
は
、『
南
洋
庁
施
政
十
年
史
』
な
ら
び
に
『
南
洋
群
島
要
覧
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
正
一
二
年
度
以
降
の
裁
判
所

の
取
扱
事
件
数
（
既
済
分
）
に
つ
き
、
内
地
の
裁
判
所
（
内
地
の
裁
判
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
樺
太
を
含
む34

））
な
ら
び
に
樺
太
以
外
の

外
地
（
台
湾35

）・
関
東
州36

）・
朝
鮮37

））
の
裁
判
所
と
の
間
の
比
較
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
南
洋
庁
の
昭
和
一
四
年
の
欄
が
空
欄
な
の
は
、
同
年
版
の
『
南
洋
群
島
要
覧
』
に
統
計
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
関
東
州
に
関
し
て
大
正
一
五
年
以
降
の
欄
が
増
え
る
の
は
、
高
等
法
院
に
覆
審
部
と
上
告
部
が
で
き
て
従
来
の
二
審
制
か
ら
三
審

制
に
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
南
洋
群
島
に
関
し
て
は
一
貫
し
て
二
審
制
で
、
昭
和
五
年
ま
で
の
欄
が
一
つ
な
の
は
、『
南
洋
庁
施
政
十

年
史
』
が
地
方
法
院
と
高
等
法
院
の
取
扱
事
件
を
合
算
し
た
数
字
し
か
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る38

）。
一
方
、
内
地
の
裁
判
所
の
欄
が
、
①
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〔図表３〕 旧・外地裁判所の取扱事件数（既済分）

内地裁判所
外地裁判所

台湾 関東州 朝鮮 南洋群島

区裁 地裁 控訴院 大審院

第一審 控訴審 上告審
第一審 控訴審 上告審

地方

法院

高等法院

覆審部 上告部
第一審 控訴審 上告審

地方

法院

高等

法院

民事 185,369 46,656 3,364 907 9,634 1,132 126 856 52 50,407 2,965 371 15大正12年

(1923) 刑事 79,141 6,378 1,940 5,401 498 71 713 91 17,921 2,149 179 64

民事 205,561 54,873 3,853 1,163 8,350 1,082 155 962 68 54,810 3,177 358 16大正13年

(1924) 刑事 84,125 7,043 2,448 3,846 390 65 739 99 21,569 1,729 174 96

民事 226,677 53,812 4,151 1,247 7,789 1,119 206 1,302 80 55,927 3,564 464 11大正14年

(1925) 刑事 92,809 6,446 2,132 4,130 538 127 809 119 26,922 1,638 162 70

民事 253,682 44,879 4,374 1,262 7,933 1,118 238 930 88 958,851 4,153 666 12大正15年

(1926) 刑事 93,845 6,429 2,171 4,077 507 113 894 135 2231,399 1,556 161 70

民事 268,825 42,695 4,086 1,348 7,658 1,035 211 1,165 93 1259,872 3,608 569 12昭和２年

(1927) 刑事 93,886 5,924 1,885 4,213 532 100 1,541 142 2634,166 1,448 131 192

民事 268,907 42,698 3,931 1,405 8,266 955 204 986 112 1459,031 3,824 508 20昭和３年

(1928) 刑事 87,104 5,773 2,103 4,242 482 93 1,760 189 3135,309 1,567 161 156

民事 285,707 45,853 4,810 1,605 6,289 376 130 863 107 2357,635 3,864 526 39昭和４年

(1929) 刑事 98,624 5,197 1,586 4,202 499 74 1,366 174 2741,917 1,762 164 249

民事 692,496 66,411 7,234 2,675 8,782 1,458 294 1,011 125 2554,773 4,822 908 62昭和５年

(1930) 刑事 103,514 6,341 2,109 2,962 358 70 1,437 139 4147,349 2,136 188 247

民事 709,468 59,637 6,571 3,51511,377 1,747 384 1,088 122 1653,608 3,439 754 79 2昭和６年

(1931) 刑事 98,285 5,663 1,791 3,494 386 70 1,317 123 2855,155 1,943 173 317 3

民事 707,369 57,117 6,243 3,86210,300 1,433 330 1,216 136 1749,478 2,831 702 186 4昭和７年

(1932) 刑事 98,007 6,263 1,880 3,375 364 51 1,613 122 2756,547 1,810 160 445 13

民事 615,061 52,624 6,132 3,55411,167 1,388 207 1,330 160 2245,646 2,786 624 121 4昭和８年

(1933) 刑事 110,304 6,674 2,011 2,998 389 104 1,485 134 6256,966 1,684 176 523 10

民事 554,432 50,473 5,723 3,45211,789 1,879 338 1,200 234 2243,582 2,581 642 135 2昭和９年

(1934) 刑事 120,379 6,365 1,923 3,179 272 45 1,561 110 4847,836 1,643 166 754 1

民事 521,258 50,178 5,492 3,104 9,510 1,883 354 1,061 181 4246,414 2,562 664 82 4昭和10年

(1935) 刑事 117,080 6,930 1,821 2,907 297 48 1,865 85 2847,263 1,708 204 651 3

民事 483,400 47,290 5,254 2,768 9,175 1,649 313 1,267 118 1147,404 2,766 758 88 3昭和11年

(1936) 刑事 120,931 9,194 3,057 3,258 308 44 1,752 83 1744,277 1,708 217 457 6

民事 406,674 46,076 4,414 2,602 9,369 1,347 257 1,333 222 3551,695 2,762 656 139 2昭和12年

(1937) 刑事 113,462 7,556 3,096 3,142 292 36 1,847 105 4044,945 1,772 211 542 2

民事 335,013 44,142 4,341 2,413 9,255 1,774 269 1,057 181 3451,356 2,987 799 126 4昭和13年

(1938) 刑事 101,922 6,082 2,013 3,288 296 33 1,881 90 2543,532 1,551 214 534 4

民事 251,126 41,645 4,346 1,935 8,325 1,326 297 938 148 2646,356 2,398 891 - -昭和14年

(1939) 刑事 92,086 5,034 1,249 3,145 246 37 2,191 35 2937,580 1,295 192 - -

民事 197.003 41,319 3,644 1,992 8,116 1,315 200 632 125 3342,558 2,605 668 43 0昭和15年

(1940) 刑事 113,120 5,711 1,541 3,321 230 33 2,691 25 1043,291 1,103 131 461 4

民事 164,004 40,402 3,704 1,786 7,408 1,374 206 550 91 1336,558 2,593 718 21 0昭和16年

(1941) 刑事 122,183 7,117 1,996 4,009 298 39 3,441 45 1949,043 1,469 159 531 0

民事 - - - - 6,252 1,248 165 428 84 1427,533 2,371 761 30 3昭和17年

(1942) 刑事 123,426 5,362 2,533 3,308 301 64 4,080 45 2445,666 1,466 210 500 5
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民
事
に
関
し
て
は
「
裁
判
所
」
別
、
②
刑
事
に
関
し
て
は
「
審
級
」
別
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
司
法
省
で
も
①
民
事
局
と
②
刑
事
局
と

で
統
計
の
取
り
方
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
関
東
州
な
ら
び
に
南
洋
群
島
の
統
計
資
料
が
①
民
事
局
と
同
様
「
裁
判
所
」
別
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
台
湾
な
ら
び
に
朝
鮮
の
統
計
資
料
は
②
刑
事
局
と
同
様
「
審
級
」
別
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
内
地
の
裁
判
所
と
の
比
較
に
関
し
て

は
、
①
関
東
州
・
南
洋
群
島
の
数
字
に
関
し
て
は
民
事
、
②
台
湾
・
朝
鮮
の
数
字
に
関
し
て
は
刑
事
を
対
比
す
る
と
正
確
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
南
洋
群
島
の
裁
判
件
数
の
少
な
さ
は
、
以
上
の
厳
密
性
を
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
く
、
一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。〔
図
表
１
〕

の
引
用
判
例
が
朝
鮮
↓
台
湾
↓
関
東
州
の
順
に
多
い
の
も
、
ま
た
、
南
洋
群
島
の
判
例
の
引
用
が
な
い
の
も
、
基
本
的
に
は
裁
判
件
数
の
多

寡
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
南
洋
庁
の
法
院
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
の
数
は
、
全
部
で
三
人
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
彼
ら
三
人
が
、
上

記
僅
少
な
裁
判
例
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
判
例
集
を
編
纂
し
て
出
版
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
考
え
に
く
い
。

４

法
律
雑
誌

ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
南
洋
群
島
に
は
、
弁
護
士
は
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
法
曹
団
体
に
よ
る
機
関
誌
に
つ

い
て
も
、
存
在
し
な
か
っ
た
ろ
う
。

民
間
の
法
律
雑
誌
の
刊
行
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

５

南
洋
群
島
関
係
判
例

で
は
、
内
地
の
法
律
雑
誌
に
お
い
て
、
南
洋
群
島
の
裁
判
例
が
掲
載
さ
れ
た
例
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
例
も
見

た
こ
と
が
な
い
。
も
し
ご
存
じ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
ぜ
ひ
と
も
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
南
洋
群
島
に
お
い
て
裁
判
所
の
取
扱
事
件
が
少
な
い
理
由
に
つ
き
、『
南
洋
群
島
要
覧
（
昭
和
七
年
版
）』
は
「
事
件
件
数
は

刑
事
、
民
事
共
に
少
し
、
之
れ
人
口
の
多
か
ら
ざ
る
と
其
の
大
部
分
を
占
む
る
島
民
が
概
し
て
其
の
性
質
順
良
に
し
て
克
く
我
が
治
政
に
帰

服
し
、
且
生
活
安
易
に
し
て
財
産
欲
に
恬
淡
な
る
に
基
因
す
る
が
如
し
」
と
分
析
し
て
い
る39

）。
と
こ
ろ
が
、『
同
（
昭
和
一
〇
年
版
）』
に
な
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る
と
、
当
該
個
所
の
記
載
は
若
干
変
化
し
て
、

群
島
々
民
は
概
し
て
性
質
順
良
に
し
て
克
く
我
が
治
政
に
帰
服
し
且
生
活
安
易
に
し
て
財

産
欲
に
恬
淡
な
る
為
一
部
の
特
殊
事
件
を
除
く
外
取
扱
事
件
概
し
て
多
か
ら
ず
と
雖
近
時
入
住
者
の
漸
増
と
社
会
情
勢
の
複
雑
化
に
伴
ひ
取

扱
事
件
又
漸
次
増
加
の
趨
勢
に
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
る40

）。

原
住
の
島
民
は
と
も
か
く
、
国
家
の
積
極
的
な
開
発
・
植
民
政
策
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
新
た
な
類
型
の
紛
争
が
増
加
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
事
件
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑴

昭
和
六
年
五
月
五
日
付
法
律
新
聞
三
二
五
八
号
四
頁
「

雑
報
）
旧
独
逸
領
裏
南
洋
諸
島
に
於
け
る
燐
鉱
石
採
掘
に
関
す
る
訴
訟
」

判
決
全
文
を
採
録
す
る
同
記
事
は
、
そ
の
冒
頭
で
「
標
題
の
事
件
に
つ
き
保
管
証
書
請
求
の
訴
訟
で
あ
る
。
問
題
が
新
領
土
で
多
少
国
際

的
で
興
味
あ
る
事
件
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

事
案
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
遡
る
。
原
告
Ｘ
ら
は
大
正
三
年
一
〇
月
に
南
洋
経
営
組
合
を
組
織
し
て
、
日
本
海
軍
が
占
領
し
た
ア
ン

ガ
ウ
ル
島
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
南
洋
燐
鉱
株
式
会
社
の
設
備
を
用
い
て
燐
鉱
石
を
採
掘
・
搬
出
し
て
い
た
が41

）、
翌
大
正
四
年
七
月
海
軍
省
は
Ｘ

ら
の
組
合
の
経
営
を
中
止
さ
せ
、
設
備
一
切
を
海
軍
省
に
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
Ｘ
ら
が
す
で
に
採
掘
し
た
燐
鉱
石
に
関
し
て
も
、
一
ト
ン

に
つ
き
三
円
の
割
合
で
帝
国
政
府
公
債
証
書
を
中
央
金
庫
に
供
託
さ
せ
た
う
え
、
そ
の
保
管
証
書
を
海
軍
省
に
提
供
す
べ
き
旨
を
命
じ
、
そ

の
後
、
こ
の
保
管
証
書
は
、
海
軍
省
よ
り
南
洋
庁
を
経
て
、
国
（
Ｙ
）
の
特
殊
財
産
管
理
局
に
預
託
さ
れ
て
い
る
。
海
軍
省
が
Ｘ
ら
に
対
し

て
公
債
証
書
を
供
託
さ
せ
た
う
え
保
管
証
書
を
徴
求
し
た
趣
旨
は
、
将
来
日
本
国
が
上
記
ド
イ
ツ
南
洋
燐
鉱
株
式
会
社
か
ら
Ｘ
ら
の
燐
鉱
石

採
掘
行
為
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
備
え
て
の
担
保
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
九
八
条
付
属

書
に
よ
り
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
国
民
は
損
害
賠
償
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
は
、
国
（
Ｙ
）

に
対
し
て
、
担
保
の
た
め
に
提
供
し
た
保
管
証
書
の
返
還
を
請
求
し
た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。

判
旨
は
、
Ｘ
ら
の
主
張
を
認
め
て
、
国
（
Ｙ
）
に
対
し
て
保
管
証
書
の
返
還
を
命
じ
た
が
、
こ
の
事
件
を
審
理
し
た
の
は
、
東
京
地
方
裁

判
所
で
あ
っ
た
（
昭
和
元
年
（
ワ
）
第
四
八
八
三
号
。
昭
和
六
年
四
月
二
〇
日
第
三
民
事
部
判
決
）。
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⑵

昭
和
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
付
法
律
新
聞
三
九
二
二
号
四
頁
「

判
決
特
報
）
遠
距
離
豪
華
版
」

同
記
事
も
判
決
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
記
事
の
見
出
し
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
上
告
人
は
南
洋
庁
サ
イ
パ

ン
島
、
被
上
告
人
は
あ
ゝ
実
に
ナ
ン
ト
、
樺
太
大
泊
…
…
帝
国
の
版
図
内
に
こ
れ
以
上
の
遠
距
離
を
想
像
す
る
事
は
出
来
な
い
」。
北
の
外

地
に
居
住
す
る
Ｘ
か
ら
、
南
の
外
地
に
居
住
の
Ｙ
に
対
す
る
、
約
束
手
形
金
請
求
事
件
で
あ
る
。
第
一
審
は
樺
太
地
方
裁
判
所
で
あ
る
が
、

Ｙ
自
身
は
樺
太
に
赴
か
ず
、
ま
た
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
も
立
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
前
述
し
た
よ
う
に
、
樺
太
に
は
弁
護
士
が
ほ
と
ん

ど
い
な
い
）。
樺
太
地
方
裁
判
所
は
昭
和
九
年
五
月
三
一
日
Ｘ
勝
訴
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
が
、
同
裁
判
所
は
、
南
洋
庁
の
管
轄
地
域
に
居

住
す
る
者
に
対
し
て
は
郵
便
送
達
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
看
過
し
、
そ
の
結
果
、
Ｙ
宛
の
郵
便
送
達
は
横
浜
郵
便
局
よ
り
樺

太
地
裁
に
返
戻
さ
れ
て
、
改
め
て
南
洋
庁
法
院
に
対
し
Ｙ
へ
の
送
達
を
嘱
託
す
る
手
続
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｙ
が
控
訴
状
を
札
幌
控
訴
院

に
提
出
し
た
と
き
に
は
、
控
訴
期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
札
幌
控
訴
院
は
、
昭
和
九
年
九
月
一
〇
日
、
控
訴
期
間
徒
過
を
理
由
に
Ｙ

の
控
訴
を
却
下
し
た
た
め
、
Ｙ
上
告
。

上
告
審
は
も
ち
ろ
ん
大
審
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
判
旨
は
、

当
事
者
が
受
訴
裁
判
所
の
所
在
地
〔
‖
第
一
審
・
樺
太
地
裁
の
所
在

地
で
あ
る
樺
太
・
豊
原
町
〕
に
住
所
其
他
送
達
を
受
く
べ
き
場
所
を
有
せ
ず
且
民
事
訴
訟
法
第
一
七
〇
条
第
一
項
の
届
出
〔
‖
送
達
場
所
等

の
届
出
。
現
行
民
訴
法
一
〇
四
条
一
項
〕
を
為
さ
ゞ
る
と
き
は
其
者
に
対
し
て
送
達
す
べ
き
書
類
は
同
法
第
一
六
九
条
第
一
項
〔
現
行
民
訴

法
一
〇
七
条
一
項
・
二
項
〕
の
規
定
に
依
り
送
達
す
べ
き
場
所
に
宛
て
書
留
郵
便
に
付
し
て
之
を
発
送
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
に
し
て
此
の

場
合
に
於
て
は
右
書
類
が
当
事
者
に
到
達
す
る
と
否
と
を
問
は
ず
其
の
書
類
を
発
送
し
た
る
時
に
於
て
送
達
あ
り
た
る
も
の
と
看
做
す
こ
と

は
同
法
第
一
七
三
条
〔
現
行
民
訴
法
一
〇
七
条
三
項
〕
の
明
定
す
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
し
て
、
Ｙ
の
上
告
を
棄
却
し
た
（
昭
和
九
年
（
オ
）

第
三
一
二
三
号
。
昭
和
一
〇
年
九
月
六
日
大
審
院
第
二
民
事
部
判
決
）。
送
達
に
関
す
る
著
名
な
民
集
登
載
判
例
で
あ
る
（
民
集
一
四
巻
一

五
二
三
頁42

））。

同
様
の
事
案
と
し
て
は
、
朝
鮮
の
域
内
に
お
い
て
起
き
た
事
件
と
し
て
、
京
城
覆
審
法
院
（
昭
和
八
年
（
民
抗
）
第
一
〇
号
）
昭
和
八
年
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四
月
一
八
日
民
事
三
部
決
定
・
法
律
評
論
二
二
巻
民
訴
二
九
七
頁
が
あ
り
、
同
決
定
は
、
上
記
大
審
院
判
決
に
関
す
る
評
釈
で
も
引
用
さ
れ

て
い
る43

）。
こ
の
よ
う
に
、
戦
前
に
日
本
が
有
し
て
い
た
外
地
と
い
う
特
殊
な
地
域
は
、
今
日
の
送
達
を
め
ぐ
る
判
例
や
立
法
に
影
響
を
与
え

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
と
く
に
内
地
に
本
拠
を
置
く
者
の
間
で
は
、
外
地
の
財
産
等
を
め
ぐ
る
紛
争
に
関

し
て
は
、
管
轄
裁
判
所
を
内
地
の
裁
判
所
と
す
る
旨
の
合
意
を
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
南
洋
群
島
の
裁
判
所
の
取
扱
事
件
数
が
、
他
の

外
地
と
比
べ
て
極
端
に
少
な
い
理
由
も
、
当
事
者
間
で
管
轄
の
合
意
が
さ
れ
る
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑶

昭
和
一
九
年
三
月
五
日
付
法
律
新
聞
四
九
〇
二
号
一
頁
「

判
決
特
報
）
南
洋
諸
島
に
施
行
さ
れ
て
〔
い
〕
る
法
令
」

右
管
轄
の
問
題
と
の
関
係
で
は
、
本
記
事
も
非
常
に
興
味
深
い
。
論
点
は
、
直
接
に
は
外
地
法
で
あ
る
「
南
洋
庁
及
所
属
官
署
ノ
民
事
訴

訟
ニ
関
シ
国
ヲ
代
表
ス
ル
ノ
件
」

大
正
一
二
年
一
月
二
七
日
勅
令
第
二
九
号
）
の
適
用
の
有
無
な
の
で
あ
る
が
、
同
勅
令
に
基
づ
き
南
洋

庁
あ
る
い
は
南
洋
庁
の
所
属
官
署
が
民
事
訴
訟
の
当
事
者
に
な
る
と
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
管
轄
裁
判
所
は
、
内
地
の
裁
判
所
で
は
な
く
し
て
、

南
洋
庁
法
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

当
事
者
（
Ｘ
ら
）
は
、
サ
イ
パ
ン
島
に
居
住
す
る
ス
ペ
イ
ン
系
の
住
民
で
、
彼
ら
の
祖
父
は
、
同
島
を
ス
ペ
イ
ン
が
領
有
し
て
い
た
明
治

二
七
年
に
ス
ペ
イ
ン
政
府
よ
り
本
件
土
地
の
下
付
を
受
け
た
が
、
そ
の
後
明
治
三
二
年
以
降
の
ド
イ
ツ
領
有
時
代
を
経
て
、
同
島
が
日
本
の

委
任
統
治
領
と
な
り
、
南
洋
庁
が
設
置
さ
れ
る
と
、
日
本
国
（
Ｙ
）
は
、
本
件
土
地
は
ド
イ
ツ
国
の
土
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

条
約
に
よ
り
日
本
国
に
帰
属
し
た
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
所
有
を
否
定
す
る
に
及
ん
だ
の
で
、
Ｘ
ら
は
、
日
本
国
（
Ｙ
）
と
そ
の
代
表
者
で
あ
る

拓
務
大
臣
を
被
告
と
す
る
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
を
、
被
告
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
東
京
区
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
し
か
し
、
東
京
区
裁
は
、

本
件
は
上
記
大
正
一
二
年
勅
令
一
条
（

南
洋
庁
ハ
其
ノ
所
管
又
ハ
監
督
ス
ル
事
務
ニ
係
ル
民
事
訴
訟
ニ
付
国
ヲ
代
表
ス
」）
に
い
う
「
其

〔
南
洋
庁
〕
ノ
所
管
又
ハ
監
督
ス
ル
事
務
」
に
該
当
す
る
か
ら
、
Ｘ
ら
は
拓
務
大
臣
で
は
な
く
南
洋
庁
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
場
合
の
管
轄
裁
判
所
は
、
内
地
の
裁
判
所
で
は
な
く
、
南
洋
庁
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
南
洋
庁
法
院
で
あ
る
と
し

て
Ｘ
ら
の
訴
え
を
却
下
し
、
控
訴
審
・
東
京
民
事
地
方
裁
判
所
も
、
同
様
の
理
由
で
Ｘ
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｘ
ら
は
上
告
。
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大
審
院
も
、
右
の
論
点
に
関
し
て
は
第
一
審
・
控
訴
審
と
同
様
の
見
解
に
立
っ
た
が
、
し
か
し
、
裁
判
長
（
岡
村
玄
治
）
は
、
上
告
状
の

被
告
の
記
載
を
、
右
の
見
解
に
従
っ
て
拓
務
大
臣
か
ら
南
洋
庁
長
官
に
補
正
す
る
よ
う
Ｘ
ら
に
命
じ
た
う
え
で
、
Ｘ
ら
が
補
正
を
す
る
や
、

こ
の
点
を
捉
え
て
本
件
を
第
一
審
ま
で
差
し
戻
す
と
い
う
大
技
に
出
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
補
正
に
よ
っ
て
、
上
告
状
の
み
な
ら
ず
第
一
審

の
訴
状
や
第
二
審
の
控
訴
状
に
お
け
る
国
の
代
表
者
の
記
載
も
ま
た
、
遡
っ
て
拓
務
大
臣
か
ら
南
洋
庁
長
官
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か

ら
、
訴
状
・
控
訴
状
の
送
達
や
期
日
の
呼
出
し
を
補
正
後
の
被
告
で
あ
る
南
洋
庁
長
官
に
対
し
て
行
っ
て
い
な
い
第
一
審
・
控
訴
審
の
判
決

は
、
い
ず
れ
も
違
法
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
昭
和
一
七
年
（
オ
）
第
一
三
〇
号
。
昭
和
一
九
年
二
月
二
六
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判

決
）。本

判
決
も
ま
た
民
集
登
載
判
例
で
あ
り
（
民
集
二
三
巻
七
五
頁44

））、
今
日
に
お
い
て
は
、
上
告
状
の
補
正
の
効
力
は
遡
及
し
て
訴
状
・
控

訴
状
に
及
ぶ
旨
を
判
示
し
た
先
例
的
判
決
と
し
て
、
最
（
三
小
）
判
昭
和
三
一
年
四
月
一
〇
日
民
集
一
〇
巻
四
号
三
六
七
頁45

）の
上
告
理
由
や
、

最
（
二
小
）
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
六
日
民
集
二
八
巻
三
号
五
〇
三
頁46

）の
判
旨
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
民
事
訴
訟
法
上
の

論
点
が
、
南
洋
群
島
に
お
け
る
外
地
法
の
適
用
問
題
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
知
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

三

判
例
引
用
・
判
例
研
究
の
「
劣
化
」
現
象
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
に
、
旧
・
外
地
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
今
日
の
判
例
・
学
説
さ
ら
に
は
立
法
に
対
し
、
直
接
・
間

接
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
最
も
直
接
的
な
形
で
影
響
力
を
与
え
て
い
る
の
が
、
本
稿
冒
頭
〔
図
表
１
〕
に
掲
げ

た
諸
判
例
と
い
い
う
る
。
筆
者
の
主
た
る
関
心
も
、
そ
れ
ら
の
諸
判
例
が
今
日
有
し
て
い
る
先
例
的
意
義
の
側
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
稿

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
関
す
る
個
別
的
考
察
の
部
分
を
掲
載
す
る
紙
幅
が
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
今

次
筆
者
が
行
っ
て
い
る
過
去
の
判
例
の
横
断
的
検
討
の
作
業
と
関
連
し
て
、
近
時
の
実
務
に
お
け
る
判
例
引
用
や
研
究
者
の
判
例
研
究
の
問
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題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
で
、
続
く
本
体
的
考
察
へ
の
橋
渡
し
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
近
時
の
判
例
研
究
に
お
い
て
は
、
過
去
の
判

例
の
引
用
が
、
以
前
の
判
例
研
究
と
比
較
し
て
、
む
し
ろ
減
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

１

戦
前
の
判
例
検
索

〔
図
表
１
〕
の
外
地
裁
判
所
の
判
例
を
引
用
す
る
以
後
の
判
例
七
一
件
の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の
は
【
11
】
を
引
用
す
る
大
判
大
正
九
年

三
月
一
〇
日
、
最
も
新
し
い
も
の
は
【
46
】
を
引
用
す
る
東
京
高
決
平
成
五
年
八
月
九
日
で
あ
り
、
戦
前
の
判
例
は
一
六
例
（
大
正
期
三

例
・
昭
和
期
一
三
例
）、
戦
後
の
判
例
は
五
五
例
（
昭
和
二
〇
年
代
一
八
例
・
昭
和
三
〇
年
代
一
七
例
・
昭
和
四
〇
年
代
一
四
例
・
昭
和
五
〇

〜
六
三
年
四
例
・
平
成
期
二
例
）
と
、
外
地
裁
判
所
の
判
例
を
引
用
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
昭
和
五
〇
年
代
に
入
っ
て
以
降
の
落

ち
込
み
が
著
し
い
。
こ
れ
は
、
終
戦
か
ら
時
を
経
る
に
つ
れ
て
、
外
地
裁
判
所
の
判
例
に
先
例
的
意
義
が
見
出
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
戦
前
の
判
例
を
引
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
と
く
に
外
地
の
裁
判

所
に
限
っ
た
事
柄
で
は
な
く
、
内
地
の
裁
判
所
の
判
例
に
関
し
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
前
の
判
例
に
お
け
る
当
事
者
や
裁
判
官
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
過
去
の
判
例
（
内
地
・
外
地
を
問
わ
ず
）
を
発
見
し
て

い
た
か
と
い
え
ば
、
戦
前
の
判
例
検
索
用
の
ツ
ー
ル
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

①

『
法
律
学
説
判
例
総
覧
』

法
律
評
論
社
、
一
九
一
七
年
〜
）

②

『
判
例
体
系
』

啓
法
会
、
一
九
三
二
年
〜
）

③

『
判
例
総
覧
』

帝
国
判
例
法
規
出
版
社
、
一
九
三
五
年
〜
）

こ
の
う
ち
、
①
は
、

法
律
評
論
」
掲
載
の
判
例
・
学
説
を
テ
ー
マ
別
に
再
編
集
し
た
も
の
で
、
同
書
は
大
正
六
年
の
『
民
法
総
則
編
』

発
刊
以
降
、
頻
繁
に
増
補
・
改
訂
を
続
け
て
、
戦
後
の
中
央
大
学
出
版
部
の
刊
本
（
後
掲
④
）
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。

一
方
、
昭
和
期
に
入
っ
て
か
ら
登
場
し
た
②
と
③
の
う
ち
、
②
は
戦
後
の
第
一
法
規
版
（
後
掲
⑥
）
と
同
じ
く
加
除
式
で
、〔
図
表
１
〕
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【
19
】
を
引
用
す
る
大
判
昭
和
一
三
年
二
月
八
日
の
上
告
理
由
に
「
大
正
一
四
、
七
、
二
四
朝
高
院
判
評
論
一
四
巻
民
法
七
二
三
頁
判
例
体

系
前
掲
六
七
五
頁
等
御
参
照
」
と
あ
り
、【
53
】
を
引
用
す
る
大
判
昭
和
一
七
年
三
月
二
六
日
の
上
告
理
由
に
「
同
趣
旨
昭
和
一
一
年
（
上

民
）
第
二
三
五
号
同
一
二
年
二
月
一
三
日
台
湾
高
等
法
院
上
告
部
判
決
法
律
新
聞
第
四
一
〇
三
号
一
七
頁
判
例
体
系
民
法
総
則
編
下
一
〇
九

四
ノ
一
頁
御
参
照
」
と
あ
り
、【
13
】
を
引
用
す
る
最
（
三
小
）
判
昭
和
二
五
年
四
月
一
一
日
の
上
告
趣
意
に
「
大
正
九
年
（
れ
）
第
二
八

号
同
年
七
月
二
四
日
関
東
庁
高
等
法
院
刑
事
部
判
決
、
判
例
体
系
刑
法
各
論
下
一
七
四
三
頁
、
法
律
新
聞
第
二
七
三
八
号
一
六
頁
」
と
あ
る

「
判
例
体
系
」
と
は
、
戦
後
の
⑥
第
一
法
規
版
で
は
な
く
、
②
の
啓
法
会
版
で
あ
る
。

戦
前
の
判
例
引
用
に
お
け
る
出
典
の
挙
示
に
つ
き
、

法
律
新
聞
」

法
律
評
論
」
と
い
っ
た
民
間
の
判
例
集
の
引
用
が
多
い
の
も
、
上
記

検
索
ツ
ー
ル
の
編
者
に
お
け
る
判
例
収
録
方
針
が
、
こ
れ
を
利
用
す
る
読
者
の
側
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
法
律
評
論
」

は
「
法
律
新
聞
」
掲
載
判
例
を
転
載
・
収
録
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
結
果
と
し
て
①
『
法
律
学
説
判
例
総
覧
』
の
収
録
判
例
も
ま

た
「
法
律
新
聞
」
に
依
存
し
て
い
る
。
本
稿
〔
図
表
１
〕〔
Ａ
〕
外
地
裁
判
所
の
判
例
に
関
し
て
、〔
Ｂ
〕
外
地
の
公
式
判
例
集
や
〔
Ｃ
〕
外

地
の
法
律
雑
誌
で
は
な
く
、〔
Ｄ
〕

法
律
新
聞
」
や
「
法
律
評
論
」
を
引
用
す
る
例
が
多
い
の
は
、
こ
う
し
た
原
因
に
よ
る
。

な
お
、
③
は
、
昭
和
一
〇
年
『
刑
法
判
例
総
覧
』『
刑
事
訴
訟
法
判
例
総
覧
』
、
昭
和
一
二
年
『
民
法
判
例
総
覧
』
刊
行
の
後
、
戦
後
刊

行
の
『
民
事
訴
訟
法
判
例
総
覧
』

昭
和
二
九
年
〜
）、『
商
法
判
例
総
覧
』

昭
和
三
〇
年
〜
）
へ
と
領
域
を
広
げ
て
ゆ
く
。

２

戦
後
・
昭
和
期
の
判
例
検
索

一
方
、
戦
後
に
な
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
書
籍
が
新
た
に
発
刊
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
検
索
ツ
ー
ル
の
編
者
の
判
例
収
録
方
針
な
い
し
個

性
・
嗜
好
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
利
用
す
る
読
者
の
判
例
引
用
の
内
容
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
戦
前
と
変
わ
り
は
な
い
。

④

『
法
律
学
説
判
例
総
覧
』

中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
五
〇
年
〜
）

⑤

『
新
判
例
体
系
』

新
日
本
法
規
、
一
九
五
一
年
〜
）

⑥

『
判
例
体
系
（
第
一
期
）』

第
一
法
規
出
版
、
一
九
五
四
年
〜
）
・
『
同
（
第
二
期
）』

一
九
七
四
年
〜
）
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⑦

『
判
例
体
系
』

有
信
堂
、
一
九
五
四
年
〜
）

〔
図
表
１
〕【
57
】
を
引
用
す
る
広
島
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
〇
日
の
判
旨
に
「
朝
高
院
昭
和
一
三
年
二
月
一
八
日
民
判
、
判
例
体
系

人
事
訴
訟
手
続
法
三
四
四
頁
参
照
」
と
あ
り
、【
51
】
を
引
用
す
る
最
（
一
小
）
判
昭
和
四
二
年
四
月
二
七
日47

）の
上
告
理
由
第
二
点
に
「
昭

和
一
一
年
六
月
一
三
日
台
湾
高
等
法
院
判
決
｜
｜
判
例
体
系
八
、
四
、
一
四
五
頁
」
と
あ
り
、【
59
】
を
引
用
す
る
最
（
三
小
）
判
昭
和
四

六
年
一
一
月
一
六
日
の
上
告
理
由
に
「
台
湾
高
等
法
院
上
告
部
昭
和
一
三
年
五
月
二
五
日
判
決
・
法
律
新
聞
四
、
二
九
三
号
一
六
頁
、
評
論

二
七
巻
民
法
五
一
五
頁
、
判
例
体
系
一
四
巻
（
４
）
一
、
三
三
〇
頁
）」
と
あ
る
「
判
例
体
系
」
は
、
⑥
の
第
一
法
規
版
で
あ
る
。

ま
た
、【
60
】
を
二
つ
の
大
審
院
判
例
と
と
も
に
引
用
す
る
最
（
一
小
）
判
昭
和
四
〇
年
七
月
八
日
の
上
告
理
由
に
お
け
る
「
大
審
・
昭

和
六
年
（
オ
）
第
一
〇
六
六
号
、
同
一
二
年
（
オ
）
第
三
七
六
号
、
朝
高
法
昭
和
一
三
年
（
民
上
）
第
三
〇
九
号
、
大
審
・
昭
和
一
五
年

（
オ
）
第
三
三
二
号
｜
｜
民
事
訴
訟
法
判
例
総
覧
四
二
五
一
頁
以
下
｜
｜
」
は
、
上
記
③
戦
前
か
ら
継
続
し
て
い
た
『
判
例
総
覧
』
シ
リ
ー

ズ
の
う
ち
戦
後
刊
行
の
渡
辺
葆
（
編
）『
民
事
訴
訟
法
判
例
総
覧
（
第
五
巻
）』

帝
国
判
例
法
規
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
の
旧
民
訴
法
三

二
六
条
部
分
（
な
お
、
全
七
巻
か
ら
な
る
同
書
は
通
頁
で
あ
る
）
掲
載
の
判
例
を
摘
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
同
書
の
編

者
が
、
い
か
な
る
方
法
で
【
60
】
の
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
を
発
見
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
戦
前
の
法
律
雑
誌
の
う
ち
「
法
律
新
聞
」
掲
載
判
例
に
、
事
件
番
号
や
裁
判
年
月
日
の
欠
落
が
認
め
ら
れ
る
の

は
、
読
者
か
ら
の
情
報
提
供
に
依
存
し
て
い
た
た
め
と
見
受
け
ら
れ
た
。
一
方
、

法
律
評
論
」
の
中
に
も
、
事
件
番
号
・
裁
判
年
月
日
や

出
典
が
不
明
の
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
上
記
検
索
ツ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
い
っ
そ
う
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
上
記
諸
判

例
の
ご
と
く
、
検
索
ツ
ー
ル
そ
の
も
の
が
判
例
の
出
典
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、〔
図
表
１
〕
に
掲
げ
た

外
地
裁
判
所
判
例
に
限
っ
た
事
柄
で
は
な
く
、
内
地
裁
判
所
の
判
例
引
用
に
つ
い
て
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

３

平
成
期
・
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
た
判
例
検
索

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
紙
媒
体
の
時
代
に
お
け
る
判
例
の
引
用
は
、
現
在
の
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
時
代
よ
り
も
、
は
る
か
に
豊
富
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で
充
実
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
上
記
紙
媒
体
の
検
索
ツ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
戦
前
の
判
例
に
つ
き
、
①
大
審
院
の
公
式
判
例
集
（『
民

録
』『
刑
録
』、『
民
集
』『
刑
集
』）
の
ほ
か
、
②
民
間
の
判
例
集
（

法
律
新
聞
」

法
律
評
論
」

法
律
新
報
」

大
審
院
判
決
例
」

大
審
院

判
例
全
集
」
な
ど
）
掲
載
の
大
審
院
お
よ
び
下
級
審
判
例
な
ら
び
に
外
地
の
判
例
、
③
法
曹
団
体
の
機
関
誌
（

法
曹
記
事
」

法
曹
会
雑

誌
」
な
ど
）、
④
大
学
紀
要
（
東
北
帝
国
大
学
「
法
学
」
な
ど
）
の
ほ
か
、
本
稿
で
検
討
し
た
⑤
外
地
の
公
式
判
例
集
と
法
曹
団
体
の
機
関

誌
、
さ
ら
に
は
⑥
出
典
不
明
の
裁
判
例
が
、
広
く
収
録
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
現
在
あ
る
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
目
下
の

と
こ
ろ
、
①
の
公
式
判
例
集
に
未
登
載
の
大
審
院
判
例
な
ら
び
に
下
級
審
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

り
（
現
に
、
外
地
裁
判
所
判
例
に
関
し
て
、【
12
】【
21
】【
44
】
の
わ
ず
か
三
件
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、〔
図
表
１
〕
で
提
示
し

た
通
り
で
あ
る
）、
そ
の
結
果
と
し
て
、
今
日
の
判
例
引
用
や
判
例
研
究
は
、
過
去
の
時
代
よ
り
非
常
に
見
劣
り
す
る
。

本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
外
地
裁
判
所
判
例
を
用
い
て
、
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〔
図
表
１
〕〔
Ｆ
〕
欄
掲
記
の
七
一
件
の
判
例
の
う
ち
、
当
事
者
の
主
張
で
は
な
く
「
判
旨
」
が
外
地
裁
判
所
判
例
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、

古
い
順
に
⑴
【
32
】
を
引
用
す
る
大
阪
高
判
昭
和
三
四
年
七
月
三
一
日
、
⑵
【
56
】
を
引
用
す
る
名
古
屋
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
六
日
、

⑶
【
57
】
を
引
用
す
る
広
島
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
〇
日
、
⑷
【
12
】
を
引
用
す
る
大
阪
高
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
一
日
の
、
四
つ
の

下
級
審
裁
判
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
⑴
【
32
】
を
引
用
す
る
大
阪
高
判
昭
和
三
四
年
七
月
三
一
日
の
判
旨
は
「
し
か
し
て
満
一
五
歳
未
満
の
養
子
が
原
告
と
な
る
場

合
に
、
そ
の
法
定
代
理
人
と
し
て
は
、
本
件
に
お
け
る
如
く
、
養
子
の
実
父
母
が
当
然
に
法
定
代
理
人
と
な
る
と
す
る
見
解
（
朝
鮮
高
等
法

院
昭
和
五
年
民
上
三
一
二
号
同
年
八
月
二
日
民
事
部
判
決
同
趣
旨
）
に
は
賛
成
し
難
い
も
の
が
あ
る
。」
と
い
う
も
の
、
ま
た
、
⑵
【
56
】

を
引
用
す
る
名
古
屋
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
六
日
の
判
旨
は
「
民
法
第
二
一
三
条
の
無
償
通
行
権
は
被
通
行
地
の
特
定
承
継
人
に
は
対

抗
す
る
こ
と
を
得
な
い
旨
の
見
解
（
朝
鮮
高
等
法
院
昭
和
一
二
年
一
一
月
一
二
日
判
決
）
が
あ
る
が
、
か
か
る
見
解
は
被
通
行
地
所
有
者
の

恣
意
に
よ
り
袋
地
所
有
者
の
既
得
権
を
不
当
に
剥
奪
す
る
結
果
に
な
る
か
ら
到
底
賛
同
し
難
い
。」
と
い
う
も
の
で
、【
32
】
判
決
の
立
場
に

旧・外地裁判所判例の今日的意義・序論（七戸）
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つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
判
例
も
こ
れ
を
否
定
し
て
お
り
、【
56
】
判
決
の
立
場
に
つ
い
て
も
、〔
図
表
１
〕
に
も
掲
げ
た
東
京
高
判
昭
和
三
七

年
一
月
三
〇
日
（
上
告
審
）
・
最
（
三
小
）
判
昭
和
三
七
年
一
〇
月
三
〇
日48

）に
よ
っ
て
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
先
例
的
意
義
の
有

無
（
活
滅
）
に
関
し
て
、
結
論
的
に
い
え
ば
、【
32
】【
56
】
の
い
ず
れ
の
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
と
も
「
活
き
て
い
な
い
」。

一
方
、
⑶
【
57
】
を
引
用
す
る
広
島
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
〇
日
の
判
旨
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
元
来
、
人
事
訴
訟
法
第
七
条
第
二
項
本
文
が
併
合
を
禁
止
し
た
理
由
は
、
異
種
の
訴
訟
手
続
に
属
す
る
訴
を
併
合
審
理
す
る
こ
と
に
よ
る

不
便
を
避
け
る
と
同
時
に
重
要
な
身
分
関
係
に
関
す
る
訴
訟
審
判
の
周
到
迅
速
を
期
す
る
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
訴
二
個
の
請
求
の
併
合

に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
の
種
類
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
両
請
求
の
間
に
存
す
る
前
記
の
如
き
関
係
か
ら
み
て
も
右
併
合
禁
止
の
精
神
に
抵
触
し
な
い
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

朝
高
院
昭
和
一
三
年
二
月
一
八
日
民
判
、
判
例
体
系
人
事
訴
訟
手
続
法
三
四
四
頁
参
照
）

右
判
旨
の
い
う
「
人
事
訴
訟
法
」
と
は
、
現
行
「
人
事
訴
訟
法
」

平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
九
号
）
で
は
な
く
、
同
法
制

定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
「
人
事
訴
訟
手
続
法
」

明
治
三
一
年
六
月
二
一
日
法
律
第
一
三
号
）
を
指
し
て
い
る49

）。
だ
が
、
現
行
人
事
訴
訟
法

は
請
求
の
併
合
お
よ
び
反
訴
を
広
く
認
め
る
立
場
に
改
正
さ
れ
て
い
る
の
で
（
一
七
条
・
一
八
条
）、【
57
】
判
決
の
論
点
は
、
過
去
の
も
の

と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
判
例
の
活
滅
に
関
し
て
い
え
ば
、【
57
】
判
決
も
、
現
在
は
「
活
き
て
い
な
い
」。

だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
判
例
の
先
例
的
意
義
に
関
す
る
考
察
は
、【
32
】【
56
】【
57
】
の
現
物
を
参
照
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
事
柄

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
表
示
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ばT

K
C

法
律
情

報
デ
ー
タ
ベ
ー
スL

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、

書
誌
表
示
」
に
「【
引
用
判
例
】

当
判
例
が
引
用
し
て
い
る
判
例
等
）」
【
被
引
用

判
例
】

当
判
例
を
引
用
し
て
い
る
判
例
等
）」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
た
い
へ
ん
便
利
で
あ
る
が
、
上
記
⑴
大
阪
高
判
昭
和
三
四
年
三
月

三
一
日
・
⑵
名
古
屋
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
六
日
・
⑶
広
島
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
〇
日
の
い
ず
れ
を
検
索
し
て
も
、【
引
用
判

例
】
欄
に
【
32
】【
56
】【
57
】
判
決
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
外
地
の
判
例
に
限
っ
た
事
柄
で
は
な
く
、
お
よ
そ
戦
前
の
裁
判
例
に
つ
い
て

は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
未
収
録
の
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
判
旨
」
中
に
引
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
表
示
さ
れ
な
い
の
で
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あ
る
。

こ
の
欠
陥
は
、
判
例
が
今
日
も
な
お
「
活
き
て
い
る
」
場
合
に
は
、
さ
ら
に
切
実
で
あ
る
。
外
地
の
判
例
を
例
に
と
れ
ば
、
⑷
【
12
】
を

引
用
す
る
大
阪
高
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
一
日
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
同
判
決
の
判
旨
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

次
い
で
破
防
法
第
三
八
条
第
二
項
第
二
号
に
い
う
「
内
乱
罪
を
実
行
さ
せ
る
目
的
」
の
解
釈
に
関
す
る
原
判
決
の
説
示
に
対
す
る
検
察
官
の
論
旨
に

つ
き
考
察
す
る
と
、
原
判
決
は
破
防
法
第
三
八
条
第
二
項
第
二
号
に
い
う
「
内
乱
罪
を
実
行
さ
せ
る
目
的
」
に
つ
い
て
検
察
官
が
前
記
控
訴
趣
意
第
二

点
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
な
説
示
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
わ
が
国
の
裁
判
所
は
内
乱
罪
の
成
否
の
認
定
に
つ
い
て
は
数
少
な
い
判
例
に
お

い
て
で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
慎
重
な
態
度
を
保
持
し
て
お
り
、

朝
鮮
高
等
法
院
特
別
刑
事
部
の
大
正
九
年
三
月
二
二
日
附
決
定
及
び
い
わ
ゆ
る
五
、
一

五
事
件
に
関
す
る
大
審
院
の
前
記
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
二
四
日
附
判
決
参
照
）
原
判
決
も
右
大
審
院
判
決
の
見
解
に
従
っ
て
内
乱
罪
の
成
否
を
決
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
直
接
に
朝
憲
紊
乱
の
事
態
を
惹
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
行
為
は
た
と
え
そ

の
行
為
を
機
運
と
し
て
新
た
に
発
生
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
他
の
行
動
に
よ
り
朝
憲
紊
乱
の
事
態
を
現
出
す
る
こ
と
を
予
想
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
内
乱

罪
の
成
立
を
肯
定
し
得
な
い
と
の
見
解
が
誤
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

わ
が
国
に
お
い
て
内
乱
罪
（
刑
法
七
七
条
・
七
八
条
）
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
は
、
戦
前
の
四
例
の
み
｜
｜
そ
の
一
と
二
は
、
朝
鮮
三
・
一

運
動
に
関
す
る
朝
鮮
高
等
法
院
の
大
正
九
年
三
月
二
二
日
の
二
つ
の
決
定
（
大
正
八
年
（
特
予
）
第
一
号
・
第
五
号
事
件
と
大
正
八
年
（
特

予
）
第
二
号
事
件
）、
そ
の
三
は
、
上
記
引
用
に
も
あ
る
五
・
一
五
事
件
で
大
川
周
明
ら
が
起
訴
さ
れ
た
大
判
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
二
四
日

刑
集
一
四
巻
一
二
六
七
頁
、
そ
の
四
は
、
神
兵
隊
事
件
の
大
判
昭
和
一
六
年
三
月
一
五
日
刑
集
二
〇
巻
二
六
三
頁50

）｜
｜
で
あ
る
。

一
方
、
戦
後
制
定
の
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
七
年
七
月
二
一
日
法
律
第
二
四
〇
号
）
は
、
三
八
条
二
項
で
「
刑
法
第
七
八
条
、
第
七

九
条
又
は
第
八
八
条
の
罪
」
の
「
教
唆
を
な
し
た
者
」

一
号
）、
右
内
乱
・
外
患
誘
致
の
予
備
・
陰
謀
、
幇
助
を
「
実
行
さ
せ
る
目
的
を

も
っ
て
、
そ
の
実
行
の
正
当
性
又
は
必
要
性
を
主
張
し
た
文
書
又
は
図
画
を
印
刷
し
、
頒
布
し
、
又
は
公
然
掲
示
し
た
者
」

二
号
）、
上
記

の
罪
を
「
実
行
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
無
線
通
信
又
は
有
線
放
送
に
よ
り
、
そ
の
実
行
の
正
当
性
又
は
必
要
性
を
主
張
す
る
通
信
を
な
し
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た
者
」

三
号
）
は
、

五
年
以
下
の
懲
役
又
は

〔
錮
〕

禁
こ
に
処
す
る
」
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
実
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
二
号
に
関
す

る
以
下
の
四
例
で
あ
り
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
も
、
第
一
審
よ
り
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
、
検
察
官
の
控
訴
・
上
告
に
も
か

か
わ
ら
ず
無
罪
が
確
定
し
て
い
る
。【
12
】
を
引
用
す
る
大
阪
高
裁
判
決
は
、
そ
の
う
ち
の
③
京
都
事
件
の
第
二
審
判
決
で
あ
る
。

①

釧
路
事
件
…
…
〔
第
一
審
〕
釧
路
地
判
昭
和
二
九
年
九
月
一
五
日
判
時
三
六
号
三
頁
・
判
タ
四
二
号
八
〇
頁
↓
〔
控
訴
審
〕
札
幌
高

判
昭
和
三
一
年
三
月
三
〇
日
高
刑
集
三
巻
七
号
三
一
〇
頁

②

津
事
件
…
…
…
〔
第
一
審
〕
津
地
判
昭
和
三
〇
年
二
月
二
八
日
判
時
四
八
号
三
頁
↓
〔
控
訴
審
〕
名
古
屋
高
判
昭
和
三
七
年
一
二
月

二
四
日
下
刑
集
四
巻
一
一
・
一
二
号
一
〇
〇
一
頁
↓
〔
上
告
審
〕
最
（
一
小
）
決
昭
和
四
二
年
七
月
二
〇
日
判
時
四

八
号
三
頁

③

京
都
事
件
…
…
〔
第
一
審
〕
京
都
地
判
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
七
日
判
時
一
一
二
号
一
頁
↓
〔
控
訴
審
〕
大
阪
高
判
昭
和
四
一
年
四

月
二
一
日
（
‖
本
件
事
案
）
↓
〔
上
告
審
〕
最
（
二
小
）
判
昭
和
四
二
年
九
月
二
二
日
判
時
四
九
六
号
七
六
頁51

）

④

岐
阜
事
件
…
…
〔
第
一
審
〕
岐
阜
地
判
昭
和
三
四
年
一
月
二
七
日
判
時
一
八
三
号
五
頁
↓
〔
控
訴
審
〕
名
古
屋
高
判
昭
和
三
九
年
一

月
一
四
日
高
刑
集
一
七
巻
一
号
一
頁
・
判
時
三
九
六
号
二
四
頁
↓
〔
上
告
審
〕
最
（
二
小
）
決
昭
和
三
九
年
一
二
月

二
一
日
判
時
三
九
六
号
一
九
頁

そ
し
て
、
上
記
判
旨
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
「
従
来
わ
が
国
の
裁
判
所
は
内
乱
罪
の
成
否
の
認
定
に
つ
い
て
は
数
少
な
い
判
例
に
お
い
て

で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
慎
重
な
態
度
を
保
持
し
て
お
り
」、【
12
】
の
朝
鮮
高
等
法
院
決
定
は
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
判
例
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る52

）。
す
な
わ
ち
、【
12
】
の
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
は
、
現
在
も
な
お
「
活
き
て
い
る
」。

だ
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
高
等
法
院
の
大
正
九
年
三
月
二
二
日
の
決
定
に
は
、
①
六
〇
歳
の
男
性
ほ
か
四
七
人
を
被
告
人
と
す

る
大
正
八
年
（
特
予
）
第
一
号
・
第
五
号
事
件
と
、
②
三
五
歳
の
男
性
ほ
か
二
六
人
を
被
告
人
と
す
る
大
正
八
年
（
特
予
）
第
二
号
事
件
の

二
つ
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
後
の
判
例
あ
る
い
は
今
日
の
学
説
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
【
12
】
は
②
第
二
号
事
件
で
あ
っ
て
、
①
第
一
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号
・
第
五
号
事
件
に
関
す
る
決
定
の
側
は
、
法
律
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
用
さ
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
実
は
過
去
の
紙
媒
体
に
よ
る
検
索
時
代
か
ら
生
じ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
て
、
法
律
新
聞
の
掲
載
号
・
頁
が
、
①
第
一
号
・
第
五

号
事
件
に
つ
い
て
は
一
六
七
八
号
一
三
頁
、
②
第
二
号
事
件
に
つ
い
て
は
一
六
八
七
号
一
三
頁
と
紛
ら
わ
し
い
た
め
、
両
者
が
混
同
さ
れ
て

②
第
二
号
事
件
決
定
だ
け
が
残
り
、
①
第
一
号
・
第
五
号
事
件
決
定
の
側
が
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
時
代
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、〔
図
表
１
〕
に
も
掲
げ
た
よ
う
に
、
②
第
二
号
事
件
決
定
の
側
は
、『
刑

録
』
登
載
で
は
な
い
がL

E
X
/D
B

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
年
月
日
を
打
ち
込
め
ば
ヒ
ッ
ト
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
記
大
阪
高
判
昭
和

四
一
年
四
月
二
一
日
の
側
を
検
索
し
た
場
合
、
そ
の
「
書
誌
表
示
」
画
面
に
は
「【
引
用
判
例
】

当
判
例
が
引
用
し
て
い
る
判
例
等
）」
が

何
も
表
示
さ
れ
な
い
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
録
さ
れ
て
い
る
②
第
二
号
事
件
決
定
の
み
な
ら
ず
、『
刑
集
』
登
載
判
例
で
あ
る
昭
和
一
〇
年

一
〇
月
二
四
日
の
五
・
一
五
事
件
判
決
に
も
リ
ン
ク
が
張
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
に
、
外
地
の
裁
判
所
の
判
例
が
引
用
さ
れ
な
い
の
は
、
外
地
の
判
例
に
先
例
性
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
た

だ
単
に
、
判
例
（
な
い
し
判
例
を
収
録
し
た
文
献
）
を
発
見
・
参
照
し
に
く
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
同
様
の
事
柄
は
、
内
地
の
判
例
に
つ
い
て

も
等
し
く
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
収
録
判
例
数
が
貧
困
で
偏
り
の
あ
る
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
依
存
す
る

今
日
の
判
例
引
用
や
判
例
研
究
は
、
か
つ
て
の
紙
媒
体
に
よ
る
検
索
の
時
代
よ
り
貧
弱
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関

し
て
、
せ
め
て
か
つ
て
の
『
法
律
学
説
判
例
総
覧
』『
判
例
体
系
』
に
収
録
し
て
あ
っ
た
情
報
程
度
は
早
急
に
入
力
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の

「
劣
化
」
傾
向
は
今
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
。

個
々
の
事
件
に
関
す
る
考
察
は
次
回
に
送
る
と
述
べ
て
お
き
な
が
ら
、
立
ち
入
っ
た
議
論
に
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
残
る
外
地
の

判
例
の
先
例
性
の
有
無
に
関
し
て
は
、
次
回
改
め
て
考
察
し
た
い
。
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１
）

松
岡
修
太
郎
「
外
地
法
」『
新
法
学
全
集
（
第
五
巻
・
行
政
法
Ⅳ
）
公
企
業
法
、
交
通
・
通
信
法
、
外
地
法
』

日
本
評
論
社
、
一
九
三
六
年
）
六
〜
七

頁
注
（
一
）
に
よ
れ
ば
、

外
地
と
い
ふ
語
は
、
昭
和
四
年
拓
務
省
設
置
に
際
し
省
の
名
称
及
び
総
督
の
権
限
の
問
題
に
か
ら
ん
で
、
主
と
し
て
朝
鮮
の

官
民
が
統
治
政
策
上
朝
鮮
が
『
植
民
地
扱
ひ
』
さ
れ
る
こ
と
を
悦
ば
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
植
民
地
と
い
ふ
語
を
忌
み
、
拓
務
省
設
置
後
、
小
村
〔
欣

一
〕
拓
務
次
官
の
座
談
か
ら
、
こ
れ
に
代
る
語
と
し
て
『
外
地
』
と
い
ふ
語
が
生
れ
た
。
未
だ
法
律
上
の
用
語
と
し
て
公
式
に
採
用
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い

が
、
一
般
に
は
漸
次
用
ゐ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
従
来
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
内
地
と
い
ふ
語
に
対
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
法
令
上
も

「
外
地
」
の
用
語
は
、
昭
和
九
年
六
月
九
日
逓
信
省
令
第
五
一
号
「
外
地
電
話
規
則
」、
昭
和
一
五
年
三
月
二
九
日
法
律
第
五
五
条
「
所
得
税
法
人
税
外
地

関
渉
法
」
等
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

内
地
」

外
地
」
の
区
別
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
、
清
宮
四
郎
①
「
外
地
及
び
外
地
人
」
公
法
雑
誌
二
巻
一
号
（
一

九
三
六
年
）
一
頁
、
同
②
『
外
地
法
序
説
』

有
斐
閣
・
公
法
叢
書
、
一
九
四
四
年
）
一
頁
以
下
、
山
崎
丹
照
『
外
地
統
治
機
構
の
研
究
』

高
山
書
院
、

一
九
四
三
年
）
一
頁
以
下
、
外
務
省
条
約
局
第
三
課
（
編
）『
外
地
法
令
制
度
の
概
要
（

外
地
法
制
誌
」
第
二
部
）』

外
務
省
条
約
局
、
一
九
五
七
年

…
…
〔
復
刻
版
〕『
外
地
法
制
誌
（
第
二
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
一
頁
以
下
、
向
英
洋
『
詳
解
・
旧
外
地
法
』

日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
七

年
）
六
頁
以
下
参
照
。

２
）

法
律
新
聞
一
一
一
八
号
（
大
正
五
年
五
月
二
〇
日
発
行
）
二
六
頁
三
段
目
部
分
を
転
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
「
謹
告
」
は
、
一
一
二
〇
号

（
大
正
五
年
五
月
三
〇
日
発
行
）
二
〇
頁
二
段
目
、
一
一
九
〇
号
（
大
正
五
年
一
一
月
二
五
日
発
行
）
一
九
頁
二
段
目
な
ど
、
し
ば
し
ば
告
知
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
引
用
中
「
判
決
の
年
度
番
号
及
び
言
渡
年
月
日
」
が
ゴ
チ
ッ
ク
で
あ
る
の
は
原
文
の
「
マ
マ
」
で
、
法
律
新
聞
に
掲
載
の
判
例
に
つ
い
て
、

事
件
番
号
や
裁
判
年
月
日
不
明
の
も
の
が
時
折
認
め
ら
れ
る
の
は
、
読
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
判
例
情
報
が
不
完
全
な
た
め
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

３
）

日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に
関
し
て
は
、
台
湾
総
督
府
官
房
文
書
課
（
編
纂
）『
台
湾
統
治
綜
覧
』

台
湾
総
督
府
官
房
文
書
課
、
一
九
〇
八
年
）
…
…

〔
復
刻
版
〕『

二
〇
世
紀
日
本
の
ア
ジ
ア
関
係
重
要
研
究
資
料
三
）
単
行
図
書
資
料
（
第
一
巻
）』

龍
溪
書
舎
、
一
九
九
九
年
）、
外
務
省
条
約
局
法
規
課

（
編
）『
台
湾
の
委
任
立
法
制
度
（

外
地
法
制
誌
」
第
三
部
の
一
）』

外
務
省
条
約
局
、
一
九
五
九
年
）、
同
『
律
令
総
覧
（

外
地
法
制
誌
」
第
三
部
の

二
）』

一
九
六
〇
年
）、『
日
本
統
治
下
五
十
年
の
台
湾
（

外
地
法
制
誌
」
第
三
部
の
三
）』

一
九
六
四
年
）、『
台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法

律
（
六
三
法
、
三
一
法
及
び
法
三
号
）
の
議
事
録
（

外
地
法
制
誌
」
第
三
部
附
属
）』

一
九
六
六
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
外
地
法
制
誌
（
第
三
巻
）』

『
同
（
第
四
巻
）』『
同
（
第
五
巻
）』『
同
（
第
六
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
〇
年
）。
最
近
の
業
績
と
し
て
、
宮
畑
加
奈
子
「
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に

お
け
る
司
法
実
務
の
運
用
に
つ
い
て
」
広
島
経
済
大
学
創
立
四
十
周
年
記
念
論
文
集
（
二
〇
〇
七
年
）
一
一
六
九
頁
、
岡
本
真
希
子
『
植
民
地
官
僚
の
政

治
史
｜
朝
鮮
・
台
湾
総
督
府
と
帝
国
日
本
』

三
元
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
黒
木
信
頼
「
内
閣
文
庫
に
お
け
る
台
湾
関
係
資
料
｜
｜
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
公
開
『
台
湾
総
督
府
刊
行
物
』
を
中
心
と
し
て
」
北
の
丸
（
国
立
公
文
書
館
）
四
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九
五
頁
、
浅
古
弘
「
歴
史
分
析
と
法

｜
｜
日
治
時
代
の
台
湾
法
院
記
録
資
料
」
王
泰
升
（
編
）『
跨
界
的
日
治
法
院

案
研
究
（
国
立
台
湾
大
学
人
文
社
会
公
等
研
究
院
・
東
亜
法
治
興
人
権
叢

書
系
列
（
10
））』
元
照
出
版
公
司
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一
一
頁
、
後
藤
武
秀
『
台
湾
法
の
歴
史
と
思
想
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
西
英
昭
①
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『

台
湾
私
法
」
の
成
立
過
程
｜
｜
テ
キ
ス
ト
の
層
位
学
的
分
析
を
中
心
に
｜
｜
』

九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
②
「
台
北
に
お
け
る
図
書

館
・
文
献
検
索
情
報
｜
｜
入
門
編
・
三
訂
版
」
法
史
学
研
究
会
会
報
一
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
二
頁
（
と
く
に
一
九
九
頁
以
下
）。

４
）

な
お
、
こ
の
時
代
の
（
内
地
の
）
大
審
院
の
判
例
に
、

按
ス
ル
ニ
裁
判
所
構
成
法
第
五
十
条
第
一
ノ
（
ロ
）
ニ
ハ
『
控
訴
院
ノ
決
定
及
命
令
ニ
対

ス
ル
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
抗
告
』
ト
ア
リ
玆
ニ
所
謂
控
訴
院
ハ
裁
判
所
構
成
法
所
定
ノ
控
訴
院
ヲ
指
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
台
湾
総
督
府
覆
審
法
院
ヲ
含
マ
サ
ル
カ

故
ニ
当
院
ハ
本
件
ニ
付
キ
裁
判
権
ヲ
有
セ
ス
」
と
判
示
し
た
も
の
が
あ
る
（
大
判
大
正
四
年
一
〇
月
九
日
民
録
二
一
輯
一
六
二
六
頁
）。
当
事
者
は
、
当

時
の
台
湾
が
高
等
法
院
を
廃
止
し
て
地
方
法
院
・
覆
審
法
院
の
二
つ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
覆
審
法
院
の
上
位
に
内
地
の
大
審
院
が
位
置
づ
け
ら
れ

る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
外
地
の
裁
判
所
は
（
次
述
の
樺
太
を
除
け
ば
）
裁
判
所
構
成
法
上
の
裁
判
所
で
は
な
い
。

５
）

内
地
法
の
「
依
用
」
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
向
・
前
掲
注

１
）三
四
頁
以
下
参
照
。

６
）

ジ
ュ
ノ
ー
号
事
件
」
と
は
、
日
本
海
軍
の
要
港
部
の
あ
る
馬
公
に
碇
泊
し
た
オ
ラ
ン
ダ
汽
船
ジ
ュ
ノ
ー
号
の
船
長
に
対
す
る
船
舶
法
違
反
被
告
事

件
の
こ
と
で
（〔
第
一
審
〕
台
南
地
方
法
院
高
雄
支
部
単
独
部
昭
和
一
〇
年
四
月
二
七
日
判
決
、〔
控
訴
審
〕
台
北
地
方
法
院
刑
事
合
議
部
昭
和
一
〇
年
六

月
一
〇
日
判
決
…
…
い
ず
れ
も
法
律
新
聞
三
八
六
六
号
四
頁
、
五
頁
に
掲
載
）、
管
轄
が
台
南
地
方
法
院
か
ら
台
北
地
方
法
院
に
移
っ
た
理
由
は
、
船
長

を
ス
パ
イ
と
断
ず
る
在
郷
軍
人
団
ら
の
声
に
屈
し
て
、
地
元
の
台
南
裁
判
所
高
雄
支
部
が
｜
｜
検
察
官
は
罰
金
刑
の
み
を
求
刑
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
｜
｜
船
舶
の
没
収
ま
で
命
じ
た
こ
と
か
ら
、
弁
護
士
が
別
の
裁
判
所
で
の
審
理
を
求
め
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
激
怒
し
た
在
郷
軍

人
団
は
、
弁
護
士
を
非
国
民
・
売
国
奴
呼
ば
わ
り
す
る
に
至
り
、
つ
い
に
は
台
湾
軍
参
謀
長
名
で
の
声
明
ま
で
出
る
に
至
っ
た
。
だ
が
、
控
訴
審
判
決
は
、

船
舶
の
没
収
を
命
じ
た
第
一
審
判
決
を
不
当
と
し
て
取
り
消
し
た
。
法
律
新
聞
の
コ
メ
ン
ト
は
、

一
審
判
決
を
覆
し
敢
然
と
し
て
司
法
権
の
尊
厳
を
維

持
し
た
第
二
審
判
決
は
正
に
新
湖
南
事
件
〔
‖
大
津
事
件
〕
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
」
と
し
て
い
る
。

７
）
『
職
員
録
（
昭
和
一
〇
年
七
月
一
日
現
在
）』

内
閣
印
刷
局
、
一
九
三
五
年
）
七
〇
三
頁
。

８
）
『
職
員
録
（
昭
和
三
年
七
月
一
日
現
在
）』

内
閣
印
刷
局
、
一
九
二
九
年
）
五
六
九
頁
、『
職
員
録
（
昭
和
四
年
一
月
一
日
現
在
）』

内
閣
印
刷
局
、

一
九
二
九
年
）
二
一
三
頁
。

９
）
『
国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
・
日
文
台
湾
資
料
目
録
』

国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
、
中
華
民
国
八
九
年＝

西
暦
二
〇
〇
〇
年
）
三
三
六
頁
。
西

英
昭
九
州
大
学
准
教
授
の
ご
教
示
に
よ
る
。

10
）

日
本
統
治
時
代
の
南
樺
太
に
関
し
て
は
、『
樺
太
要
覧
（
明
治
四
〇
年
）』

樺
太
庁
、
一
九
〇
七
年
）
〜
『
同
（
昭
和
一
七
年
）』

一
九
四
三
年
）、

樺
太
庁
（
編
）『
樺
太
庁
治
一
斑
（
第
一
回
）』

樺
太
庁
、
一
九
一
〇
年
）
〜
『
同
（
第
二
〇
回
）』

一
九
二
八
年
）、『
樺
太
庁
治
要
覧
（
第
一
回
）』

樺
太
庁
、
一
九
二
一
年
）
〜
『
同
〔
第
一
五
回
〕』

一
九
三
五
年
）、
樺
太
庁
長
官
官
房
（
編
）『
樺
太
施
政
沿
革
（
維
新
以
前
）』『
同
（
維
新
以
後
）』

脇
田
嘉
一
、
一
九
一
二
年
）、
樺
太
庁
農
林
部
（
編
）『
樺
太
植
民
の
沿
革
』

樺
太
庁
農
林
部
、
一
九
二
九
年
）、『
樺
太
庁
施
政
三
十
年
史
』

樺
太
庁
、

一
九
三
六
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
樺
太
庁
施
政
三
十
年
史
（
上
）

下
）』

原
書
房
・
明
治
百
年
史
叢
書
、
一
九
七
三
年
・
一
九
七
四
年
）、
樺
太
庁
長
官
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官
房
（
編
纂
）『
樺
太
施
政
沿
革
』

樺
太
庁
長
官
官
房
、
一
九
四
〇
年
）、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
（
編
）『
日
本
統
治
下
の
樺
太
（

外
地
法
制
誌
」
第

七
部
）』

外
務
省
条
約
局
、
一
九
六
九
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
外
地
法
制
誌
（
第
一
三
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
〇
年
）、
北
海
道
総
務
部
行
政
資
料

室
（
編
集
）『
樺
太
基
本
年
表
』

北
海
道
、
一
九
七
一
年
）、『
樺
太
沿
革
・
行
政
史
』

全
国
樺
太
連
盟
、
一
九
七
三
年
）。

11
）

外
地
法
制
誌
『
日
本
統
治
下
の
樺
太
』
前
掲
注

10
）九
三
頁
。

12
）
〔
本
件
評
釈
〕
栗
田
正
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
三
六
年
度
）』

法
曹
会
、
一
九
六
六
年
）〔
一
二
事
件
〕
四
八
頁
。

13
）
〔
本
件
評
釈
〕
鳩
山
秀
夫
・
法
学
協
会
雑
誌
三
六
巻
五
号
（
一
九
一
八
年
）
七
六
〇
頁
。

14
）
〔
本
件
評
釈
〕
青
山
義
武
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
三
〇
年
度
）』

法
曹
会
、
一
九
五
六
年
）〔
七
九
事
件
〕
一
二
三
頁
、
青
竹
正
一

①
『
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
号
、
一
九
七
五
年
）
一
二
〇
頁
、
同
②
『
同
（
第
二
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
四

号
、
一
九
八
五
年
）
九
八
頁
、
同
③
『
同
（
第
三
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
九
号
、
一
九
九
四
年
）
九
二
頁
、
同
④
『
同
（
第
四
版
）』

別
冊
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
六
四
号
、
二
〇
〇
二
年
）
九
四
頁
、
同
③
『
同
（
第
五
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）
八
六
頁
、
竹
内
昭
夫
・
法
学
協

会
雑
誌
九
四
巻
一
一
号
（
一
九
七
七
年
）
一
六
九
五
頁
。

15
）
〔
本
件
評
釈
〕
淡
路
剛
久
・
法
学
協
会
雑
誌
八
三
巻
二
号
（
一
九
六
六
年
）
三
二
六
頁
、
椿
寿
夫
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
六
〇
号
（
一
九
六
九
年
）
八
八

頁
、
本
城
武
雄
・
名
城
法
学
一
五
巻
三
‖
四
号
（
一
九
六
六
年
）
八
一
頁
、
栗
山
忍
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
〇
年
度
）』

法
曹
会
、

一
九
六
五
年
）〔
四
四
事
件
〕
一
九
六
頁
、
山
崎
賢
一
①
『
民
法
の
判
例
』

有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
）
一
一
六
頁
、
同
②
『
同
（
第
二
版
）』

一
九
七
一

年
）
一
一
三
頁
、
同
③
『
同
（
第
三
版
）』

一
九
七
九
年
）
一
二
七
頁
、
石
田
穣
『
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
号
、
一
九
七
五

年
）
六
八
頁
、
河
野
弘
矩
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
〇
号
（
一
九
七
六
年
）
八
〇
頁
、
寺
田
正
春
①
『
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
（
第
三
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
〇
五
号
、
一
九
八
九
年
）
六
〇
頁
、
同
②
『
同
（
第
四
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
号
、
一
九
九
六
年
）
六
〇
頁
、
同
③
『
同
（
第
五
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
）
五
八
頁
、
同
④
『
同
（
第
五
版
・
新
法
対
応
補
正
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）

五
八
頁
、
同
⑤
『
同
（
第
六
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
、
辻
伸
行
『
担
保
法
の
判
例
Ⅱ
』

有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）

二
〇
二
頁
。

16
）
〔
本
件
評
釈
〕
上
田
徹
一
郎
・
綜
合
法
学
二
八
号
（
一
九
六
〇
年
）
六
三
頁
、
山
内
敏
彦
・
民
商
法
雑
誌
四
三
巻
五
号
（
一
九
六
一
年
）
一
三
七
頁
、

五
十
部
豊
久
『
民
事
訴
訟
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
号
、
一
九
六
五
年
）
一
〇
八
頁
、
三
淵
乾
太
郎
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和

三
五
年
度
）』

法
曹
会
、
一
九
六
一
年
）〔
五
六
事
件
〕
一
七
七
頁
。

17
）
〔
本
件
評
釈
〕
美
濃
部
達
吉
・
国
家
学
会
雑
誌
五
二
巻
四
号
（
一
九
三
八
年
）
五
九
七
頁
。

18
）

同
省
と
関
連
し
て
、
以
下
、
外
地
行
政
を
統
括
す
る
中
央
機
関
の
変
遷
に
つ
い
て
、
補
足
的
説
明
を
行
っ
て
お
く
。

①

台
湾
事
務
局
（
明
治
二
八
年
）
｜
｜
外
地
行
政
を
担
当
す
る
部
局
と
し
て
最
初
に
設
け
ら
れ
た
中
央
機
関
は
、
日
清
戦
争
に
よ
り
は
じ
め
て
領
有
す
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る
こ
と
に
な
っ
た
外
地
で
あ
る
台
湾
の
事
務
を
監
督
す
る
た
め
、
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
台
湾
事
務
局
で
あ
る
（
明
治
二
八
年
六
月
一
四
日
勅
令
第
七
四

号
）。

②

拓
殖
務
省
（
明
治
二
九
年
）
｜
｜
翌
明
治
二
九
年
に
は
拓
殖
務
省
が
設
置
さ
れ
、
拓
殖
務
大
臣
は
、
台
湾
の
ほ
か
、
従
来
内
務
省
の
主
管
に
属
し
た

北
海
道
の
事
務
に
関
し
て
も
監
督
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
明
治
二
九
年
三
月
三
一
日
勅
令
第
八
七
号
）。

③

台
湾
事
務
局
（
明
治
三
〇
年
）
・
内
務
省
（
明
治
三
一
年
）
・
外
務
省
（
明
治
三
九
年
）
｜
｜
し
か
し
、
翌
明
治
三
〇
年
に
拓
殖
務
省
は
廃
止
さ
れ
て

し
ま
い
、
北
海
道
に
関
す
る
事
務
は
内
務
省
に
戻
さ
れ
る
一
方
、
台
湾
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
再
び
内
閣
に
台
湾
事
務
局
が
設
置
さ
れ
た
（
明

治
三
〇
年
九
月
一
日
勅
令
第
二
九
四
号
・
第
二
九
五
号
）。
さ
ら
に
、
翌
明
治
三
一
年
に
は
、
同
事
務
局
は
、
内
閣
か
ら
内
務
省
に
配
置
換
え
さ
れ
た
後

（
明
治
三
一
年
二
月
九
日
勅
令
第
二
四
号
）、
廃
止
さ
れ
て
内
務
大
臣
官
房
の
省
内
事
務
と
な
る
（
同
年
一
〇
月
二
二
日
勅
令
第
二
五
九
号
）。

そ
の
後
、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
得
た
二
番
目
の
外
地
で
あ
る
南
樺
太
に
関
し
て
も
、
内
務
省
の
所
管
と
さ
れ
た
が
（
明
治
四
〇
年
五
月
一
日
勅
令
第

一
六
六
号
）、
た
だ
し
、
樺
太
庁
長
官
は
、
郵
便
・
電
信
・
電
話
に
関
し
て
は
逓
信
大
臣
、
銀
行
・
関
税
に
関
し
て
は
大
蔵
大
臣
の
監
督
を
受
け
る
も
の

と
さ
れ
た
（
明
治
四
〇
年
三
月
一
五
日
勅
令
第
三
三
号
「
樺
太
庁
官
制
」
九
条
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
関
東
州
租
借
地
は
、
外
務
大
臣
の
監
督
下
に
入
っ
た
（
明
治
三
九
年
勅
令
第
一
九
六
号

「
関
東
都
督
府
官
制
」
三
条
）。

④

拓
殖
局
（
明
治
四
三
年
）
｜
｜
だ
が
、
明
治
四
三
年
韓
国
併
合
に
よ
り
四
番
目
の
外
地
が
生
ず
る
に
及
ん
で
、
す
べ
て
の
外
地
に
関
す
る
一
元
的
統

括
機
関
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
直
属
機
関
と
し
て
拓
殖
局
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
明
治
四
三
年
六
月
二
二
日
勅
令
第
二
七
九
号
）。

⑤

内
務
省
・
外
務
省
（
大
正
二
年
）
｜
｜
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
が
大
正
二
年
に
行
っ
た
行
政
改
革
の
際
に
、
拓
殖
局
は
廃
止
さ
れ

（
大
正
二
年
六
月
一
三
日
勅
令
第
一
一
二
号
）、
台
湾
・
樺
太
・
朝
鮮
の
事
務
は
内
務
省
、
関
東
州
の
事
務
は
外
務
省
に
再
び
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑥

拓
殖
局
（
大
正
六
年
）
｜
｜
そ
の
後
、
寺
内
正
毅
内
閣
時
代
の
大
正
六
年
に
、
再
び
内
閣
の
外
局
と
し
て
拓
殖
局
が
復
活
す
る
（
大
正
六
年
七
月
三

一
日
勅
令
第
七
三
号
）。

⑦

拓
殖
事
務
局
（
大
正
一
一
年
）
｜
｜
し
か
し
、
加
藤
友
三
郎
内
閣
の
大
正
一
一
年
に
、
拓
殖
事
務
局
に
縮
小
・
簡
素
化
さ
れ
（
大
正
一
一
年
一
一
月

一
日
勅
令
第
四
七
六
号
）、
加
藤
高
明
内
閣
の
大
正
一
三
年
に
は
、
外
局
と
し
て
の
地
位
も
廃
さ
れ
て
内
閣
の
所
属
部
局
の
一
つ
に
ま
で
後
退
す
る

（
大
正
一
三
年
一
二
月
二
〇
日
勅
令
第
三
〇
七
号
）。

⑧

拓
務
省
（
昭
和
四
年
）
｜
｜
田
中
義
一
内
閣
の
昭
和
四
年
に
は
、
拓
務
省
が
設
置
さ
れ
（
昭
和
四
年
六
月
一
〇
日
勅
令
）、
五
つ
の
外
地
に
関
す
る

事
務
は
拓
務
大
臣
の
監
督
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑨

対
満
事
務
局
（
昭
和
九
年
）
｜
｜
だ
が
、
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
勃
発
か
ら
翌
昭
和
七
年
の
満
州
国
建
国
に
伴
い
、
錯
綜
し
た
満
州
の
統
治
機
構
を

整
理
・
統
合
す
る
た
め
、
岡
田
啓
介
内
閣
の
昭
和
九
年
一
二
月
二
六
日
、
中
央
機
関
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
直
接
管
理
に
属
す
る
対
満
事
務
局
が
設
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置
さ
れ
て
（
同
日
勅
令
第
三
四
七
号
）、
拓
務
省
の
事
務
の
う
ち
関
東
州
の
事
務
は
対
満
事
務
局
に
移
管
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
と
き
現
地
機
関
で
あ

る
関
東
庁
に
つ
い
て
も
関
東
局
へ
と
再
編
さ
れ
た
（
同
日
勅
令
第
三
四
八
号
）。

⑩

大
東
亜
省
・
内
務
省
（
昭
和
一
七
年
）
｜
｜
さ
ら
に
、
太
平
洋
戦
争
（
東
条
英
機
内
閣
の
閣
議
決
定
に
よ
る
名
称
は
大
東
亜
戦
争
）
開
戦
の
翌
年
で

あ
る
昭
和
一
七
年
に
は
大
東
亜
構
想
に
基
づ
い
て
新
た
に
大
東
亜
省
が
設
置
さ
れ
（
昭
和
一
七
年
一
一
月
一
日
勅
令
第
七
〇
七
号
）、
拓
務
省
は
廃
止

さ
れ
て
、
関
東
局
・
南
洋
庁
に
関
す
る
事
務
は
大
東
亜
占
領
地
域
に
関
す
る
事
務
と
と
も
に
大
東
亜
省
の
所
管
と
な
り
、
一
方
、
台
湾
・
樺
太
・
朝
鮮
に

関
す
る
事
務
は
内
務
省
の
所
管
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
う
ち
の
樺
太
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
翌
昭
和
一
八
年
に
内
地
化
さ
れ
て
、

お
お
む
ね
北
海
道
と
同
様
の
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
、
以
上
の
中
央
機
関
に
関
し
て
は
、
拓
殖
局
『
朝
鮮
台
湾
関
東
州
及
樺
太
一
覧
』

拓
殖
局
、
一
九
二
一
年
）、
拓
殖
事
務
局
（
編
）『
植
民
地

便
覧
（
大
正
九
年
）』

拓
殖
事
務
局
、
一
九
二
二
年
）
〜
『
同
（
大
正
一
二
年
）』

一
九
二
三
年
）、
内
閣
拓
殖
局
（
編
）『
殖
民
地
便
覧
（
大
正
一
三

年
）』

内
閣
拓
殖
局
、
一
九
二
四
年
）
〜
『
同
（
昭
和
四
年
）』

一
九
二
九
年
）、
拓
務
大
臣
官
房
文
書
課
（
編
）『
拓
務
要
覧
（
昭
和
四
年
）』

〜
『
同
（
昭
和
一
五
年
）』

昭
和
一
三
年
版
〔
一
九
三
九
年
〕
ま
で
は
同
課
の
発
行
、
昭
和
一
四
年
版
〔
一
九
四
〇
年
〕
・
昭
和
一
五
年
版
〔
一
九
四

一
年
〕
は
日
本
拓
殖
協
会
の
発
行
）
参
照
。
ま
た
、
拓
務
省
が
行
っ
た
法
律
調
査
と
し
て
、『
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
、
関
東
州
及
南
洋
群
島
ニ
行
ハ
ル

ル
法
律
調
（
昭
和
六
年
十
一
月
十
日
現
在
調
）』

拓
務
大
臣
官
房
文
書
課
、
一
九
三
一
年
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
日
の
研
究
と
し
て
は
、
清
水
秀
子

「
拓
務
省
設
置
問
題
」
歴
史
教
育
一
五
巻
一
号
（
一
九
六
七
年
）
五
四
頁
、
加
藤
聖
文
「
政
党
内
閣
確
立
期
に
お
け
る
植
民
地
支
配
体
制
の
模
索

｜
｜
拓
務
省
設
置
問
題
の
考
察
」
東
ア
ジ
ア
近
代
史
一
号
（
一
九
九
八
年
）
三
九
頁
が
あ
る
。

19
）

日
本
統
治
時
代
の
関
東
州
に
関
し
て
は
、
関
東
都
督
府
都
督
官
房
文
書
科
『
関
東
都
督
府
統
計
書
（
第
一
・
明
治
三
九
年
）』

関
東
都
督
府
都
督
官

房
文
書
科
、
一
九
〇
六
年
）
〜
『
同
（
第
一
三
・
大
正
七
年
）』

一
九
一
九
年
）、『
関
東
都
督
府
大
連
民
政
署
統
計
摘
要
（
明
治
四
四
年
）』

関
東
都
督

府
大
連
民
政
署
、
一
九
一
二
年
）
〜
『
同
（
大
正
元
年
）』

一
九
一
六
年
）、
溝
淵
孝
雄
『
関
東
洲
ニ
於
ケ
ル
司
法
（
京
都
法
学
会
法
律
学
経
済
学
研
究

叢
書
・
第
一
一
冊
）』

京
都
法
学
会
、
一
九
二
三
年
）、『
関
東
庁
要
覧
（
大
正
一
二
年
）』

関
東
長
官
官
房
文
書
課
、
一
九
二
五
年
）
〜
『
同
（
昭
和
九

年
）』

一
九
三
四
年
）、『
関
東
庁
統
計
書
（
第
一
四
・
大
正
八
年
）』

関
東
長
官
官
房
文
書
課
、
一
九
二
〇
年
）
〜
『
同
（
第
二
八
・
昭
和
八
年
）』

一
九

三
四
年
）、『
関
東
庁
統
計
要
覧
（
大
正
一
一
年
）』

関
東
長
官
官
房
文
書
課
、
一
九
二
三
年
）
〜
『
同
（
昭
和
八
年
）』

一
九
二
九
年
）、『
庁
勢
一
斑
』

関
東
庁
、
一
九
三
〇
年
）、
関
東
庁
（
編
）『
関
東
庁
施
政
二
十
年
史
』

関
東
庁
、
一
九
二
六
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
明
治
百
年
史
叢
書
（
二
二
五
巻
）

二
二
六
巻
）』

原
書
房
、
一
九
七
四
年
）、『
関
東
局
要
覧
（
昭
和
一
〇
年
）』

関
東
局
官
房
文
書
課
、
一
九
三
五
年
）
〜
『
同
（
昭
和
一
六
年
）』

一

九
四
二
年
）、
関
東
局
（
編
）『
関
東
局
施
政
三
十
年
史
』

関
東
局
、
一
九
三
六
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
明
治
百
年
史
叢
書
（
二
二
八
巻
）

二
二
九

巻
）』、
関
東
局
（
編
纂
）『
関
東
局
統
計
書
（
第
二
九
・
昭
和
九
年
）』

関
東
局
、
一
九
三
六
年
）
〜
『
同
（
第
三
七
・
昭
和
一
七
年
）』

関
東
局
、
一
九

四
四
年
）、
関
東
局
（
編
）『
関
東
局
統
計
要
覧
（
昭
和
一
〇
年
）』

関
東
局
、
一
九
三
六
年
）
〜
『
同
（
昭
和
一
三
年
）』

一
九
四
〇
年
）、
外
務
省
条

論 説
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約
局
法
規
課
（
編
）『
関
東
州
租
借
地
と
南
満
州
鉄
道
付
属
地
・
前
編
（

外
地
法
制
誌
」
第
六
部
）』

外
務
省
条
約
局
、
一
九
六
六
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕

『
外
地
法
制
誌
（
第
一
二
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
〇
年
）、『
同
・
中
編
』

一
九
八
七
年
）、『
同
・
後
編
』

一
九
八
七
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
外
地
法

制
誌
（
第
六
部
・
第
一
巻
）』『
同
（
第
六
部
・
第
二
巻
）』

龍
溪
書
舎
、
二
〇
〇
四
年
）。
近
時
の
研
究
と
し
て
、
江
夏
由
樹
「
関
東
都
督
府
及
び
関
東
庁

の
土
地
調
査
事
業
に
つ
い
て
｜
｜
伝
統
的
土
地
慣
習
法
を
廃
棄
す
る
試
み
と
そ
の
失
敗
」
一
橋
論
叢
九
七
巻
三
号
（
一
九
八
七
年
）
三
六
七
頁
、
松
本
睦

樹
‖
江
頭
紀
代
美
「
長
崎
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
所
蔵
旧
植
民
地
関
係
機
関
等
刊
行
物
に
つ
い
て
（
三
）
｜
｜
満
州
国
・
関
東
州
編
（
上
）」
経
営
と
経

済
七
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
八
一
頁
、
桂
川
光
正
①
「
関
東
州
阿
片
制
度
の
制
定
と
中
国
商
人
｜
｜
関
東
州
の
統
治
を
巡
る
一
考
察
」
史
林
九
二

巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
五
五
頁
、
同
②
「
関
東
州
阿
片
令
制
定
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
大
阪
産
業
大
学
人
間
環
境
論
集
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
頁
、

山
田
美
香
「
関
東
州
に
お
け
る
少
年
犯
罪
」
人
間
文
化
研
究
（
名
古
屋
市
立
大
学
）
一
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
五
頁
、
大
沢
武
彦
「
国
立
公
文
書
館

に
お
け
る
日
本
の
中
国
調
査
資
料
の
紹
介
｜
｜
内
閣
文
庫
を
中
心
に
」
北
の
丸
（
国
立
公
文
書
館
）
四
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
四
頁
。

20
）
『
関
東
局
施
政
三
十
年
史
』
前
掲
注

19
）二
三
三
〜
二
三
四
頁
、『
関
東
州
租
借
地
と
南
満
州
鉄
道
付
属
地
・
前
編
（

外
地
法
制
誌
」
第
六
部
））』
前

掲
注

19
）一
六
八
頁
。

21
）
『
司
法
省
職
員
録
（
昭
和
一
八
年
一
月
一
日
現
在
）』

法
曹
会
、
一
九
四
三
年
）
五
八
三
頁
、『
同
（
昭
和
一
九
年
一
月
一
日
現
在
）』

法
曹
会
、
一

九
四
四
年
）
六
二
三
頁
。

22
）

な
お
、
同
社
刊
行
の
書
籍
と
し
て
は
、
上
記
の
ほ
か
に
、
長
谷
部
正
平
『
銀
行
業
務
に
関
す
る
法
律
問
題
の
解
釈
と
判
例
』

法
律
時
報
社
、
一
九

二
八
年
）、
池
内
正
信
（
編
纂
）
‖
川
畑
源
一
郎
（
校
閲
）『
関
東
州
司
法
令
類
集
』

法
律
時
報
社
、
序
・
一
九
四
〇
年
）
が
あ
る
。

23
）

た
と
え
ば
昭
和
六
年
だ
け
で
も
、
三
二
一
四
号
一
八
頁
、
三
二
九
八
号
一
八
頁
、
三
三
〇
九
号
一
九
頁
に
記
事
が
あ
る
。

24
）

高
等
法
院
『
朝
鮮
司
法
提
要
（
大
正
四
年
版
）』

高
等
法
院
書
記
課
、
一
九
一
五
年
）
〜
司
法
協
会
（
編
纂
）『
同
（
昭
和
一
九
年
版
）』

司
法
協

会
、
一
九
四
四
年
）、
萩
原
彦
三
①
「
日
本
統
治
下
に
お
け
る
朝
鮮
の
法
制
」
友
邦
シ
リ
ー
ズ
一
四
号
（
一
九
六
九
年
）、
同
②
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
と
そ

の
行
政
機
構
」
友
邦
シ
リ
ー
ズ
第
一
五
号
（
一
九
六
九
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕
財
団
法
人
友
邦
会
（
編
）『
朝
鮮
近
代
資
料
研
究
｜
｜
友
邦
シ
リ
ー
ズ

（
第
六
巻
・
政
治
・
法
律
ほ
か
）』

ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
（
編
）『
制
令
（

外
地
法
制
誌
」
第
四
部
の
一
）
前
編
』

外

務
省
条
約
局
、
一
九
六
〇
年
）、『
同
・
後
編
』

一
九
六
一
年
）、『
日
本
統
治
時
代
の
朝
鮮
（

外
地
法
制
誌
」
第
四
部
の
二
）』

一
九
七
一
年
）
…
…

〔
復
刻
版
〕『
外
地
法
制
誌
（
第
七
巻
）』『
同
（
第
八
巻
）』『
同
（
第
九
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
の
ほ
か
、
近
時
の
研
究
と
し
て
、
鈴
木
敬
夫

①
「
治
安
法
に
よ
る
植
民
地
支
配
｜
｜
戦
前
朝
鮮
に
お
け
る
統
治
法
の
一
側
面
（
一
）
〜
（
四
・
完
）」
札
幌
学
院
法
学
四
巻
二
号
（
一
九
八
八
年
）
三

頁
、
五
巻
一
号
三
頁
、
二
号
（
一
九
八
九
年
）
四
一
頁
、
六
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
五
一
頁
、
同
②
「
戦
前
朝
鮮
に
お
け
る
高
等
法
院
等
に
よ
る
植
民

地
統
治
法
の
解
釈
と
適
用
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
（
Ｃ
））
研
究
成
果
報
告
書
.
（
課
題
番
号01520008

、

一
九
八
九
〜
一
九
九
〇
年
）、
同
③
「
植
民
地
治
安
法
の
適
用
｜
｜
朝
鮮
高
等
法
院
刑
事
判
決
録
を
中
心
と
し
て
（
一
・
未
完
）」
札
幌
学
院
法
学
八
巻
一
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号
（
一
九
九
一
年
）
八
五
頁
、
許
祥
洙
「

講
演
）
韓
国
の
裁
判
制
度
｜
｜
裁
判
所
の
組
織
と
権
限
を
中
心
と
し
て
」
比
較
法
学
（
早
大
）
三
〇
巻
一
号

（
一
九
九
六
年
）
一
三
一
頁
、
金
祥
珠
①
「
朝
鮮
高
等
法
院
と
そ
の
裁
判
例
」
書
斎
の
窓
四
八
九
号
（
一
九
九
九
年
）
二
〇
頁
、
同
②
「
梅
謙
次
郎
と
朝

鮮
高
等
法
院
｜
｜
日
韓
司
法
交
流
の
始
ま
り
」
法
の
支
配
一
三
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
二
頁
、
同
③
「
韓
国
法
事
情
（
18
）
韓
国
法
の
歴
史
（
そ
の

２
）
梅
謙
次
郎
の
京
城
滞
在
」
国
際
商
事
法
務
三
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
四
六
頁
、
同
④
「
朝
鮮
高
等
法
院
の
判
事
が
み
た
朝
鮮
の
親
族
・
相
続

慣
習
｜
｜
序
論
的
考
察
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
二
七
号
（
加
藤
雅
信
教
授
退
職
記
念
論
文
集
、
二
〇
〇
八
年
）
八
四
五
頁
、
同
⑤
「
韓
国
法
事
情

（
98
）
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
の
ハ
ン
グ
ル
翻
訳
に
つ
い
て
」
国
際
商
事
法
務
三
六
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
六
八
頁
、
同
⑥
「
韓
国
法
事
情

（
100
）
朝
鮮
高
等
法
院
の
最
後
の
判
決
」
国
際
商
事
法
務
三
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
六
二
頁
、
同
⑦
「
韓
国
法
事
情
（
123
）
朝
鮮
高
等
法
院
の
裁

判
官
に
つ
い
て
｜
｜
高
橋
隆
二
の
こ
と
」
国
際
商
事
法
務
三
九
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
三
六
頁
、
同
⑧
「
朝
鮮
高
等
法
院
の
判
例
の
再
評
価
｜
｜
不

動
産
の
信
託
的
譲
渡
を
中
心
に
」
南
山
法
学
三
四
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
五
七
頁
、
李
英
美
①
「
朝
鮮
統
監
府
に
お
け
る
法
務
補
佐
官
制
度
と

慣
行
調
査
事
業
｜
｜
梅
謙
次
郎
と
小
田
幹
治
郎
を
中
心
に
（
一
）
〜
（
五
・
完
）」
法
学
志
林
九
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
九
三
頁
、
四
号
一
二
七

頁
、
九
九
巻
二
号
一
九
七
頁
、
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
八
三
頁
、
四
号
一
三
一
頁
、
同
②
「
韓
国
近
代
戸
籍
関
連
法
規
の
制
定
及
び
改
正
過
程

｜
｜
『
民
籍
法
』
を
中
心
に
」
東
洋
文
化
研
究
（
学
習
院
大
）
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
頁
、
同
③
「
韓
国
に
お
け
る
民
事
慣
習
の
成
文
法
化
過
程
に
関

す
る
最
近
の
研
究
動
向
」
東
洋
文
化
研
究
（
学
習
院
大
）
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
四
九
頁
、
同
④
「
韓
国
近
代
離
婚
慣
習
法
の
定
立
過
程
｜
｜
協
議
上

の
離
婚
を
中
心
に
」
東
洋
文
化
研
究
（
学
習
院
大
）
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
三
頁
、
高
翔
龍
『
韓
国
法
』

信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）。
な
お
、
と
り

わ
け
家
族
法
関
係
に
関
し
て
は
、
す
で
に
戦
前
よ
り
多
数
の
業
績
が
あ
る
。
切
山
篤
太
郎
‖
春
沢
得
一
（
共
編
）『
朝
鮮
親
族
相
続
慣
習
類
纂
（
第
二

版
）』

巌
松
堂
書
店
、
一
九
二
一
年
）、
馬
場
社
（
編
纂
）『
朝
鮮
親
族
相
続
慣
習
法
綜
攬
』

大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
二
六
年
）、
吉
武
繁
『
朝
鮮
親
族
相

続
法
要
論
』

巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
一
年
…
…
〔
第
二
版
〕
一
九
三
七
年
）、
南
雲
幸
吉
（
編
纂
）『
現
行
朝
鮮
親
族
法
類
集
』

大
阪
屋
号
書
店
、
一
九

三
五
年
）、
藤
田
東
三
①
「
朝
鮮
親
族
法
｜
｜
主
と
し
て
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
を
中
心
と
し
て
の
考
察
（
一
）
〜
（
六
・
巻
）」
法
学
協
会
雑
誌
四
八
巻
八

号
（
一
九
三
〇
年
）
五
二
頁
、
一
〇
号
一
二
九
頁
、
四
九
巻
四
号
（
一
九
三
一
年
）
一
二
九
頁
、
六
号
七
三
頁
、
一
二
号
一
〇
三
頁
、
五
〇
巻
二
号
（
一

九
三
二
年
）
五
五
頁
、
同
②
「
朝
鮮
相
続
法
（
朝
鮮
親
属
法
続
篇
）
｜
｜
主
と
し
て
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
を
中
心
と
し
て
の
考
察
」
京
城
帝
国
大
学
法
文

学
会
第
一
部
論
文
集
第
五
冊
『
法
学
論
纂
』

刀
江
書
院
、
一
九
三
二
年
）
一
一
七
頁
…
…
〔
①
・
②
合
冊
書
籍
化
〕
藤
田
東
三
『
朝
鮮
親
族
法
相
続
法

｜
｜
主
と
し
て
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
を
中
心
と
し
て
の
考
察
』

大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
三
三
年
）、
有
地
亨
①
「
朝
鮮
婚
姻
法
の
近
代
化
」
社
会
科
学
研

究
二
号
（
昭
和
二
三
年
）
七
六
頁
、
同
②
「
朝
鮮
の
養
子
制
度
」
穂
積
重
遠
先
生
追
悼
論
文
集
『
家
族
法
の
諸
問
題
』

有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
）
二
七

九
頁
、
岡
崎
ま
ゆ
み
①
「
韓
国
に
お
け
る
植
民
地
期
朝
鮮
家
族
法
制
に
関
す
る
近
年
の
研
究
動
向
｜
｜
鄭
肯
植
著
『
植
民
地
期
慣
習
法
の
形
成
と
韓
国
家

族
法
』
を
中
心
に
」
明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
論
集
三
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
三
一
頁
、
同
②
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
『
親
族
集
団
』
の
法
的

地
位
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
『
朝
鮮
高
等
法
院
民
事
判
決
録
』
の
分
析
を
中
心
に
」
明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
論
集
三
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
三

論 説
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頁
。

25
）

宮
脇
梅
吉
〔
弁
護
士
〕

朝
鮮
司
法
制
度
の
改
革
」
法
律
新
聞
七
五
一
号
（
一
九
一
一
年
）
五
頁
に
よ
れ
ば
、
統
監
府
時
代
に
日
本
と
同
様
の
裁
判

機
構
の
導
入
を
積
極
的
に
推
進
し
た
の
は
伊
藤
博
文
で
あ
っ
た
が
、

彼
の
大
袈
裟
な
る
司
法
制
度
が
、
旧
韓
国
の
爾
余
の
制
度
と
余
り
に
不
釣
合
な
り

し
が
為
め
、
併
合
と
同
時
に
異
常
な
る
改
革
が
司
法
制
度
に
付
き
断
行
せ
ら
る
べ
し
と
は
、
何
人
も
当
然
に
期
待
し
た
る
所
」
と
い
う
。

26
）

な
お
、

朝
鮮
人
」
の
表
記
は
、
原
典
（
同
規
則
一
条
一
項
二
号
・
三
号
）
の
文
言
を
転
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
以
下
同

様
。

27
）

朝
鮮
総
督
府
法
務
局
『
朝
鮮
司
法
一
覧
（
昭
和
一
八
年
版
）』

奥
付
な
し
）
六
八
〜
六
九
頁
「
一
八
、
公
証
人
、
弁
護
士
、
執
達
吏
職
務
取
扱
及
司

法
書
士
員
数
表
（
各
年
末
現
在
）」
よ
り
抜
粋
・
作
表
。

28
）

全
鮮
弁
護
士
大
会
詳
報
」
法
律
新
聞
三
三
四
二
号
（
一
九
三
一
年
）
一
七
頁
。
な
お
、
同
記
事
に
よ
れ
ば
「
全
鮮
弁
護
士
大
会
は
昭
和
二
年
六
月

初
め
て
京
城
に
開
か
れ
第
三
回
ま
で
京
城
で
開
催
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
年
度
に
平
壌
に
て
催
さ
れ
本
会
の
第
五
回
目
を
見
た
の
で
あ
る
。
全
鮮
弁
護
士
大

会
は
大
正
十
五
年
四
月
大
邱
主
催
の
南
鮮
弁
護
士
大
会
に
於
て
全
鮮
弁
護
士
大
会
開
催
の
議
が
提
唱
せ
ら
れ
今
日
を
見
た
の
で
今
回
は
云
は
ば
発
祥
地
で

意
義
深
い
大
会
が
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

29
）

金
・
前
掲
注

24
）⑤
参
照
。

30
）

金
・
前
掲
注

24
）⑤
一
六
六
八
頁
。

31
）

日
本
の
委
任
統
治
時
代
の
南
洋
群
島
に
関
し
て
は
、
南
洋
庁
『
南
洋
庁
広
報
』
一
号
（
一
九
二
三
年
）
〜
六
五
号
（
一
九
二
五
年
）
…
…
〔
復
刻

版
〕『
南
洋
庁
広
報
』

ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
南
洋
協
会
南
洋
群
島
支
部
（
編
）『
委
任
統
治
地
域
南
洋
群
島
事
情
〔
大
正
一
四
年
版
〕』

南
洋

庁
、
一
九
二
六
年
）
〜
『
同
（
昭
和
四
年
版
）』

一
九
三
一
年
）、
南
洋
庁
『
南
洋
群
島
現
勢
要
覧
（
大
正
一
五
年
一
月
）』

南
洋
庁
、
一
九
二
六
年
）

〜
『
同
（
昭
和
五
年
）』

一
九
三
〇
年
）、
南
洋
庁
『
南
洋
群
島
要
覧
（
昭
和
七
年
版
）』

南
洋
庁
、
一
九
三
二
年
）
〜
『
同
（
昭
和
一
八
年
版
）』

一

九
四
三
年
）、
南
洋
庁
長
官
官
房
（
編
）『
南
洋
庁
施
政
十
年
史
』

南
洋
庁
長
官
官
房
、
一
九
三
二
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『

二
〇
世
紀
日
本
の
ア
ジ
ア

関
係
重
要
研
究
資
料
三
）
単
行
図
書
資
料
（
第
五
巻
）』

龍
溪
書
舎
、
一
九
九
九
年
）、
南
洋
庁
『
南
洋
庁
統
計
年
鑑
（
第
一
回
）』

南
洋
庁
、
一
一
九

三
三
年
）
〜
南
洋
庁
内
務
部
企
画
課
『
南
洋
庁
統
計
年
鑑
（
第
九
回
・
昭
和
一
四
年
）』

南
洋
庁
内
務
部
企
画
課
、
一
九
四
一
年
）、
三
上
英
雄
「
南
洋
の

近
況
」
法
律
新
聞
三
九
二
二
号
（
一
九
三
五
年
）
一
九
頁
、
南
洋
庁
長
官
官
房
文
書
課
（
編
）『
南
洋
庁
法
令
類
聚
』

内
閣
印
刷
局
、
一
九
三
八
年
）、

南
洋
拓
殖
株
式
会
社
『
南
洋
叢
書
（
第
一
輯
）』

南
洋
拓
殖
株
式
会
社
調
査
課
、
一
九
三
八
年
）、
四
宮
和
夫
‖
中
川
善
之
助
「

法
理
研
究
会
記
事
）
南

洋
群
島
の
母
系
社
会
」
法
学
協
会
雑
誌
五
六
巻
一
一
号
（
一
九
三
八
年
）
二
二
四
六
頁
、
中
川
善
之
助
「
南
洋
群
島
の
裁
判
」
法
律
時
報
一
〇
巻
一
二
号

（
一
九
三
八
年
）
二
七
頁
、
南
洋
庁
（
編
）『
南
洋
群
島
々
民
旧
慣
調
査
報
告
書
』

南
洋
庁
、
一
九
三
九
年
）、
海
軍
省
（
編
）『
海
軍
制
度
沿
革
（
巻

三
）』

海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
三
九
年
）
一
五
七
〇
頁
…
…
〔
復
刻
版
〕『
海
軍
制
度
沿
革
（
巻
三
・
Ⅱ
）』

原
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
上
原
轍
三
郎
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『
殖
民
地
と
し
て
観
た
る
南
洋
群
島
の
研
究
』

南
洋
文
化
協
会
、
一
九
四
〇
年
）、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
（
編
）『
委
任
統
治
領
南
洋
群
島
・
前
編
（

外

地
法
制
誌
」
第
五
部
）』

外
務
省
条
約
局
、
一
九
六
二
年
）
・
『
同
・
後
編
』

一
九
六
三
年
）
…
…
〔
復
刻
版
〕『
外
地
法
制
誌
（
第
一
〇
巻
）』『
同
（
第

一
一
巻
）』

文
生
書
院
、
一
九
九
〇
年
）、
吉
久
明
宏
「
南
洋
関
係
諸
団
体
刊
行
物
目
録
｜
（
一
）
南
洋
庁
編
」
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
資
料
通
報
二
〇
巻
八

号
（
一
九
八
二
年
）
二
一
頁
、
屋
比
久
守
‖
福
薗
宜
子
「
旧
南
洋
群
島
関
係
資
料
所
在
に
つ
い
て
」
沖
縄
教
育
委
員
会
史
料
編
集
室
紀
要
二
八
号
（
二
〇

〇
三
年
）
六
九
頁
、
財
団
法
人
沖
縄
県
文
化
振
興
会
公
文
書
管
理
部
資
料
編
輯
室
（
編
集
）『
沖
縄
県
史
（
資
料
編
一
七
・
旧
南
洋
群
島
関
係
資
料
・
近
代

五
）』

沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
山
岡
永
知
「
パ
ラ
オ
共
和
国
に
お
け
る
司
法
制
度
の
発
展
」
日
本
法
学
七
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）

七
六
頁
、
千
住
一
「
日
本
に
よ
る
南
洋
群
島
統
治
に
関
す
る
研
究
動
向
」
日
本
植
民
地
研
究
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
一
頁
、
高
村
聰
史
「
南
洋
庁
の

支
配
形
態
」
歴
史
と
地
理
六
一
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
九
頁
、
永
田
憲
史
「
南
洋
群
島
の
刑
事
司
法
制
度
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
一
巻
四
号
（
二
〇

一
一
年
）
一
一
六
六
頁
。

32
）

中
川
・
前
掲
注

31
）二
七
頁
。

33
）
『
委
任
統
治
領
南
洋
群
島
・
前
編
（

外
地
法
制
誌
」
第
五
部
）』
前
掲
注

31
）一
四
五
頁

34
）

①
民
事
に
関
し
て
は
、『
日
本
帝
国
司
法
省
民
事
統
計
年
報
（
第
四
九
・
大
正
一
二
年
）』

司
法
省
民
事
局
、
一
九
二
五
年
）
〜
『
大
日
本
帝
国
司
法

省
民
事
統
計
年
報
（
第
六
七
・
昭
和
一
六
年
）』

司
法
省
調
査
部
、
一
九
四
三
年
）
の
「
民
事
統
計
要
旨
」
中
「
Ⅰ

大
審
院
」
の
上
告
事
件
（
抗
告
お

よ
び
選
挙
に
関
す
る
特
別
訴
訟
を
含
ま
な
い
）
・
「
Ⅱ

控
訴
院
」
の
控
訴
事
件
（
上
告
・
抗
告
・
特
別
訴
訟
を
含
ま
な
い
）
・
「
Ⅲ

地
方
裁
判
所
」
の

第
一
審
訴
訟
事
件
（
控
訴
・
抗
告
・
非
訟
・
小
作
調
停
・
破
産
を
含
ま
な
い
）、
区
裁
判
所
の
第
一
審
訴
訟
事
件
（
和
解
・
督
促
・
戸
籍
に
関
す
る
抗
告
・

強
制
執
行
・
破
産
・
和
議
・
非
訟
・
借
地
借
家
調
停
・
商
事
調
停
・
金
銭
債
務
臨
時
調
停
を
含
ま
な
い
）
の
終
局
事
件
数
、
②
刑
事
に
関
し
て
は
、『
日
本

帝
国
司
法
省
刑
事
統
計
年
報
（
第
四
九
・
大
正
一
二
年
）』

司
法
省
刑
事
局
、
一
九
二
五
年
）
〜
『
大
日
本
帝
国
司
法
省
刑
事
統
計
年
報
（
第
六
八
・
昭
和

一
七
年
）』
の
「
刑
事
統
計
要
旨
」
中
「
第
一
審
」

上
訴
（
控
訴
・
上
告
）」
の
終
局
数
（
抗
告
・
再
審
を
含
ま
な
い
）
を
転
記
し
た
。
な
お
、
①
民
事
に

関
し
て
、『
大
日
本
帝
国
司
法
省
民
事
統
計
年
報
』
の
昭
和
一
七
年
版
（
第
六
八
）
は
、
発
刊
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

35
）
『
台
湾
総
督
府
統
計
書
（
第
二
七
・
大
正
一
二
年
）』

台
湾
総
督
官
房
調
査
課
、
一
九
一
五
年
）
〜
『
同
（
第
四
六
・
昭
和
一
七
年
）』

台
湾
総
督

府
、
一
九
四
四
年
）
の
「
裁
判
及
登
記
」
の
項
中
「
民
事
訴
訟
第
一
審
受
理
及
処
理
事
件
数
」

調
停
・
和
解
を
含
ま
な
い
）、

民
事
訴
訟
第
二
審
受
理
及

処
理
事
件
数
」、

民
事
訴
訟
第
三
審
受
理
及
処
理
事
件
数
」、

刑
事
訴
訟
第
一
審
法
院
別
受
理
及
処
理
事
件
数
」

特
別
故
障
・
特
別
事
件
を
含
ま
な
い
）、

刑
事
訴
訟
第
二
審
法
院
別
受
理
及
処
理
事
件
数
」、

刑
事
訴
訟
第
三
審
法
院
別
受
理
及
処
理
事
件
数
」
の
処
理
数
を
転
記
し
た
。

36
）
『
関
東
庁
統
計
書
（
第
一
八
・
大
正
一
二
年
）』

関
東
長
官
官
房
文
書
課
、
一
九
一
四
年
）
〜
『
関
東
局
統
計
書
（
第
三
七
・
昭
和
一
七
年
）』

関
東

局
、
一
九
四
三
年
）
の
「
裁
判
」
の
項
中
「
高
等
法
院
民
事
件
数
」

高
等
法
院
刑
事
件
数
」、

地
方
法
院
民
事
件
数
」

地
方
法
院
刑
事
件
数
」

抗

告
・
再
審
を
含
ま
な
い
）
の
既
済
事
件
数
を
転
記
し
た
。

論 説
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37
）
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
（
大
正
一
二
年
）
第
六
編
（
裁
判
登
記
及
供
託
・
監
獄
）』

朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
五
年
）
〜
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報

（
昭
和
一
七
年
）』

朝
鮮
総
督
府
、
一
九
四
四
年
）

裁
判
・
登
記
・
供
託
」
の
「
民
事
第
一
審
訴
訟
事
件
件
数
」

民
事
第
二
審
訴
訟
事
件
件
数
」

民
事
第

三
審
訴
訟
事
件
件
数
」

抗
告
・
和
解
・
督
促
等
を
含
ま
な
い
）、

刑
事
第
一
審
事
件
件
数
」

刑
事
第
二
審
事
件
件
数
」

刑
事
第
三
審
事
件
件
数
」。

38
）
『
南
洋
庁
施
政
十
年
史
』
前
掲
注

31
）二
二
七
〜
二
二
八
頁
、
昭
和
六
年
に
関
し
て
は
、『
南
洋
群
島
要
覧
（
昭
和
七
年
版
）』
前
掲
注

31
）二
一
六

七
〜
一
六
八
頁
の
統
計
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
南
洋
庁
施
政
十
年
史
』
の
数
字
が
、
地
方
法
院
・
高
等
法
院
の

事
件
数
を
合
算
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
昭
和
一
一
年
単
年
の
数
字
に
関
し
て
は
、
中
川
・
前
掲
注

31
）三
〇
〜
三
一
頁
が
、『
南
洋
群

島
要
覧
（
昭
和
一
二
年
版
）』
掲
載
の
統
計
を
転
記
し
て
い
る
。

39
）
『
南
洋
群
島
要
覧
（
昭
和
七
年
版
）』
前
掲
注

31
）一
六
五
頁
。

40
）
『
南
洋
群
島
要
覧
（
昭
和
一
〇
年
版
）』
前
掲
注

31
）一
五
一
頁
。

41
）

燐
鉱
石
は
、
南
洋
群
島
の
重
要
な
鉱
物
資
源
で
あ
り
、
再
傭
船
契
約
に
関
す
る
著
名
判
例
で
あ
る
大
判
昭
和
三
年
一
〇
月
二
三
日
民
集
七
巻
八
二
七

頁
も
、
南
洋
群
島
ノ
ー
ラ
島
か
ら
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
ま
で
の
燐
鉱
石
の
運
送
契
約
を
め
ぐ
る
事
件
で
あ
っ
た
。〔
本
件
評
釈
〕
小
町
谷
操
三
①
・
法
学
志

林
三
一
巻
二
号
（
一
九
二
九
年
）
二
二
七
頁
、
同
②
『
判
例
民
事
法
（
昭
和
三
年
度
）』

有
斐
閣
、
一
九
三
〇
年
）〔
八
〇
事
件
〕
三
九
七
頁
、
烏
賀
陽

然
良
・
法
学
論
叢
（
京
大
）
二
二
巻
四
号
（
一
九
二
九
年
）
五
七
九
頁
、
水
口
吉
蔵
・
法
律
論
叢
（
明
治
大
）
八
巻
四
号
（
一
九
二
九
年
）
四
七
七
頁
、
野

津
務
・
法
学
新
報
四
〇
巻
一
号
（
一
九
三
〇
年
）
一
三
七
頁
、
窪
田
宏
①
『
海
事
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
号
、
一
九
六
七
年
）
七
四
頁
、
同

②
『
運
輸
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
号
、
一
九
七
一
年
）
一
六
頁
、
同
③
『
海
事
判
例
百
選
（
増
補
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
号
、
一

九
七
三
年
）
七
四
頁
、
同
④
『
商
法
（
保
険
・
海
商
）
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
号
、
一
九
七
七
年
）
一
四
〇
頁
。

42
）
〔
本
件
評
釈
〕
法
律
時
報
八
巻
二
号
（
一
九
三
六
）
七
八
頁
、
下
山
四
郎
・
民
商
法
雑
誌
三
巻
二
号
（
一
九
三
六
年
）
三
八
〇
頁
、
山
中
康
雄
『
判
例

民
事
法
（
昭
和
一
〇
年
度
）』

有
斐
閣
、
一
九
三
六
年
）〔
九
六
事
件
〕
三
八
三
頁
。

43
）

山
中
・
前
掲
注

42
）三
八
四
頁
。

44
）
〔
本
件
評
釈
〕
菊
井
維
大
『
判
例
民
事
法
（
昭
和
一
八
〜
二
一
年
度
）』

有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）〔
昭
和
一
九
年
度
五
事
件
〕
一
六
頁
。

45
）
〔
本
件
評
釈
〕
堀
竹
学
・
法
学
研
究
（
慶
大
）
七
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
八
五
頁
、
山
本
桂
一
・
法
学
協
会
雑
誌
七
四
巻
三
号
（
一
九
五
七
年
）

三
四
四
頁
。

46
）
〔
本
件
評
釈
〕
田
尾
桃
二
①
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
〇
号
（
一
九
七
四
年
）
七
七
頁
、
同
②
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
九
年
度
）』

法

曹
会
、
一
九
七
七
年
）〔
三
四
事
件
〕
二
九
八
頁
、
小
山
昇
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
一
四
号
（
一
九
七
五
年
）
一
一
三
頁
、
谷
口
知
平
・
判
例
評
論
一
九
三
号

（
判
例
時
報
七
六
五
号
、
一
九
七
五
年
）
三
二
頁
、
上
野
泰
男
・
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
二
一
巻
三
号
（
一
九
七
五
年
）
四
三
六
頁
、
池
田
粂
男
・
法
学
研
究

（
北
海
学
園
大
）
一
〇
巻
二
号
（
一
九
七
五
年
）
五
〇
九
頁
、
早
川
登
・
名
城
法
学
二
五
巻
一
号
（
一
九
七
五
年
）
六
三
頁
、
吉
村
徳
重
・
民
商
法
雑
誌
七
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二
巻
四
号
（
一
九
七
五
年
）
六
七
五
頁
、
白
井
久
明
・
法
学
研
究
（
慶
大
）
四
八
巻
七
号
（
一
九
七
五
年
）
七
九
一
頁
、
水
谷
暢
『
昭
和
四
九
年
度
重
要

判
例
解
説
』

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
五
九
〇
号
、
一
九
七
五
年
）
一
一
三
頁
、
谷
口
知
平
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
三
六
号
（
一
九
七
五
年
）
一
二
六
頁
、
稲

田
龍
樹
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
一
号
（
一
九
七
九
年
）
二
五
頁
、
柏
木
邦
良
『
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
二
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
号
、
一
九

八
二
年
）
二
三
八
頁
、
東
松
文
夫
①
『
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅱ
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
号
、
一
九
九
二
年
）
三
一
六
頁
、
同
②
『
同
Ⅱ
（
新
法

対
応
補
正
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
号
、
一
九
九
八
年
）
三
二
八
頁
、
猪
股
孝
史
『
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

六
九
号
、
二
〇
〇
三
年
）
二
七
三
頁
、
菱
田
雄
郷
『
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
四
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
四
頁
。

47
）
〔
本
件
評
釈
〕
森
泉
章
・
民
商
法
雑
誌
五
七
巻
五
号
（
一
九
六
八
年
）
一
二
三
頁
、
山
本
正
憲
・
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
一
七
巻
四
号
（
一
九
六
八

年
）
一
八
三
頁
、
星
野
英
一
・
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻
四
号
（
一
九
六
八
年
）
一
七
一
頁
、
中
川
淳
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
七
六
号
（
一
九
七
〇
年
）
一
一
三

頁
、
坂
井
芳
雄
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
二
年
度
）』

法
曹
会
、
一
九
六
八
年
）〔
三
三
事
件
〕
一
七
六
頁
、
前
田
正
昭
『
家
族
法
判

例
百
選
（
新
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
〇
号
、
一
九
七
三
年
）
二
五
二
頁
、
前
田
正
昭
『
家
族
法
判
例
百
選
（
新
版
・
増
補
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

〇
号
、
一
九
七
五
年
）
二
五
二
頁
、
石
川
恒
夫
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
号
、
一
九
八
〇
年
）
二
二
六
頁
。

48
）
〔
本
件
評
釈
〕
広
中
俊
雄
・
判
例
評
論
五
六
号
（
判
例
時
報
三
二
八
号
、
一
九
六
三
年
）
一
七
頁
、
沢
井
裕
・
民
商
法
雑
誌
四
九
巻
一
号
（
一
九
六
三

年
）
一
二
三
頁
、
玉
田
弘
毅
・
明
治
大
学
法
制
研
究
所
紀
要
八
号
（
一
九
六
四
年
）
一
四
七
頁
、
安
倍
正
三
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
三

七
年
度
）』

法
曹
会
、
一
九
六
二
年
）〔
一
二
二
事
件
〕
三
九
二
頁
。

49
）

そ
の
七
条
二
項
は
、

他
ノ
訴
ヲ
前
項
ノ
訴
〔
‖
「
婚
姻
ノ
無
効
ノ
訴
、
其
取
消
ノ
訴
、
離
婚
ノ
訴
及
ヒ
同
居
ノ
訴
」〕
ニ
併
合
シ
又
ハ
其
反
訴
ト
シ

テ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
扶
養
ノ
請
求
、
訴
ノ
原
因
タ
ル
事
実
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
賠
償
ノ
請
求
及
ヒ
民
法
ノ
規
定
ニ
依
リ
婚
姻
事
件
ニ
附
帯
シ

テ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
縁
組
ノ
取
消
又
ハ
離
縁
ノ
請
求
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

50
）
〔
本
件
評
釈
〕
小
野
清
一
郎
・
法
学
協
会
雑
誌
六
〇
巻
二
号
（
一
九
四
二
年
）
三
三
一
頁
。

51
）
〔
本
件
評
釈
〕
藤
尾
彰
『
続
刑
法
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
三
号
、
一
九
七
一
年
）
一
三
八
頁
。

52
）

た
と
え
ば
、
大
塚
仁
‖
河
上
和
雄
‖
佐
藤
文
哉
‖
古
田
佑
紀
（
編
）『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
（
第
二
版
）

第
六
巻
）』

青
林
書
院
、
一
九
九
九

年
）

七
七
条
」〔
鈴
木
亨
子
〕
二
三
頁
。

〔
追
記
〕

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
九
州
大
学
の
同
僚
で
あ
る
西
英
昭
准
教
授
（
東
洋
法
制
史
、
中
国
・
台
湾
法
）、
韓
相
熙
准
教
授
（
国

際
法
、
韓
国
法
）
よ
り
、
専
門
領
域
に
関
し
て
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
現
在
『
朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録
』
の

論 説

（法政研究79-３- ）272 480



復
刻
作
業
を
進
め
て
お
ら
れ
る
雄
松
堂
書
店
の
宮
下
す
ず
か
氏
・
柚
木
正
徳
氏
か
ら
は
、
詳
細
な
情
報
提
供
を
頂
戴
し
た
。
記
し
て

感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

旧・外地裁判所判例の今日的意義・序論（七戸）

（79-３- ）481 273
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